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平成３１年 予算特別委員会

（会議録 第１号）

１．招集年月日 平成３１年３月１３日

２．招集の場所 熊野町議会議場

３．開会年月日 平成３１年３月１３日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．出席委員（１５名）

１番 尺 田 耕 平 ２番 竹 爪 憲 吾

３番 立 花 慶 三 ４番 諏訪本 光

５番 沖 田 ゆかり ６番 片 川 学

７番 時 光 良 造 ８番 民 法 正 則

９番 荒 瀧 穂 積 １０番 大瀬戸 宏 樹

１２番 山 野 千佳子 １３番 久保隅 逸 郎

１４番 中 原 裕 侑 １５番 馬 上 勝 登

１６番 山 吹 富 邦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．欠席委員（０名）

な し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明のために出席した者の職氏名

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 内 田 充

教 育 長 林 保

総 務 部 長 宗 條 勲

危 機 管 理 監 貞 永 治 夫

民 生 部 長 時 光 良 弘

建 設 部 長 沖 田 浩

教 育 部 長 横 山 大 治

総 務 部 次 長 堀 野 辰 夫
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建 設 部 次 長 堂 森 憲 治

建設部技術次長 林 武 史

教 育 部 次 長 隼 田 雅 治

財 務 課 長 桐 木 和 義

危 機 管 理 課 長 西 岡 隆 司

地 域 振 興 課 長 西 川 伸一郎

税 務 課 長 須 賀 雅 彦

高齢者支援課長 西 村 ゆ り

住 民 課 長 佛 圓 至 裕

子育て・健康推進課長 立 花 太 郎

生 活 環 境 課 長 宗 像 雅 充

都 市 整 備 課 長 福 嶋 春 樹

上 下 水 道 課 長 寺垣内 栄 作

生 涯 学 習 課 長 榎 並 正 和

会 計 課 長 穂 坂 俊 彦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 西 村 隆 雄

議会事務局書記 永 谷 望

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．会議に付した事件

議案第２０号 平成３１年度熊野町一般会計予算について

議案第２１号 平成３１年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について

議案第２２号 平成３１年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について

議案第２３号 平成３１年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について

議案第２４号 平成３１年度熊野町介護保険特別会計予算について

議案第２５号 平成３１年度熊野町上水道事業会計予算について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．議事の内容

（開会 午後１時３０分）
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○予算特別委員長（沖田） ただいまの出席委員は１５名です。定足数に達していますので、

ただいまから予算特別委員会を開会いたします。

お諮りします。

予算特別委員会の議事録については、公開することとしておりますが、閲覧用の会議

録については、委託料・工事請負費の金額を非公開にしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（「なし」の声あり）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） 異議がないようですので、閲覧用の会議録については、委託

料・工事請負費の金額を非公開とすることに決定いたしました。

それでは、本委員会に付託されました、議案第２０号から議案第２４号までの平成３

１年度熊野町一般会計予算及び各特別会計予算、議案第２５号、平成３１年度熊野町

上水道事業会計予算についてを議題といたします。

初めに審査の手順でありますが、お手元にお配りしております、平成３１年予算特別

委員会進行方法案をごらんください。

まず、本委員会の進め方についてでありますが、昨年と同様に３つの分科会を設置し

て審査を進めることとし、審査の分担については、進行方法案に記載のとおりといた

します。

なお、それぞれの分科会には、議員の皆さんどなたでも出席し、質疑できることとし

たいと思います。

次に、各分科会の進行役ですが、それぞれの常任委員長を進行役とさせていただきま

す。

また、分科会は、本予算特別委員会の正副委員長のいずれかが出席しなければ開会で

きないこととさせていただきたいと思います。

続いて、今後の審査の進め方についてですが、概要説明の後、第１委員会室へ移動し、

順次、総務厚生分科会、産業建設分科会、文教分科会により審査を行っていただき、

それぞれの費目・会計ごとに質疑の時間を設けたいと思います。

分科会終了後、議場において本委員会を再開して、各分科会の報告をそれぞれの常任

委員長からしていただいた後に総括質疑を行い、委員会としての意見をまとめたいと
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思います。

以上のような手順で審査を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（「異議なし」の声あり）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） 異議なしと認めます。

本委員会の審査手順については、以上のとおり決定いたしました。

それでは、早速本日の審査に入りたいと思います。

予算の概要につきまして、一般会計予算及び各特別会計予算は副町長から、上水道事

業会計予算は建設部長から説明を受けたいと思います。

それでは、まず副町長から一般会計予算及び各特別会計予算について説明を求めます。

内田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（内田） それでは、平成３１年度熊野町一般会計予算（案）と４つの特別会計

予算（案）につきまして、事前に配付をさせていただきました資料１３「平成３１年

度歳入歳出予算説明資料」により、説明をさせていただきます。

資料１３の１ページをごらんください。

１ページには、各会計予算の規模を掲載しております。

一般会計の平成３１年度当初予算案は、９７億４,７５４万１,０００円で、前年度と

比べ、５億７,５３２万５,０００円、６.３％の増となっております。

次に、平成３１年度の各特別会計予算案でございますが、全体では、６４億８,４３

６万９,０００円で、前年度に比べ、４,４４１万２,０００円、０.７％の増となって

おります。

参考までに、一般会計と特別会計を合わせた熊野町全体の予算の規模は、１６２億３,

１９１万円となっております。企業会計を含めた全体額は、合計欄のとおり、１６８

億６１０万１,０００円となっております。

２ページ、３ページをごらんください。

２ページには３１年度と３０年度の一般会計当初予算の歳入を比較した表を、３ペー

ジには歳入構成比較としまして、３１年度と３０年度の各歳入科目の比較を棒グラフ

であらわしたものと、３１年度当初予算案の歳入構成を円グラフであらわしたものを
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掲載をしております。

まず、２ページをごらんください。歳入科目のうち、主なものについて御説明をさせ

ていただきます。

第１款「町税」は２３億６,４５６万円で、町民税においては景気回復傾向にあるこ

とから、個人町民税及び法人町民税が増、固定資産税では新築家屋分が追加されたこ

とによる増、軽自動車税では新たに創設される環境性能割や制度改正に伴う経年重課

による増、町たばこ税では売り上げ本数の減少等による減を見込むことから、町税全

体では１,８４３万３,０００円、０.８％の増となっております。

第２款から第９款及び第１１款の地方譲与税や各交付金につきましては、県から示さ

れた見込み額を計上しております。

このうち、第６款「地方消費税交付金」の社会保障財源化分につきましては、６ペー

ジにて御説明させていただきます。

６ページをごらんください。

地方消費税交付金・社会保障財源化分につきましては、１億８,１７０万５,０００円

を見込んでおります。平成２６年４月１日の税率改正による消費税等の引き上げ分に

ついては社会保障施策に要する経費に充てるものとされており、その使途を明確化さ

せることとされております。そのため６ページ、歳出欄の一般財源額の一部に充当す

るよう明示させていただくものでございます。

それではまた２ページに戻っていただきたいと思います。

第８款「環境性能割交付金」は、１０月１日の消費税引き上げに合わせて廃止される

自動車取得税交付金にかわり創設される予定のものでございます。

第９款「地方特例交付金」は、環境性能割の軽減により生じる地方税の減収補填とし

て、自動車税・軽自動車税減収補填特例交付金を見込んでおり、前年度に比べ５９１

万９,０００円、２７.９％の増となっております。

１０款「地方交付税」は２１億６,１００万円で、普通交付税において臨時財政対策

債への振りかえの減少などによる増、特別交付税において災害復旧事業費に係る特別

交付税措置の見込みによる増などにより、１億７,４００万円、８.８％の増となって

おります。

第１４款「国庫支出金」は２０億４９１万８,０００円で、第二聖徳幼稚園の認定こ

ども園移行に係る保育所等整備交付金の減、災害復旧事業に係る災害復旧費国庫負担
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金や、消費税率引き上げに合わせて実施するプレミアム付き商品券事業に係る国庫補

助金の増などにより、５億６,６４２万１,０００円、３９.４％の増となっております。

第１５款「県支出金」は６億６,１３７万８,０００円で、ゆるぎ観音周辺の復旧・整

備に係るひろしまの森づくり特認事業交付金や、小規模崩壊地復旧事業補助金の増な

どにより、６,５０８万５,０００円、１０.９％の増となっております。

第１８款「繰入金」は５億７,９５４万８,０００円で、財政調整基金や公共施設等整

備基金等の繰り入れによるもので、２億８,１９４万６,０００円、３２.７％の減とな

っております。

第２１款「町債」は９億２,９９５万７,０００円で、臨時財政対策債の減、災害復旧

事業債やブロック塀改修に係る緊急防災・減災事業債等の増などにより、１,４７３万

５,０００円、１.６％の増となっております。

続いて、３ページ上段の歳入科目ごとの棒グラフですが、左側の斜線が３１年度、右

側の網かけが３０年度の当初予算額でございます。

本町における歳入の主要な財源が、「町税」と「地方交付税」であることがグラフ表

示で明瞭に見てとれます。また、災害復旧事業に係る国庫負担金等の増額により、国

庫支出金が３０年度と比較して大きく伸びております。

次に、下段の円グラフですが、右側が町税などの自主財源、左側の色の濃い部分が地

方交付税などの依存財源でございます。割合を見ますと、自主財源が３５.７％、依存

財源が６４.３％となっており、自主財源の比率は予算総額に占める依存財源の大幅な

伸びにより、対前年度比では４.８％の減となっております。

歳入の内訳では、自主財源の「町税」が全体の２４.３％で最も多く、次いで依存財

源の「地方交付税」が２２.２％、同じく依存財源の「国庫支出金」が２０.６％と続

いております。

次に、歳出につきまして御説明をさせていただきます。４ページ及び５ページをごら

んください。

４ページには３１年度と３０年度の一般会計当初予算の歳出を比較した表を、５ペー

ジには歳出構成比較といたしまして、３１年度と３０年度の各歳出科目の比較を棒グ

ラフであらわしたものと、３１年度当初予算案の歳出構成を円グラフであらわしたも

のを掲載しております。

まず４ページの歳出科目の主なものについて、御説明をさせていただきます。
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第１款「議会費」は１億１,４７８万円で、議員共済会給付費負担金の減などにより、

４７万６,０００円、０.４％の減となっております。

第２款「総務費」は１０億５,６５３万６,０００円で、第１項「総務管理費」では、

町制施行１００周年記念事業の終了などにより、２,０５８万円の減、第２項「企画

費」では、総合計画策定事業において平成３３年度を初年度とする第６次熊野町総合

計画の策定に係る経費の増、筆の里工房事業において老朽化した空調設備等の改修経

費の減などにより、１億７,８９７万１,０００円の減、第４項「戸籍住民基本台帳

費」では、住民基本台帳等事業において、マイナンバーカードを活用した各種証明の

コンビニ交付導入に係る経費の減などにより、４,０７９万円の減、第５項「選挙費」

では、県議会議員選挙、町議会議員選挙及び参議院議員選挙に要する経費の増などに

より、１,８５１万円の増となっており、総務費全体では２億１,４６７万２,０００円、

１６.９％の減となっております。

第３款「民生費」は３５億４,５３７万円で、第１項「社会福祉費」では、プレミア

ム付き商品券事業において消費税率引き上げの影響緩和のためのプレミアム付き商品

券発行に要する経費の増、障害者総合支援事業において扶助費の増などにより、１億

１,５５８万９,０００円の増、第２項「生活保護費」では、生活保護費支給事業にお

いて、医療扶助費等の減により３,０３２万２,０００円の減、第３項「児童福祉費」

では、保育所運営事業において、町内保育所及び認定こども園への入所や私立幼稚園

への施設型給付等に要する経費の増、保育所等整備事業において、認定こども園移行

に係る施設整備補助の終了による減などにより、１億８,８１９万１,０００円の減と

なっております。民生費全体では１億１２２万１,０００円、２.８％の減となってお

ります。

第４款「衛生費」は６億３,１３８万１,０００円で、第１項「保健衛生費」では、感

染症対策事業、生活習慣病予防対策事業において、受診者数の精査による減などによ

り、１,５３７万円の減、第２項「清掃費」では、清掃事務事業において、災害廃棄物

処理計画策定業務の増、廃棄物中間処理・最終処分事業において、安芸地区広域ごみ

焼却場事業負担金の増などにより、２,６８４万４,０００円の増となっており、衛生

費全体では１,１４７万８,０００円、１.９％の増となっております。

第５款「農林水産業費」では６,４３２万６,０００円で、第２項「林業費」では、林

業振興対策事業において、豪雨災害により被災したゆるぎ観音周辺の森林の再整備に
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係る経費の増、小規模崩壊地復旧事業において、豪雨災害により被災した小規模崩壊

地の復旧に係る経費の増などにより、２,５９６万５,０００円の増となっており、農

林水産業費全体では２,３４４万３,０００円、５７.３％の増となっております。

第６款「商工費」では１億５,２９５万３,０００円で、商工振興事業において、くま

の産業団地の立地企業への奨励金交付に要する経費の減などにより、商工費全体では

３２７万７,０００円、２.１％の減となっております。

第７款「土木費」は８億８,０６３万１,０００円で、第２項「道路橋梁費」では、町

道呉出来線改良事業、町道藪太央線改良事業の終了による減などにより、６,４００万

６,０００円の減、第４項「都市計画費」では、都市計画一般事業において、平成３３

年度を初年度とする都市計画マスタープランの策定に係る経費の増、熊野町公共下水

道事業繰出金の増などにより、１,４７８万４,０００円の増、第５項「住宅費」では、

応急仮設住宅事業において、住宅に困窮された被災者に引き続き応急仮設住宅を提供

するための経費の増などにより、１,３６３万３,０００円の増となっており、土木費

全体では３,０９９万１,０００円、３.４％の減となっております。

第８款「消防費」は、５億９,９０１万５,０００円で、災害予防及び応急対策事業に

おいて、第一、第三小学校区の新たなハザードマップ作成、防災行政無線のデジタル

化への移行、仮称・東部地域防災センターの整備に要する経費の増などにより、消防

費全体では７,７４０万１,０００円、１４.８％の増となっております。

第９款「教育費」は９億７,０３５万３,０００円で、第２項「小学校費」及び第３項

「中学校費」では、施設維持管理事業において、学校施設の長寿命化計画策定に要す

る経費、第四小学校及び熊野東中学校の体育館照明のＬＥＤ化に要する経費の増、大

規模改造事業において、第一小学校、第三小学校及び熊野中学校のブロック塀改修に

要する経費の増、第一小学校、熊野東中学校大規模改造工事に要する経費の減などに

より、合わせて３億１,３２０万５,０００円の減、第４項「学校給食費」では、学校

給食事業において、喫食率の見込みにより９３３万円の増、第６項「社会教育費」で

は、町民会館施設管理事業において、老朽化したエレベーターの改修に要する経費の

増などにより４,０８７万４,０００円の増となっており、教育費全体では２億６,１３

９万５,０００円、２１.２％の減となっております。

第１０款「災害復旧費」は１０億６,３２４万４,０００円で、豪雨災害により被災し

た農地及び農業用施設、道路等の公共土木施設、社会体育施設の復旧に要する経費と
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なっております。

なお、災害復旧費につきましては、林道、緑地、学校施設の災害復旧事業を平成３０

年度繰り越し事業として実施することとしております。

第１１款「公債費」は６億４,８５４万９,０００円で、平成２７年度臨時財政対策債

の元金償還の増、都市再生整備事業に伴う公共事業等債の元金償還開始による増、低

利率での借り入れによる利子の減により、公債費全体では１,１９４万９,０００円、

１.９％の増となっております。

続いて、５ページ上段の歳出科目ごとの棒グラフですが、歳入と同様に、左側の斜線

が３１年度、右側の網かけが３０年度の当初予算額でございます。このグラフでも御

確認いただけますように、「民生費」の構成割合が大きいことが見てとれ、予算の中

で非常に大きなウエートを占めております。

また、右から３番目の災害復旧費は、３０年度が少額のため、見かけ上は３１年度の

グラフしか表示されておりませんが、前年度と比較して突出した伸びとなっておりま

す。

次に、下段の円グラフですが、民生費の構成比率３６.４％に次いで、災害復旧費が

１０.９％、総務費が１０.８％、教育費が９.９％、土木費が９.０％となっておりま

す。

以上、一般会計予算（案）について、その概要を御説明させていただきました。

次に、７ページをごらんください。

各会計の１０年間の当初予算の推移を掲載しております。

ページ真ん中の表で直近５年間の当初予算額の推移を見ますと、一般会計では２７、

２８年度は８５億を超え、２９年度は８１億と減少しましたが、３０年度は２９年度

比１３.１％増の約９２億円となりました。

平成３１年度当初予算（案）は、前年度比６.３％増の約９７億円となっており、２

９年度と比較しますと約１６億円、２０.２％の増となっております。

次の８ページには、一般会計の款別の５年間の推移を掲載しております。

次に、各特別会計の予算について御説明を申し上げます。

９ページのほうお願いいたします。９ページをごらんください。

平成３１年度国民健康保険事業特別会計予算（案）でございます。国民健康保険事業

につきましては、３０年度から新たな財政運営の仕組みが創設されております。
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予算総額は、歳入歳出それぞれ２７億５,８３４万９,０００円で、前年度と比べ５,

８３５万８,０００円、２.１％の減となっております。

歳入の主な内容でございますが、第１款「国民健康保険税」は４億６,８８６万１,０

００円で、被保険者数の減などにより、２,０３４万７,０００円、４.２％の減、第４

款「県支出金」は２１億９５６万５,０００円で、保険給付費の減などにより、２,６

５８万１,０００円、１.２％の減、第６款「繰入金」は１億７,１１１万３,０００円

で、保健事業分及び予備費の減などにより、１,１３２万９,０００円、６.２％の減と

なっております。

歳出では、第２款「保険給付費」は２７億５６４万１,０００円で、国民健康保険事

業費納付金の減などにより、６,１３０万１,０００円、２．２％の減、第３款「保健

事業費」では３,３６４万９,０００円で、特定健診受診勧奨業務等の新規委託による

増などにより、８３２万８,０００円、３２.９％の増となっております。

次に、１０ページをごらんください。

平成３１年度公共下水道事業特別会計予算（案）でございます。

予算総額は、歳入歳出それぞれ７億９,２３８万９,０００円で、前年度と比べ３,４

２３万７,０００円、４.１％の減となっております。

整備地区は、呉地地区の約０.５ヘクタールを予定しており、また、老朽化対策とし

て熊野団地内の改築更新を約２００メートル予定をしております。

歳入の主な内容でございますが、第１款「分担金及び負担金」は３１９万１,０００

円で、整備面積の縮小による受益者負担金の減により、５５２万１,０００円、６３.

４％の減、第２款「使用料及び手数料」は２億６,５５９万５,０００円で、１件当た

りの使用水量の減により、３９３万６,０００円、１.５％の減、第３款「国庫支出

金」は１,３５０万円で、公共下水道整備費の減により、１,３５０万円、５０.０％の

減、第４款「繰入金」は３億４,６２３万２,０００円で、下水道使用量の減などによ

り、１,１６１万円、３.５％の増、第７款「町債」は１億６,３７０万円で、公共下水

道整備費の減などにより、１,９８０万円、１０.８％の減となっております。

歳出では、第１款「総務費」で２億１,０７５万１,０００円で、地方公営企業法適用

に向けた現状把握等に係る業務の増、消費税の増などにより、１,１１４万７,０００

円、５.６％の増となっております。

第２款「事業費」は８,０６７万１,０００円で、公共下水道整備費の減などにより、
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３,７０６万５,０００円、３１.５％の減となっております。

次に、１１ページをごらんください。

平成３１年度後期高齢者医療特別会計予算（案）でございます。

予算総額は、歳入歳出それぞれ７億１,９１７万４,０００円で、前年度と比べ２,６

４３万円、７.４％の増となっております。

歳入の主な内容でございますが、第１款「後期高齢者医療保険料」は３億２,２７５

万２,０００円で、２０６万９,０００円、０.６％の増、第３款「繰入金」は３億９,

５３５万６,０００円で、２,５０５万２,０００円、６.８％の増となっております。

これらは、被保険者数の増などによるものでございます。

歳出では、第２款「後期高齢者医療広域連合納付金」は７億１,６３２万６,０００円

で、被保険者数の増に伴う医療費等の増により、２,７０２万円、３.９％の増となっ

ております。

次に、１２ページをごらんください。

平成３１年度介護保険特別会計予算（案）でございます。

介護保険特別会計につきましては、地域包括支援センターの業務のうち、介護予防プ

ランを作成する事業所としての会計を明確に区分するため、介護サービス事業勘定を

設け、保険事業勘定と分けて予算計上を行っております。

まず、保険事業勘定では、歳入歳出それぞれ２２億７５６万５,０００円で、前年度

と比べ１億１,０９４万７,０００万円、５.３％の増となっております。

歳入の主な内容でございますが、第１款「保険料」は５億６,３４４万７,０００円で、

消費税率引き上げに伴う介護保険料軽減の完全実施などにより、２,２２７万４,００

０円、３.８％の減となっております。

第３款「支払基金交付金」は５億７,４３５万６,０００円で、３,０７４万２,０００

円、５.７％の増、第４款「国庫支出金」では４億３,９７４万１,０００円で、５,９

８６万円、１５.８％の増、第５款「県支出金」は３億１,９００万１,０００円で、１,

７１７万２,０００円、５.７％の増となっており、これらは後期高齢者の増加に伴う

給付費の増に対する負担割合により算定しております。

第６款「繰入金」は３億８８１万９,０００円で、消費税率引き上げに伴う介護保険

料軽減の完全実施などにより、２,４８１万８,０００円、８.７％の増となっておりま

す。
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歳出では、第２款「保険給付費」は２０億６,７７０万９,０００円で、後期高齢者の

増加に伴う給付費の増などにより、１億１,３６３万９,０００円、５.８％の増となっ

ております。

次に、介護サービス事業勘定では、歳入歳出それぞれ６８９万２,０００円で、前年

度と比べ３７万円、５.１％の減となっております。

以上、平成３１年度の一般会計及び各特別会計予算（案）について、その概要を説明

させていただきました。

なお、各予算の事業ごとの詳細につきましては、後ほど、予算書にそって、各課長か

らの説明となりますので、よろしくお願いいたします。

私からの説明は、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） 続いて、建設部長から上水道事業会計予算について、説明を

求めます。

沖田建設部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部長（沖田） それでは、議案第２５号「平成３１年度熊野町上水道事業会計予算

案」につきまして、「平成３１年度歳入歳出予算書」を用いて概要を説明させていた

だきます。

予算書の緑色の仕切りの一番最後、上水道事業会計の１ページをごらんください。

まず、第２条の業務の予定量、（１）給水戸数でございますが、過去の実績や近年の

動向、平成３０年７月豪雨等の影響を踏まえ、前年度に比べ１３３戸の減少を見込み、

９,１４０戸の給水戸数としております。

次に（２）年間総配水量、及び（３）一日平均配水量につきましては、前年度と比較

して約１.０％の減少を見込み、年間総配水量は１７８万９,００８立方メートル、一

日平均配水量は４,８８８立方メートルとしております。

次に（４）主要な建設改良事業につきましては、前年度と比較して４.１％減の６,９

６０万円としております。

内訳といたしましては、未給水地区解消事業として９４０万円のほか、熊野団地の老

朽管の更新事業として６,０２０万円を予定しております。

続きまして、５ページをお開きください。
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「収益的収入及び支出」についてですが、収入の１款「水道事業収益」につきまして

は、前年度と比較して、１.１％増の５億３,６３１万５,０００円としております。

増額の主な要因は、消費税率の改定に伴い、１項「営業収益」、１目「給水収益」が

増加する見込みによるものでございます。

続きまして、支出の１款「水道事業費用」でございますが、前年度と比較して０.

５％減の４億９,５３９万４,０００円としております。

減額の主な要因は、県道矢野安浦線の拡幅工事に伴う水道管移設工事について、１項

「営業費用」、２目「配水及び給水費」を減額したことによるものでございます。

続きまして、６ページをお開きください。

「資本的収入及び支出」についてですが、収入の１款「資本的収入」につきましては、

前年度と比較して１１.２％増の２,２００万２,０００円としております。

増額の主な要因は、今年度に施工しております開発地への配水管布設工事に対しまし

て、１項「分担金」の新設申し込み分の増加を見込むものでございます。

続きまして、支出の１款「資本的支出」でございますが、前年度と比較して２.９％

減の７,８７９万７,０００円としております。

減額の主な要因は、川角地区における老朽管路更新事業が完了したことに伴い、１項

「建設改良費」、１目「配水設備工事費」を減額したことによるものでございます。

平成３１年度熊野町上水道事業会計予算案の概要説明は以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） 以上で予算の概要説明が終了いたしました。

以上をもちまして、予算特別委員会は散会といたします。再開は、３つの分科会の終

了後とさせていただきます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（散会 午後２時０９分）
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平成３１年 予算特別委員会 総務厚生分科会

（会議録 第１号）

１．招集年月日 平成３１年３月１３日

２．招集の場所 第１委員会室

３．開会年月日 平成３１年３月１３日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．出席委員（１５名）

１番 尺 田 耕 平 ２番 竹 爪 憲 吾

３番 立 花 慶 三 ４番 諏訪本 光

５番 沖 田 ゆかり ６番 片 川 学

７番 時 光 良 造 ８番 民 法 正 則

９番 荒 瀧 穂 積 １０番 大瀬戸 宏 樹

１２番 山 野 千佳子 １３番 久保隅 逸 郎

１４番 中 原 裕 侑 １５番 馬 上 勝 登

１６番 山 吹 富 邦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．欠席委員（なし）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明のために出席した者の職氏名

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 内 田 充

教 育 長 林 保

総 務 部 長 宗 條 勲

危 機 管 理 監 貞 永 治 夫

総 務 部 次 長 堀 野 辰 夫

財 務 課 長 桐 木 和 義

危 機 監 理 課 長 西 岡 隆 司

地 域 振 興 課 長 西 川 伸一郎

税 務 課 長 須 賀 雅 彦
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収 納 推 進 室 長 堀 野 准

会 計 課 長 穂 坂 俊 彦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 西 村 隆 雄

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．会議に付した事件

議会費

総務費

民生費

衛生費

商工費

消防費

公債費

諸支出金

予備費

教育費の一部

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．議事の内容

（開会 １４時２４分）

○総務厚生分科会進行役（時光） それではただいまから平成３１年予算特別委員会総務

厚生分科会を開催します。

それでは、平成３１年度の事業ごとにおける歳入歳出予算について、説明を受けたい

と思います。

桐木財務課長。

○財務課長（桐木） それでは、予算書６０、６１ページをお願いします。

１款議会費から御説明いたします。
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ページの右上、議会事務一般でございます。

この事業は議員報酬などのほか、議会運営に要する事務費等を計上するもので、事業

費全体で９,７３４万円、本年度より２０万１,０００円、０.２％の減となっておりま

す。

減額の主な要因は、共済費の議員共済会給付費負担金の算定率の変更などによります。

事業内容は、報酬や期末手当は条例に基づく所定の額を計上するほか、旅費は費用弁

償及び特別旅費として４４３万３,０００円を計上し、また、委託料は本会議、全員協

議会及び予算・決算特別委員会の議事録反訳業務を委託するもので●●●●●●●●

●円を計上しております。

次のページの人件費は職員給与でございます。

各科目に計上しております人件費につきましては、説明を省略させていただきます。

○総務部次長（堀野） それでは、６２、６３ページをお願いいたします。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、人事管理事業について御説明いたし

ます。

この事業は、産業医の報酬、臨時職員の賃金、給与システムの電算処理業務の委託料、

職員の健康診断や県からの派遣職員負担金などを計上しております。事業費全体で３,

３６８万２,０００円、本年度より２,１９９万８,０００円、３９.５％の減となって

おります。

歳入の特定財源、国県支出金１４２万６,０００円は広島県の地域廃棄物対策支援事

業補助金、その他１４２万９,０００円は臨時職員の社会保険料納付金等でございます。

減額の主な要因でございますが、本年度は退職者の影響等から職員数の不足を補うた

め、臨時職員の雇用で対応したため予算が増加となりましたが、来年度はそうした影

響がございませんので、共済費及び賃金で約１,９００万円の減。また、今年度から衛

生管理者にかわり職員のメンタルヘルス業務を委託しておりますので、報酬約２２０

万円の減額としております。

主な事業費は、臨時職員４名分の賃金８９５万７,０００円、電算処理業務及び職員

健康診断等の委託料●●●●●●●●●●円、派遣職員負担金等の負担金補助及び交

付金１,０１３万１,０００円でございます。

６４、６５ページをお願いします。

ページ中段からの職員研修事業でございます。
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この事業は広島県自治総合研修センターや市町村アカデミー、自治大学校等の実施す

る研修へ職員を派遣させるために必要な費用を計上するもので、事業費全体で１６０

万９,０００円、本年度より４万２,０００円、２.７％の増となっております。

歳入の特定財源、その他６７万６,０００円につきましては、町村会及び市町村振興

協会からの研修助成金でございます。

主な事業費は研修参加に伴う旅費５９万８,０００円、職員研修の委託料●●●●●

万円、自治大学校入校負担金等の負担金補助及び交付金４４万円でございます。

続いて、事務管理事業でございます。

この事業は役場庁舎内で使用する事務用品、コピー機、印刷機を一元管理するほか、

例規集の管理・更新のための費用を計上しております。

事業費全体で１,１７１万１,０００円、本年度より７５万２,０００円、６.９％の増

となっております。

歳入の特定財源、その他１５万円につきましては、広告料収入でございます。

増額の要因は消耗品の増額によるものでございます。

主な事業費は、消耗品等の需用費５３２万１,０００円、例規集の維持管理等の委託

料●●●●●●●●●●円、コピー・印刷機器に係る使用料及び賃借料３８０万７,０

００円でございます。

続いて、６６、６７ページをお願いいたします。

中ほどの一般管理事業について御説明いたします。

この事業は、郵便料、町の所有管理する施設での事故に対する賠償保険料、顧問弁護

士委託料、各種の公的団体への負担金等を計上しておりまして、事業費全体で１,７２

８万６,０００円、本年度より９万１,０００円、０.５％の増となっております。

歳入の特定財源、その他３１４万７,０００円は、筆の里づくり基金繰入金２９４万

７,０００円及び町村会からの助成金２０万円でございます。

主な事業費は、郵便料金ほか通信運搬費等の役務費７５０万円及び防災・減災まちづ

くり会議運営支援等の委託料●●●●●●●●●●円でございます。

○桐木財務課長（桐木） ６８、６９ページをお願いします。

中ほどの庁舎維持管理事業でございます。

この事業は、役場庁舎の維持管理経費としまして、光熱水費、清掃業務、エレベー

ター・消防設備・空調設備などの保守点検委託料、機械警備や議会インターネット中
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継に係る委託料、庁舎敷地借地料などを計上しております。

事業費全体で４,１８７万２,０００円、本年度より５０９万９,０００円、１３.９％

の増となっております。

歳入は行政財産目的外使用料１５１万７,０００円、広告収入１２万２,０００円、職

員駐車場使用料３１０万４,０００円、自動販売機設置負担金４３万２,０００円、公

衆電話料２万円でございます。

増額の主な要因は、事務の見直しにより役務費の通信運搬費で庁舎電話料及び委託料

の宿日直委託料を財務課管理に変更したことによります。

主な事業費は光熱水費等の需用費１,４８８万８,０００円、電話料金の通信運搬費等

の役務費３６４万２,０００円、施設設備保守点検等の委託料●●●●●●●●●●円

などでございます。

７０、７１ページをお願いします。

中ほどの公用車集中管理事業でございます。

この事業は、財務課において集中管理をする公用車１４台に係る燃料費、車検代、損

害保険料及び重量税などを計上するもので、事業費全体で３２７万７,０００円、本年

度より１１０万６,０００円、２５％の減となっております。

減額の主な要因は集中管理公用車の更新費用でございます。

主な事業費は、燃料費等の需用費２５６万５,０００円などでございます。

続きまして、７２、７３ページ中段をお願いします。

財政管理費の財政管理事業でございます。

この事業は、財務事務に要する経費を計上するもので事業費全体で１,１０５万３,０

００円、本年度より１０万５,０００円、０.９％の減となっております。

主な事業費は、予算の編成・執行、決算管理等に係る電算処理に要する経費でござい

まして、財務会計システムの利用料として役務費の手数料５９２万６,０００円を計上

しております。

続く委託料では、公会計対応のための支援業務のほか公会計システム及び契約管理シ

ステムの保守料等を加え、●●●●●●●●●●円。また、使用料及び賃借料では、

契約管理システムリース料などで６７万１,０００円でございます。

続きまして、下段から次のページにかけて３目会計管理費の会計事務でございます。

この事業は、出納事務を執行する会計課の業務全般に係る経費を計上するもので、事
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業費全体で１１５万４,０００円、本年度より５万５,０００円、４.５％の減となって

おります。

減額の要因は、前年度の実績に応じて必要な経費を計上したことなどによります。

主な事業費は、職員手当のほか、参考図書の購入や納入通知書の印刷など、需用費１

８万１,０００円、口座振替取扱手数料など役務費７０万円でございます。

続いて７４、７５ページ、４目財産管理費の公有財産管理事業でございます。

この事業は、財務課所管の普通財産などを管理する経費を計上するもので、事業費全

体で１９１万５,０００円、本年度より１３３万４,０００円、４１.１％の減となって

おります。

減額の主な要因は、委託料における草刈り業務を見直したことや川角町有地の水路修

繕工事の完了などによるものです。

主な事業費は、土地鑑定等に要する役務費・手数料６０万円、草刈りに要する委託料

●●●●●●●●●●円などを計上しております。

続きまして、このページの５目交通安全対策費、交通安全対策事業、６目防犯対策費、

防犯対策事業につきましては後ほど民生部から御説明いたします。

続いて７６、７７ページ、７目諸費の労働金庫預託事業でございます。

この事業は、町内に勤務または居住する労働者への融資資金として中国労働金庫への

預託金を計上するもので、事業費は、２,３００万円、本年度と同様の額でございまし

て、同額の預託金返還金を財源とするものでございます。

○税務課長（須賀） 続きまして、収納金還付事業でございます。

この事業は、償還金利子及び割引料の費目で町税等の還付金・還付加算金に係る経費

を計上しています。

事業費全体で６００万円、本年度と同額となっております。

歳入の国県支出金２３９万６,０００円は県からの県民税・徴税費委託金です。

○総務部次長（堀野） 続きまして、次の８目住居表示費の住居表示事業につきましては、

後ほど建設部から御説明いたします。

７８、７９ページをお願いいたします。

２項企画費、１目企画総務費、総合計画策定事業でございます。

この事業は、第５次総合計画の目標年次が平成３２年度となっていることから、新た

に平成３３年度以降の町の指針となる計画を策定するために計上するもので、事業費
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全体で７９３万円、皆増でございます。

主な事業費は、総合計画・総合戦略策定支援業務の委託料●●●●万円でございます。

続きまして、このページの中ほどの行政情報化事業でございます。

この事業は、事務の効率化を図るための庁舎内及び国・県との情報ネットワークに係

る保守運用並びに情報システムのセキュリティ強化対策経費を計上するもので、事業

費全体で４,６９２万１,０００円、本年度より７１６万９,０００円、１８％の増と

なっております。

歳入の特定財源、その他１５５万３,０００円は企業会計である水道会計からの庁舎

内ＬＡＮ利用負担金でございます。

増額の主な要因につきましては、平成２６年度の調達から５年経過による保守対応の

終了及びクライアント端末搭載のＯＳ（windows７）サポート終了のため、職員端末及

びサーバー機器の更新に伴う増額によるものです。

主な事業費は、情報化支援業務等の委託料●●●●●●●●●●円、情報化機器等の

使用料及び賃借料２,１６３万円でございます。

続いて、８０、８１ページをお願いします。中ほどの地域情報化事業でございます。

この事業は、町内の公共施設に整備した情報ネットワークの維持管理費用に要する経

費で、事業費全体で１,６０１万３,０００円、本年度より９万１,０００円、０.６％

の増でございます。

主な事業費は、回線使用料等の役務費４９６万１,０００円、ネットワーク機器の保

守に係る委託料●●●●●●●●●●円、ネットワーク機器の賃借に係る使用料及び

賃借料３０４万５,０００円でございます。

続いて、企画一般事務事業でございます。

この事業は、企画関係事務やふるさと納税記念品、広域行政の推進に関する経費を計

上するもので、事業費全体で１,１５９万４,０００円、本年度より２０１万４,０００

円、２１％の増となっております。

増額の主な要因は、東京都特別区との連携を進めるための交流事業や本年度中止とな

りましたギネス世界記録挑戦イベントの実施に係る経費の増加によるものでございま

す。

主な事業費は、ふるさと納税として寄附をいただいた方への記念品料等の報償費５７

４万６,０００円、都市間交流のための特別旅費等の旅費１２１万３,０００円、記念



－22－

品の寄附者管理システムなどの委託料●●●●●●●●●●円でございます。

○地域振興課長（西川） 続いて、８２ページ、８３ページ下段の２目広報費の広報広聴

事業でございます。

この事業は、町広報の発行、町ホームページの管理を行うもので、町広報の編集、印

刷、配布に必要な経費を計上しております。

事業費全体で１,０５３万４,０００円、本年度より１２.５％、１５１万１,０００円

の減となっております。

減額の主な要因は、本年度実施しております町制１００周年記念事業に関し広報紙カ

ラーページでの掲載などのための経費の減によるものでございます。

歳入欄の特定財源、国県支出金は、自衛官募集の町広報掲載委託料で２万６,０００

円、その他は、７０万３,０００円で、内訳は町広報、ホームページ等の広告収入が３

３万６,０００円、県民だより、広島県議会だよりの配布負担金が合計で３６万７,０

００円でございます。

主な事業費は、町広報の印刷製本費３０９万３,０００円、熊野町高齢者能力活用協

会への広報配布委託料●●●●●●●●●●円、８５ページに移りまして、各自治会

への文書配布負担金６７６万円でございます。

次に、３目地域振興費の地域振興事業でございます。

この事業は、地域住民の参画によるまちづくりを推進するもので、各地区のコミュニ

ティセンター、老人集会所の管理、修繕に係る補助金のほか、まちづくり協働の推進

に関する経費を計上しております。

事業全体で、６８６万５,０００円、本年度より２,０１５万２,０００円、７４.６％

の減となっております。

減額の主な要因は、老人集会所、コミュニティセンターの老朽化に伴います修繕費補

助金及びミント事業の住民参加型のまちづくり施設整備補助金の減によるものでござ

います。

歳入欄の特定財源「その他」は、協働のまちづくり事業助成金１０万円でございます。

主な事業費は、行政協力員報酬４７０万４,０００円、コミュニティセンター等管理

費補助金１２１万３,０００円、まちづくり協働推進事業補助金８０万円でございます。

続いて、その下の定住交流促進事業でございます。

この事業は、町の魅力を発信するとともに、本町への定住交流の促進を図るもので、
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ふでりんマーケットや、定住フェアへ参画するものであります。

事業全体で、１１２万４,０００円、本年度より１５万３,０００円、１２.０％の減

となっております。

減額の主な要因は、広島空港で実施しておりましたＰＲビデオ放映のための経費を５

０万円の減額などによるものです。

主な事業費は、ふでりんマーケットで使用する消耗品やチラシ等の費用で需用費２８

万３,０００円や移住体験ツアー委託料●●●●●●●●●●円でございます。

なお、移住体験ツアーは本年度、簡易宿所事業で計上していたものをこちらに組みか

えたものとなります。

続いて、８７ページ上段、交通輸送対策事業でございます。

この事業は、町内の生活交通を維持・確保する取り組みを中心とした交通輸送対策に

関する経費を計上するもので、事業全体で３,１３３万３,０００円、本年度より７６

万４,０００円、２.４％の減となっております。

減額の主な要因は、本年度実施しております役場前交差点付近駐輪場整備工事請負費

の減によります。

歳入の特定財源、その他１,３８６万円は、地域福祉基金からの繰入金１,０８３万４,

０００円、雑入として阿戸線補助に対する広島市負担金が２７１万９,０００円、同じ

く雑入、広島空港整備費市町負担金助成金３０万７,０００円でございます。

主な事業費は、生活福祉交通おでかけ号の運行業務委託料●●●●●●●●●●円、

バス路線補助金１,９０５万６,０００円、広島空港整備のための広島県への負担金６

１万５,０００円でございます。

次に同じページ下段の香草等利活用推進事業でございます。

この事業は、新たな観光資源開発を目指し、香草、いわゆるハーブを素材とした観光

コンテンツの育成、開発につなげるもので、事業全体で４６９万５,０００円、本年度

より８０万４,０００円、２０.７％の増となっております。

増額の主な要因でございますが、セミナーの回数をふやすなど、香草等利活用推進業

務委託料に要する経費の増額などによるものでございます。

歳入の特定財源、その他４６９万５,０００円は、筆の里づくり基金繰入金でござい

ます。

主な事業費は、香草等利活用推進業務委託料●●●●●●●●●●円でございます。
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８９ページの上段に移ります。

４目筆の里工房費の筆の里工房事業でございます。

この事業は、筆の里工房の円滑な運営のために必要な経費を計上しております。

事業全体で、１億６,２２６万５,０００円、本年度より１億７,３４８万９,０００円、

５１.７％の減となっております。

減額の主な要因でございますが、施設管理業務委託料、筆の里工房の空調改修工事請

負費の減額によるものでございます。

歳入の特定財源、その他１,３９８万３,０００円は行政財産使用料５８万３,０００

円、公共施設等整備基金繰入金８４０万円、宝くじコミュニティ助成金５００万円で

ございます。

主な事業費は、指定管理委託料●●●●●●●●●●円、空調改修工事、トイレ改修

工事、不活性ガスボンベ取替工事で●●●●●●●●●●円でございます。

負担金補助及び交付金では、企画展等への補助の自主事業補助金３,０００万円、人

件費補助の管理運営事業補助金５,０５０万円、地域の芸術環境づくり事業補助金５０

０万円で計８,５５０万円でございます。

次に、同じ８９ページ下段の５目国際交流費の国際交流事業でございます。

この事業は、国際交流事業を通じて町民の国際理解を図るもので、筆文化の体験を通

じた熊野町の児童生徒との交流を計画しております。また、ホームステイで来町され

る外国人の方への支援を行います。

事業全体で、４７万円、本年度より２,０００円、０.４％の減額となっております。

主な事業費は、需用費の消耗品費１３万３,０００円と使用料及び賃借料では、バス

借り上げ料と筆の里工房入館料で２６万円でございます。

○税務課長（須賀） 続きまして、９０、９１ページの３項徴税費、１目税務総務費の町

民税総務事業でございます。

この事業は、町県民税の賦課徴収に係る時間外手当、臨時職員の賃金といった人的経

費を計上しています。

事業全体で２５０万８,０００円、本年度より４０万８,０００円、１４％の減となっ

ています。

増減の主な要因は賃金の減です。

歳入の国県支出金２３２万７,０００円は県からの県民税・徴税費委託金、その他収
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入１０万９,０００円は臨時職員の社会保険料個人負担分です。

主な事業費は、職員の時間外手当１０９万７,０００円でございます。

続きまして、固定資産税総務事業でございます。

この事業は、固定資産税の賦課徴収事務に係る人的経費を計上しています。

事業全体で２８４万５,０００円、本年度より２９万３,０００円、９.３％の減と

なっています。

増減の主な要因は、時間外手当の減です。

歳入のその他収入２４万６,０００円は臨時職員の社会保険料個人負担分です。

主な事業費は、臨時職員の賃金１６６万１,０００円です。

続きまして、このページから次の９２、９３ページにかけて収納総務事業でございま

す。

この事業は、収納した町税の消し込み管理事務、滞納整理事務に係る人的経費を計上

しています。

事業全体で６８万３,０００円、本年度より２１７万４,０００円、７６.１％の減と

なっています。

増減の主な要因は、臨時職員の雇用をやめたものに伴う減です。

主な事業費は、職員の時間外手当６０万８,０００円です。

続きまして、人件費を飛ばし９２、９３ページの税務総務事業でございます。

この事業は、税務課の業務全般に係る経費を計上しています。

事業費全体で１４２万１,０００円、本年度より１７万円、１３.６％の増となってい

ます。

増減の主な要因は、封筒の購入方法を考慮した需用費の増に伴うものです。

歳入の国県支出金９３万３,０００円は県からの県民税・徴税費委託金です。

主な事業費は、軽自動車等取扱負担金、地方税電子化協議会負担金等の７７万２,０

００円です。

続きまして、９４、９５ページの、２目賦課徴収費 町民税事務事業でございます。

この事業は、町県民税の賦課徴収のための経費として電算関係の委託料などを計上し

ています。

事業費全体で７６９万７,０００円、本年度より８２万円、１１.９％の増となってい

ます。
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増減の主な要因は、元号改正に伴うシステム改修業務等の増です。

歳入の国県支出金６１２万４,０００円は、県からの県民税・徴税費委託金で、その

他収入９３万５,０００円は所得証明などの証明手数料です。

主な事業費は、電算処理業務等の委託料●●●●●●●●●●円です。

続きまして、固定資産税事務事業でございます。

この事業は、固定資産税の賦課徴収に係る経費を計上しています。

事業費全体で２,３１２万円、本年度より７４６万６,０００円、４７.７％の増と

なっています。

増減の主な要因は、平成３３年基準年度用の標準宅地鑑定評価業務委託料の増です。

歳入のその他収入３７万６,０００円は土地台帳等の閲覧手数料及び証明手数料です。

主な事業費は、路線価等更新業務、標準宅地鑑定評価業務等の委託料●●●●●●●

●●●円です。

次に、このページから９６、９７ページの収納事務事業でございます。

この事業は、税の収納消し込みや滞納整理のための電算システムの委託料や使用料に

係る経費を計上しています。

事業全体で８７１万８,０００円、本年度より１９７万９,０００円、１８.５％の減

となっております。

増減の主な要因は、地方税共通納税システム改修業務の減です。

歳入のその他の収入８１万４,０００円は納税証明手数料及び督促手数料です。

主な事業費は、電算システム利用料の５４７万９,０００円です。

続きまして、税務一般事業でございます。

この事業は、次に説明する軽自動車税事務事業を除き、これまでの分類に属さない税

務事務全般的なもので、納付者等の送付先データを管理する電算システム使用料、通

信費に係る経費を計上しています。

事業費全体で４５３万７,０００円、本年度より１万円、０.２％の増となっています。

増減の主な要因は、消費税の増税に伴う電算システム使用料の増です。

歳入の国県支出金８８万円は県からの県民税・徴税費委託金です。

主な事業費は、納税通知書などの郵送代３６０万円です。

続いて、軽自動車税事務事業でございます。

この事業は、軽自動車税の賦課徴収に係る経費を計上しています。
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事業全体で９５万３,０００円、本年度より８,０００円、０.８％の増となっており

ます。

増減の主な要因は消費税の増税に伴う電算システム使用料の増です。

主な事業費は、電算システム利用料等の８５万８,０００円です。

○総務部次長（堀野） 次の、第４項戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳等事業につきま

しては、後ほど、民生部から御説明いたします。

続きまして、１００、１０１ページをお願いいたします。

下段、５項選挙費、１目選挙管理費、選挙管理事務事業でございます。

この事業は、選挙管理委員会の運営経費として選挙管理委員の報酬、選挙システムに

係る経費等を計上するもので、事業費全体では１９７万円、本年度より４万７,０００

円、２.４％の増となっております。

増額の要因は、選挙啓発資材などの消耗品を増額したことによるものです。

歳入の特定財源、国県支出金１,０００円は、在外選挙人名簿登録事務委託金でござ

います。

主な事業費は、選挙管理委員報酬３８万５,０００円、選挙啓発等に伴う需用費７６

万２,０００円、選挙システム使用に係る役務費７８万５,０００円でございます。

続きまして、１０２、１０３ページをお願いします。

２目県議会議員選挙費、県議会議員選挙事業でございます。

この事業は、任期満了に伴い４月に行われる県議会議員選挙に係る経費を計上するも

ので、事業費は４９５万６,０００円でございます。

歳入の特定財源、県支出金４９５万６,０００円は県議会議員選挙委託金で、事業費

全額が県の費用で賄われるものとなっております。

主な事業費は、期日前投票などを含む選挙事務従事に伴う職員手当２７６万円、ポス

ター掲示場設置業務等の委託料●●●●●●●●●●円、投票用記載台取得に係る備

品購入費４２万円でございます。

続きまして、１０４、１０５ページをお願いします。

３目町議会議員選挙費、町議会議員選挙事業でございます。

この事業は、任期満了に伴い４月に行われる町議会議員選挙に係る経費を計上するも

ので、事業費は８１３万１,０００円でございます。

主な事業費は、期日前投票などを含む選挙事務従事に伴う職員手当３１２万４,００
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０円、入場券郵送等に係る役務費２０６万７,０００円、ポスター掲示板や７つ道具等

の需用費１２９万３,０００円でございます。

続きまして、１０６、１０７ページをお願いします。

４目参議院議員選挙費、参議院議員選挙事業でございます。

この事業は、任期満了に伴い７月に行われる参議院議員通常選挙に係る経費を計上す

るもので、事業費は９２２万５,０００円でございます。

歳入の特定財源、県支出金９２２万５,０００円は参議院議員選挙委託金で、事業費

全額が県の費用で賄われるものとなっております。

主な事業費は、期日前投票などを含む選挙事務従事に伴う職員手当３７３万２,００

０円、入場券郵送等に係る役務費１２８万円、投票用紙自動計数器取得に係る備品購

入費８６万４,０００円でございます。

○地域振興課長（西川） 続きまして、１０８ページ、１０９ページをお願いします。

２款総務費、６項統計調査費、１目統計調査費の広島県統計協会、統計庶務でござい

ます。

この事業は、広島県統計協会に関する庶務等の事務を行うもので、事業全体で１万３,

０００円で、主な事業費は、広島県統計協会市町負担金の９,０００円でございます。

次の経常統計調査事業は、学校基本調査、工業統計調査に係る事務を行うものです。

事業全体で２９万９,０００円で、本年度より８,０００円、２.６％の減となってお

ります。

減額の理由でございますが調査員報酬の減でございます。

歳入欄の特定財源 国県支出金は、統計調査交付金で、事業費と同額の２９万９,０

００円でございます。

主な事業費は、工業統計調査員報酬の２０万３,０００円、需用費、消耗品費の６万

４,０００円でございます。

続きまして、臨時統計調査事業でございますが、来年度は農林業センサス、経済セン

サス基礎調査を行うもので、事業全体で１１４万６,０００円、本年度より１１万６,

０００円、９.２％の減となっております。

減額の理由でございますが、新年度に実施します、農林業センサスが、本年度実施し

た住宅・土地統計調査に比べ小規模となる調査のため全体予算が減額となったもので

ございます。
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歳入欄の特定財源 国県支出金１１４万６,０００円は、農林業センサス交付金８７

万３,０００円、経済センサス交付金２７万３,０００円でございます。

主な事業費は、農林業センサス調査員報酬６５万４,０００円、経済センサス基礎調

査員報酬１６万円、需用費の消耗品費７万８,０００円でございます。

次に１１１ページをお開きください。

国勢調査事業でございますが、新年度は、国勢調査の準備年となり調査区の設定等を

行う必要があることから、その事業費１９万６,０００円を計上しております。

歳入欄の特定財源 国県支出金１９万６,０００円は国勢調査調査区設定交付金でご

ざいます。

主な事業費は、需用費の消耗品費１２万円でございます。

○財務課長（桐木） 続いて、下段から次のページにかけて、７項監査委員費、１目監査

委員費の監査事務一般でございます。

この事業は、監査委員の報酬及び監査委員活動に要する事務費等を計上するもので、

事業費全体で１３４万７,０００円で、本年度より１,０００円、０.１％の減となって

おります。

主な事業費は、監査委員報酬９６万８,０００円、費用弁償等の旅費１７万３,０００

円でございます。

議会費、総務費は以上でございます。

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございます。

それでは、ただいま説明がありました６０ページの議会費と１１３ページまでの総務

費について、質疑を行います。質疑はありませんか。

大瀬戸委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（大瀬戸） おでかけ号のことですが、例年どおりの予算で行ってるんだと思うん

ですけども、よく聞くのが例えば、庄賀地あたりの人が団地方面に行きたいときの乗

り継ぎができないという苦情を聞くことがあります。あのあたりは阿戸線のバスしか

なくて、おでかけ号が便利なんだけれども役場までしか行かない。役場で乗り継ぎた

くても日にちが違うと、西と東で日にちが違うので乗り継げないと。このあたり、

もっと利便性を高められないかというようなお話を聞きました。

もちろん今の１,０００万円くらいで便数をふやすということはできないんでしょう
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が、それをどうにか利便性を上げるとかいう話し合いとかは進んではおりませんで

しょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川地域振興課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○地域振興課長（西川） もともと、おでかけ号を始めるときに既存のバス路線業者、例

えば、今で言うと広電さんとかになるんですが、そこの補完的にやっていくというこ

とがありまして、例えば、今の庄賀地だと役場で乗りかえて広電のバスに乗っていっ

て団地方面に行っていただくということでのもともとの想定がそういうことでしてお

りますので、その想定で行ってるので今の状態だということで御理解いただけたらと

思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○大瀬戸委員 そうなんですけど、結局、その広電のバスも役場まで来れば、どうですか、

１時間に１本、２本かな、あるんですけれども、町の施設、例えば、体育館に行きた

いとか、聞いたのはみらい交流館に行きたいといったときに、うまいぐあいに広電と

のアクセスが考えられて組んであるわけじゃないので、やっぱり乗り継ぎと言われて

もかなり大変なことがあると。もちろん目的が福祉バスだということではあるんで

しょうが、今、熊野においての広電の状況やら、いわゆる車が運転できない人にとっ

てのやっぱり唯一の救いの道になりつつあるおでかけ号ですので、そこら辺の改善を

今後、計画してもらいたいなあという声を聞きます。

そうじゃなくても、これは福祉バスなんだからという前提でやるのであれば、今度は

広電さんとの交渉ということになるのかもしれません。便とか、例えば、営業所を役

場に持ってきてもうとか、そういうような何かの手を打つ必要があるんじゃないかと

思うんですよ。

かなりこのバスの問題というのはいっぱい聞きますので、通勤、通学それから病院と

か買い物なんかのために聞きますので、それをどうにか手はないかというふうに思う

わけですが、今のところ来年の予算というわけにはいかないでしょうが、そういう方

向性に発展する可能性はないんでしょうか。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部長（宗條） 委員が言われることももっともだろうと思っております。

今、おでかけ号の財源につきましては地域福祉基金を取り崩して公費に充てていると

いうことですので、乗り継ぎ等を考えますと、現在では１,０００万円強で運行できて

おりますが、恐らく３,０００万、４,０００万円、年間にかかってくる話になってく

るだろうと思っております。そうなりますと、当初、地域福祉基金が１億円程度ござ

いましたので１０年間くらいは何とかもつだろうというような見込みのもとにやって

おりましたので、利便性を高めれば高めるほど財源は底をついてくるということに

なってまいります。

それと、それであれば広電の例えば、阿戸線を充実させるとかそういったことができ

るかということでございますけれども、阿戸線につきましても御承知のとおり町が補

助を行って何とか運行が保っているということなっております。ですから、便をふや

せばふやすほど、当然ながら今、利用者が減少傾向にございますので、かなりの財政

的な負担が重なってくるということであります。

したがいまして、現在、おでかけ号で行っておりますものをいかに現状の便数のまま

で利便性を高めていくかというで、このたび行いましたのは先般、御説明いたしまし

たとおり９時台の始発を８時台にすることによって通院等も利便性を高めていくとい

う取り組みを行ったところでございます。

全ての需要にお応えするということはこのおでかけ号でできませんけれども、高齢者

の方とか障害者の方、社会参加ができるような乗り物として、今後も維持をしていく

必要があるということであれば、ある程度、効率的な運行でないとなかなか難しい面

があるというふうには思っております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 大瀬戸委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○大瀬戸委員 そういう意味ではわかるんですけど、今後、熊野町の町の例えば、交流、

定住人口増のためにも、この交通問題というのはぜひとも今後、よりいい方向に考え
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ていただいて、車以外の自家用車以外の交通手段、公共交通というもの充実というの

がどうして必要ではないかと思いますので、また知恵を出してもらいたいと思います。

要望でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかに質疑はありますか。

山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○山野委員 ８７ページに、香草等利活用推進事業というのがございます。４６９万５,

０００円。昨年よりか８０万円アップということなんですけども、今後の事業予定、

委託料が何を委託されているのか、どういう形で何年後にどういう形をもっていこう

としているのかというのが、予算をどうするのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○地域振興課長（西川） 今年度にまずハーブをしていただこうということで、いろいろ

ハーブについての勉強をするようなそういうセミナーとかということを２回と３回、

計５回させていただいたかな。夢プラザのほうでさせていただいております。

それで、女性とか大体１５名から２０名くらい参加していただいて、ハーブについて

ハーブソルトをつくろうとか、ハーブの使い方とかそういうハーブをしてもらうよう

な事業を今年度させてもらいました。

今度は、行く行くはハーブを栽培して自主的に例えば、売っていくとかそういう人た

ちが生まれてこないかなあということで、来年度は熊野美活動ゼミということでさせ

ていただいてるんですけれども、その中で、ステップアップ編ということで来年度は

エディブルフラワーを育てようということで、そういう育てることを自分でやっても

らったりとか、収穫して今度、筆祭りで出店できるようなことをやってみようという

ことで、そういう事業を業者さんにお願いして、それを進めていくような形での事業、

そういう委託をお願いしているところです。行く行くはそういうハーブにすごい興味

を持っていただいて、つくって自主的に売ったりとかいうことをしていただけるよう

な形をふやしていけないかなあと思っておりまして、そういう事業を実施していると

ころでございます。
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以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○山野委員 ということは、個人的につくってください、それを個人的に売ってください

というような感じ。町を挙げての、これだけの予算を、最終的にどのくらい持たれる

のか知らないですけど、例えば、以前に筆の里工房周辺の公園の中で何かをしようと

いうことで、これに取り組まれたんじゃないかなあと思うんですけど、薬草。その辺

はどうなんですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條総務部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部長（宗條） 実は当初は薬草を使った何かいろいろな魅力づくりということを考

えて始めたところなんですけども、検討を。

ただ、若い人たちにやっぱりこれからの熊野町の魅力づくりにかかわっていただきた

いということで、特に若い方で興味を持たれているのは香草、ハーブ、ハーブティー

であるとかポプリというんでしょうか、いいにおいがするような乾燥させた香草をつ

くるとかそういったことがございますので、先ほど、課長が言いましたようにセミ

ナーであるとかワークショップを通じて、まずはそういう香草類に親しんでいただく。

次は自分でそれを育ててみる、育てたものでそれを例えば、お茶にして飲んでみると

か。次の年はもっとそれを広げて、今度は自分たちで栽培をしてみようという、グ

ループで。そういうようなワークショップまで広げていって、行く行くはそれがグ

ループ活動などを通じて起業、自分たちで商品づくりをしていこうとか、そういった

ようなグループが育成できれば熊野町の新たな観光のコンテンツになるのではないか

ということで、そういった活動が充実してくれば、今後例えば、筆の里工房でこの計

画しております公園等で新たな熊野町の特産品としてなるのではないかというような

考えを持っておりますので、若い人たちにそういった起業に向けた意欲を持っていた

だくというのも一つの大きな目的としてこの事業は展開をしているというところでご

ざいます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○山野委員 では今年度、そのセミナーをつくられて、２０人くらいいらっしゃると。年

代層で言ったらどのくらいの方が興味を持ってやってらっしゃるのか。その先、その

中から起業になれるような方が、起業家になれるような、やりたいというような方が、

手応えはあったんでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○地域振興課長（西川） 年代的には２０代から、それこそ６０代前半くらいまでの方、

いろいろな、女性の方だったんですけれども。募集は男女したんですが、一応、２０

代から、本当、幅広く６０代くらいまでの方が参加していただいてます。

その中で、非常に活発な、自分でやりたいという方もいらっしゃって、実はこの３月

９日のこの間、９日にやりましたフェスタのほうでちょっとハーブ、ろうそくのやつ

を出すことを自主的にやっていただいたという方も今、出てきているのが実情でござ

います。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○立花委員 私も同じ質問だったんですが、去年もやられたということで、去年は４００

万円くらいだったですかね。ちょっと金額的に多いんじゃないかと思うので。

我々もいろいろな取り組みをしながら、町のために何かできないかと思ってやってお

りますけども、それは自主的にいろいろなところへ行って研修してきたりしておりま

すけど、それを一般の人に勧めるというのは難しいと思うんですけども、何か四百幾

らあったらかなりの講師というかそういった方が来られるのかなと思ったり。

最初は田んぼを借りたりとか、そういうハーブとかいう種とかそういう技術的な面で

使われるのならすごいなと応援していたんですが、その展望がちょっと見えにくいよ

うな感じがするので、さっきの関連したことなのでいいかと思いますが、できればも

う少し教えてください。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） もともとこれは地方創生事業から始まっておりまして、薬草のことから

検討を始めたんですが、薬草はちょっと栽培面積とかいろいろ難しい面がありまして、

ただ、今、熊野町は休耕田が非常にふえてるので、このまま放っとけばもっとふえま

すので、その休耕田の改善の一助として香草というものを研究してみようということ

が本来のスタートであります。

ただ、将来的には今、総務部長が言ったように、私としては筆の里工房、ちょっと開

発が伸びたんですが、災害によって。ここの名物とかそういうことで、いわゆる一般

のお客さんに売って、それが売り上げ好調ならいわゆる一般の方も農地を持たれてい

る方とか、それを貸してでもいいんですが、そこで栽培して熊野の名物にしたいなと

考えております。そういうところから、この香草というものはスタートしております。

ただ、毎年、毎年、この金額をいつまでもワークショップの段階でとどめるのならば、

実施方法を来年度は考えたいと思います。御指摘に言われるとおり４５０万円は大変

なお金でございます。災害復旧を優先にしてる中でこれだけのお金を使うんですから、

しっかりと事業を私も見守っていきたいと思います。

もし、成果が上がらなければ、事業の見直しも来年、考えてまいります。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかに質疑はございますか。

尺田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○尺田委員 先ほどとは違って、こまい事業費のことを聞くんですけども、２款、２項、

５目国際交流費、８８ページです。

ようこの間も決算のときでも予算のときでも聞いてるんですけども、前年度に比べて

２,０００微減ですか、されてるんですが、毎年、執行率がすごい悪い。半分以上、残

してされてるんですけども、どうなんでしょうか。

今現在のこの、今年度の執行率というのはどんなもんなんかなと、どれくらい使って

るのかなと。
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あと、毎年、予算を残して不用額を残してしてるものなので、来年度、新たに取り組

むような事業というか計画があるのか、そのあたりをお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○地域振興課長（西川） 平成３０年度の執行率ということですが、ちょっとその資料を

持ち合わせておりませんが、ただ、実際、予算的に大きい面を言うと、例えば、バス

の借り上げ料とかというところが大きいところがあります。

今年度、バスの借り上げ、ちょっと大型１台を予定して計上しておりましたけども、

募集して、ちょっと災害で時期的に遅くなったところもあったんですが、マイクロバ

スで対応するくらいの人数になったというところもありまして、ちょっとバスの使用

料とかも思ったよりは半分くらいというか少なく済んでいるところがございますので、

執行率で言うとちょっとその辺は下がってしまうところがあるかもしれません。

それと、新しい事業とかいうことについてでしたか、計画ですか。一応、例年どおり、

先ほど、申しました外国人と児童・生徒の交流とかということと、行く行くできれば

と思ってるんですけれども、地域振興課としてインバウンドにつなぐくらいのことが

できないかなあということはちょっと考えて、まだ具体的にはなってないんですけど

も、そういうこともちょっと考えていきたいというふうには思っております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○尺田委員 例年、執行率が悪い中で例年どおりのことをするというんだったら、もう

ちょっとこのこまい予算なんですけど、もうちょっと下げるべきなのかなというふう

には思いますし、もうちょっとこれが本気でやる気があったら５０万円行かないよう

な予算じゃできないような事業なのかなというふうには思います。

また、本町の今後の観光戦略にもつながるようなことなので、もうちょっと本気で計

画的に、新しいこともどんどん取り入れてこういったものを進めていただけたらと

思っております。

以上です。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありますか。

諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○諏訪本委員 ちょっと香草のこともちょっと言いたかったんですが、香草のことについ

ては、私の友達からしょっちゅう、このハーブをもらうんですね、できたものを。

どの程度、どういうふうにやっておられるかはちょっと私も知らないんですけども、

そういったようなことの経験をもとにされて、ある程度、町長さんもよく言われるよ

うに失敗は許されないということで慎重に取り組んでおられて、ここに進めておられ

るというように解釈したいというふうに思います。だから、何とかこれ、ここまでも

う来てるわけですから、これはぜひ成功するようにお願いしたいということを強く思

います。

それから、工房の関係ですけども、トータルでここにありますように８９ページにあ

りますけども、１億６,０００万円のお金を工房のほうで全てをこれは含んでいる額だ

と思いますけども。

以前、補助金のこともお願いしたりはしましたが、より事業の成果がもっと上がるよ

うな緊張感を持って進めてもらいたいなというようなことを思っております。

聞くところによれば、余りいい評判というか話を耳にすることがないので、ぜひここ

ら辺の事業のこの金額に合った事業の成果が出るようによろしくお願いしたいという

ふうに思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 答弁はいいですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○諏訪本委員 いいです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかに質疑はございますか。

沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○沖田委員 済みません、６５ページ、２款総務費、１項総務管理費の職員研修事業なん

ですけれども、これ、内容を具体的にどういった研修をされてるのか、教えてくださ
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い。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 堀野総務部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部次長（堀野） 研修の内容ですけども、その時々、年度ごとに変わってきたりす

るものもありますし、ここに挙げさせていただいているものにつきましては、アカデ

ミーとか自治大とかに派遣をしていくという、そこで専門的な内容の研修をしていた

だくというふうな形になります。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○沖田委員 済みません、具体的な例を示していただけますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 堀野総務部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部次長（堀野） アカデミーとかでしたら、地域振興に係る分野の内容のもの、そ

れから、環境等の専門的な内容。これ、アカデミーの場合でしたら十日くらいの間で

すけども、缶詰的なところでしっかり勉強してくるというふうな形のものになります。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○沖田委員 どこの課のどういった職員が、どういうことを目的に行かれているのかとい

うのが聞きたいんですけど。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 堀野総務部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部次長（堀野） 今のアカデミーで言いますと、年に予算としては３名くらいを予

定してるんですけども、それで職員のほうに希望を募りまして、先ほど、言いました

環境面等であれば異動により初めて行った職員等がもっと深く知識をつけたいとかそ

ういったような形で申し込んだり、年間二、三人ですので余り多くはないんですけど
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も、そういうふうな形で今、進めていってるところでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗條部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部長（宗條） 若干、補足をさせていただきますと、職員研修、町が直接、講師を

招聘して行う研修もございます。例えば、接遇研修、お客様にどのように接するか、

電話の応対はどのようにあるべきかというようなそういった研修も定期的に行ってお

ります。

また、職員が採用されましたら、初任者研修といいましてまず基礎的な地方公務員法

であるとか地方自治法を学習するという研修に必ずこれは必須研修として行っており

ます。中堅職員でありますとか管理監督者研修というものも必須研修として研修を受

けさすことを行っております。

また、広島県の自治総合研修センター、県や市町が研修センターを持っているんです

けれども、そちらの研修センターではさまざまな研修メニューが用意されておりまし

て、それは基本的には希望者が受けていくと。

例えば、税務の関係の研修であるとかいろいろな研修がございます。そういった研修

を通じて職員は個々に資質向上を図っているということで、熊野町は極めて受講率が

高いという状況にございます、県内でも。

そういった研修でありますとか、堀野次長が言いましたように市町村アカデミー、こ

れは高度な研修を希望するような職員が二泊三日であるとか、そういった形で研修に

参加することもございますし、自治大学、東京のほうにありますけれども、それで３

カ月近い研修に行くというような場合もございます。そういうような形で職員の資質

向上に努めているというところでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。

それではここで暫時休憩いたします。

再開は４５分からお願いします。

（休憩 １５時３２分）
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（再開 １５時４４分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 休憩前に引き続き、会議を再開します。

続いて、商工費、消防費、公債費、諸支出金、予備費について、説明をお願いいたし

ます。

西川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○地域振興課長（西川） それでは商工費から御説明いたします。

１８２、１８３ページをお開きください。

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費の商工振興事業でございます。

この事業は、熊野町商工会への助成を行うとともに熊野町中小企業融資制度の運用に

よる中小企業向け融資の円滑化を通じて地域商工業の振興を図るもので、事業全体で

１億３,７４６万２,０００円、本年度より２１３万３,０００円、１.５％の減となっ

ております。

減額の主な要因は、熊野産業団地企業立地奨励金で、新雇用奨励金及び浄化槽設置助

成金の減によるものです。歳入の特定財源、その他の１億２,０００万円は中小企業融

資預託金元金収入でございます。

主な事業費でございますが、熊野町商工会への補助金６３０万円、就業促進事業分３

０万円、熊野産業団地企業立地奨励金１,０４５万７,０００円、中小企業融資制度預

託金１億２,０００万円でございます。

次の消費者啓発事業は民生部から御説明いたします。

続いて、１８５ページ上段の筆産業振興事業でございます。

この事業は、筆産業振興に係る熊野筆事業協同組合や筆まつり実行委員会等に対し補

助金の交付等の支援を行うもので、事業全体で１,０３３万５,０００円、本年度より、

１５４万１,０００円、１７.５％の増となっております。

増額の主な要因は、熊野町筆産業文化振興協議会補助金の増などによるものです。

歳入欄の特定財源 その他は８１３万３,０００円で、内訳は、筆の里づくり基金繰

入金４２３万３,０００円と、広島県市町村振興協会の協働のまちづくり事業助成金３

９０万円でございます。

主な事業費は、これまでの筆事業協同組合の補助金、筆職人後継者育成事業補助金は
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事業内容の変更等から名称を変更し、熊野筆事業協同組合事業補助金として２２２万

３,０００円、筆まつり実行委員会事業補助金４８５万円となっております。

なお、定住交流促進事業で実施しておりました熊野町観光ＰＲ推進事業補助金いわゆ

る民泊事業ですけれども、これを筆産業振興事業のほうに組みかえて、その補助金の

事業費１５０万円がこちらに組みかわっております。また、筆の日における事業実施

のため、筆の日実行委員会事業補助金１２６万円を計上しております。

次に同じページ下段の、２目観光費の観光推進事業でございます。

この事業は、町の観光推進を行うもので、広島県観光連盟や広域市町と連携した観光

ＰＲ、誘客活動の実施、筆の里工房や観光案内所筆の駅を活用した観光推進を行いま

す。

事業全体で３４３万２,０００円で、本年度より２６８万２,０００円、４３.９％の

減となっております。

減額の主な要因は、本年度実施しております町制１００周年記念事業などで使用する

ふでりんグッズなどの需用費１５５万３,０００円、魅力ある観光地づくりワーク

ショップの委託料１００万円の減などによるものでございます。

歳入欄の特定財源 その他９６万円は、広島県町村会の町の魅力発信事業助成金９０

万円、名刺の台紙販売による観光推進経費６万円でございます。

主な事業費は１８７ページで記載しております。

需用費で消耗品費など９１万円と、負担金補助及び交付金では、広域的に連携し観光

ＰＲを行っております関係協議会への負担金と筆の駅への運営費補助金の観光ＰＲ推

進事業を合わせて１５５万７,０００円でございます。

○危機管理課長（西岡） 続く、第７款土木費につきましては、建設部から御説明いたし

ます。

それでは、２１４、２１５ページをお願いいたします。

第８款消防費、第１項消防費、第１目常備消防費、常備消防運営事務事業でございま

す。

この事業は、火災、災害時における町民の生命・財産を保護するため、広島市への常

備消防事務の委託に要する経費を計上しております。

事業費は２億５,５１５万３,０００円、本年度より６８７万４,０００円、２.８％の

増となっております。
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歳入の特定財源 その他９９万２,０００円につきましては、行政財産目的外使用料

１,０００円と消防ヘリコプター運営助成金９９万１,０００円でございます。

増額の主な要因でございますが、広島市への消防事務委託料６９２万８,０００円の

増額によるものでございます。

主な事業費は、広島市への消防事務の委託料●●●●●●●●●●●●円でございま

す。

２１６、２１７ページをお願いいたします。

２目非常備消防費、消防団運営事業について御説明をします。

この事業は、熊野町消防団員の報酬、災害時の出動や災害を見据えた訓練実施への費

用弁償、その他退職報償金、災害補償などへの負担金を計上するもので、事業費全体

で１,９８０万５,０００円、本年度より５２万７,０００円、２.６％の減となってお

ります。

歳入の特定財源、その他６００万円につきましては、消防基金からの消防団員退職報

償金４００万円、消防団員安全装備品整備等助成金１００万円、地域防災組織育成助

成金１００万円となっております。

減額の要因でございますが、１００周年記念事業として実施する予定でございました

出初め式の関連事業費の減によるものでございます。

主な事業費は、消防団員の報酬３２５万３,０００円、消防団員退職報償金等に係る

報償費４００万円、出動手当等に係る旅費５１１万３,０００円、消防装備品取得等に

係る需用費２８２万８,０００円でございます。

続いて２１８、２１９ページをお願いいたします。

３目消防施設費、消防水利、機械器具維持管理事業について御説明いたします。

この事業は、火災などの災害発生時に欠かすことのできない消防水利や防災用資機材

の整備、維持管理に要する経費を計上するもので、事業費全体で３７１万４,０００円、

本年度より７４万９,０００円、１６.８％の減でございます。

減額の要因でございますが、小型動力ポンプ１台のみの更新を見込んでいることによ

るものでございます。

主な事業費は、ポンプ１台の取得に係る備品購入費１５７万１,０００円、消火栓修

繕等に係る負担金補助及び交付金１００万円でございます。

続きまして、４目水防費、災害予防及び応急対策事業でございます。
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この事業は、豪雨・地震などの各種災害に対する予防措置、被害の軽減及び応急避難

対策などを目的に、食料や生活必需品の備蓄、防災行政無線の維持管理、自主防災組

織の育成支援助成、広島県防災ヘリコプター負担金などの経費を計上し、特に防災行

政無線に関しまして、デジタル化にかかる事業を平成３０年度から３年の継続事業と

して進めることとし、本予算に継続費２年目の経費を計上したものでございます。

事業費全体で３億２,０３４万３,０００円、本年度より７,１８０万３,０００円、２

８.９％の増となっております。

この主な要因といたしまして、豪雨災害から１年となります７月に追悼式をとり行う

委託料●●●●●●●●●●円、東部地域防災センター（仮称）整備事業として用地

取得費等６,１７２万円、ハザードマップ作成業務において、第１小学校区、第３小学

校区の２校区分の作成業務委託料を計上したことによるものでございます。

歳入の特定財源のうち、国県支出金３,０００万円は、東部地域防災センター（仮

称）事業への土木費補助金でございます。地方債２億５,５６０万円は防災行政無線デ

ジタル化に係る事業費に賄う緊急防災・減災事業債と東部地域防災センター（仮称）

事業への公共事業等債でございます。

また、その他１,８６９万５,０００円でございますが、行政財産目的外使用料５,０

００円、繰入金１,５１６万２,０００円は公共施設等整備基金と筆の里づくり基金か

らの繰り入れ、諸収入３５２万８,０００円につきましては、広島県防災ヘリコプター

負担金及び安心安全まちづくり事業に対する広島県市町村振興協会からの助成金でご

ざいます。

○財務課長（桐木） ２２２ページの９款教育費は民生部・教育部から、２８４ページの

１０款災害復旧費は建設部・教育部から、それぞれ、後ほど御説明いたします。

少し飛びまして、２９０、２９１ページをお願いします。

１１款公債費でございます。

１目元金につきましては、過年度借り入れ分までの町債に係る償還金でございまして、

６億２６１万４,０００円、本年度より１,６８９万２,０００円、２.９％の増となっ

ております。

増額の要因は、平成２６年度から３０年度に借り入れた公共事業等債、臨時財政対策

債及び学校教育施設等整備事業債などの償還が開始することによります。

次に、２目利子につきましては、元金と同様に過年度借り入れ分の町債に係る利子及
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び一時借入金に係る利子でございまして、４,５９３万５,０００円、既に借り入れた

分の償還終了に伴って、本年度より４９４万３,０００円、９.７％の減となっており

ます。

利子償還の近年は過去と比較して、低率の利子での借り入れが可能であるため減少傾

向にあります。

続いて、１２款諸支出金の基金事業でございます。

この事業は、７つの基金財産の預金から配当される利子を一般会計を通じて各基金に

積み立てるもので、４０万３,０００円、本年度より１５万４,０００円、２７.６％の

減を見込んでおります。

続いて、２９２、２９３ページになります。

一般会計の最後になりますが、１３款予備費でございます。

予算編成時に予期しなかった予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、本年

度と同額の２,０００万円を計上しております。

総務部は、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。

それでは、ただいま説明がありました１８２ページから１８７ページの商工費、２１

４ページから２２３ページの消防費、２９０ページからの公債費、諸支出金、予備費

について質疑を行います。

質疑はありませんか。

大瀬戸委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○大瀬戸委員 消防ヘリのことです。２１７ページです。それと、同じく２２３ページの

県の防災ヘリです。

現実に今回の災害でこの消防ヘリやら防災ヘリ、どのような動きをしたのか。

それから、広範囲だったので、例えば、坂やら海田にも出動したのかどうか知りませ

んが、その防災ヘリなり消防ヘリの災害時の動きはどうだったかというのはわかりま

すか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡危機管理課長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理課長（西岡） 広島市消防ヘリのほうで串掛林道上のあゆみさんのほう、救助

のほう行っていただいたということがございます。ぐらいです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかに質疑はありませんか。

中原委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○中原委員 １８３ページの負担金・補助及び交付金のところで、熊野産業団地企業立地

奨励金がありますよね。あれはどういう形で使われるのか教えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西川課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○地域振興課長（西川） 奨励金はまず新しく上の団地のところの固定資産税部分のもの

と、あとは新規の採用をしたということでの１人につき３０万円、採用してたらそれ

をつけるとか、あと、浄化槽をつけたりする費用として、その額の、割合があったと

思うんですけど、その費用とかを出しているものでございます。

一応、５年間となっております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 中原委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○中原委員 最初にそういうことをしてたということですね、５年間。ということだった

んですね。わかりました。それがこの金額になってると。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○荒瀧委員 ２１９ページでございます。

デジタル化の件、災害予防及び応急対策の件で３年にわたってやるということでござ

います。例の特別委員会でも地元の方に来ていただいて、エリアごとに聞こえたら非

常にありがたかったという御意見があったりしましたんですが、どんな仕組みのデジ

タル化を考えてらっしゃるのか、ちょっと教えてもらえますか。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡危機管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理課長（西岡） まず、今までスピーカー、ラッパからなっておったものにつき

ましては音声のとおりやすいものに設置し直して、台数につきましてはまだ確定では

ございませんが、現状の台数よりは減らしていきたいというふうに考えているところ

であります。

あと、デジタル化に伴いまして、なかなか大雨の際に聞こえない、聞こえにくいとい

うお声もたくさんお聞きしました。個別に発信できるような形で考えておりまして、

エリアメール、あとホームページ、フェイスブック等を一時一元的に発信、本部のほ

うから発信したら同時的に多方面に情報が発信できるような形で整備していきたいと

考えております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○荒瀧委員 高齢の方はその受ける、キャッチするこういうものを持ってらっしゃるとい

うことが前提だと思うんですけど、持ってらっしゃらない方はどういうふうにしま

しょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡危機管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理課長（西岡） 今までアナログ、今の現況でも個別受信機で貸し出し等を今回、

大原ハイツ等には行いました。実際、大原ハイツの方に声かけをしても、結局、十数

軒の方のみが取りに来られたということはあったんですが、そういうことも踏まえな

がら、デジタル化になった際に個別受信機、どういうふうな設置の仕方、配布の仕方

があるかというのは模索しながら進めていきたいと。というのも、１機５万円ほどす

るというふうな情報もありまして、今までよりかなり高いということもございますの

で、そこら辺も総合的に考えて進めていきたいと考えております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 御存じのように坂が全戸配布ということで見切ったんですが、うちは世

帯数が倍ありますので、坂の人口が現在、１万３,０００人、うちが２万４,０００人、

世帯数で行くと５,０００と１万くらいになるんですが、ちょうど予算が倍になります、

全戸配布をやったらね。

それで、今からやるデジタルがどんな仕様になるか、それによっていろいろ決まって

くるんですが、全戸配布は難しいんですが、特に高齢者あるいは高齢の単独世帯、こ

ういう方々には無料とまではいけないんですが、かなりの額を補助していかないと、

今、言った問題が起きますので、確かにスマホとかパソコン、高齢者に言っても無理

なので、そういうところはもう少し事業をデジタル化の進展とともに考えていきます

ので、もうしばらく結論は待っていただきたいと思います。何らかの措置はしたいと

考えております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○荒瀧委員 それはぜひ、御検討いただいて。

最後ですが、今のイエローゾーンというのがありますよね。だから大原に限らずたく

さんあるわけです。もうデータは第一小、第三小、もう出てると思うんですが、そこ

らを優先的に設置されていくとかいう考えはないですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡危機管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理課長（西岡） 第三小学校につきましては、まだ公表されていないところでご

ざいます。

設置というのは。放送の、スピーカーのほう。

一応、そのスピーカーの機種によってどれだけ、町内何カ所、置いたら全てが賄える

というような調査をしております。それに基づいて設置はしていきたいと考えており

まして、委員おっしゃるとおり山際全てイエローにかかっているような状況でござい

ますので、そういう聞こえないところがないような形では設置していきたいと考えて

おります。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○三村町長 今、言ったイエローゾーンが全部、そろいますので、イエロー、レッドが、

危険区域が。ここに何個かかってるか、詳細に、これ出るかな、どのくらい。対象個

数が。町内でレッドとイエロー。その個数によって正確な個数、求めてみますので、

その個数によって対象範囲がどのくらいになるかあれですが、それによって個別受信

機もアンテナを立てるし、町内放送のね。これも考えていきたいと思っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○荒瀧委員 まだ今から検討のようでございますが、この夏もどういう状態になるかわか

らんわけでございます。多分、早目に避難勧告は出されるとは思うんですが、要は亡

くなられる方を絶対、出したくないという方針の中で対応いただきたいという趣旨で

ございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○山野委員 ちょっと関連してですけど、実はあそこの大原ハイツのところの上のところ

に国の方と調査団と川角の自治会あるいは防災の方が一緒にのぼられたんですよね。

大きな岩が本当にもうそれが落ちそうになってると、えぐられていると。あんなとこ

ろの、はっきり言ってこの下で僕はよう住まないと。じゃあどうすればいいのかと。

それから、今さっきのレッドゾーン、あの大原の本当に危ないところのその何軒かだ

けは無線を個別で置いてあげるというのはできないでしょうか。

全町のイエローゾーン、レッドゾーンまで行くとかなりのお金になるから、たちまち

はそういったところで戻ってきてらっしゃる人には配付しましょうという、そうする

と、１個につき５万なら１００軒なら５,０００万かかるのか。貸さないね、５００万

だったらね。だからそれだったら、たちまち雨が降って夜、聞こえないと。高齢者の

方、障害者の方には早くに、いち早くに連絡がつくんじゃないかなと思うんですけど、
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いかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 貞永危機管理監。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理監（貞永） 大原ハイツの上側にあるコアストーンというものについてはある

程度のものは壊してしまおうということ、今、県が進めていただいております。

砂防堰堤というのを今、つくっていただいてるんですけども、防災行政無線というの

は今、アナログということで先ほどもちょっとありましたけども、個別受信機につい

ては大原ハイツの方には無償でお貸ししますということで、配付のほうを今、させて

いただいております。それはアナログの間だけということで、デジタル化のときには

使えないんですけども、２年以内というのはアナログで対応できますので、個別受信

のほうは今、配付をしていると、無償で配付しているという状況でございます。

その間には、堰堤がまずできますので、安全性のほうは少し高まるというふうに思っ

ております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○立花委員 消防団員のことなんですが、このたびは非常に御苦労されたんだろうと思い

ます。今までは火災が主だったんだろうと思うんですが、こういう時期ですから、も

う災害が主というふうになるのかもわかりませんけども、今の人数で足りているのか、

それとももっとふやしたくても希望者というか入る人がいないのか、そこらあたりの

ことを教えていただければと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡危機管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理課長（西岡） 各団ともに人員の確保には苦慮されているというふうにお聞き

はしております。

今回の災害の後に消防団員が少な過ぎる、足りないというお話は各分団長からはお聞

きはしておりません。
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以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○山野委員 ２２１ページにおける東部の防災センターの用地買収の費用なんですけど６,

０００万円、既にこれ、もう面積あるいは場所、鑑定価格、全てやってらっしゃるの

でしょうか。やってらっしゃるなら、地図、場所をちょっと、しっかりした場所を見

せていただきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡危機管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理課長（西岡） 鑑定のほう、建設部のほうでやっていただいております。

場所につきましても東公民館の西側、県道瀬野呉線沿いの場所、そちらのほうでやっ

ております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○山野委員 できたら終わりでもいいですから、地図を持って、出してくださればよくわ

かるんですけど。よろしくお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西岡危機管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理課長（西岡） はい、御用意します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○諏訪本委員 済みません、私、筆屋ではないんですが、筆のことを済みません。

きのう質問させてもらったんですが、私は筆が元気になるように活性化するようにと

思って、ある程度、減らないように持ちこたえるようにと思っております。

そういう中で、きのう町長さんのほうから、筆組合が筆の日やあるいは筆祭り、ある
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いは全国のいろいろなイベント等から筆組合のほうが撤退するという話をお聞きしま

して非常に残念に思っておるんですが、そこに至るまでにはいろいろな葛藤というか

話し合いがあったんじゃないのかなとは思うんですけども、そういう話を聞くと私も

ちょっと余り元気が出てこないようになるんですが、元気になるように一つ取り組ん

でいかなきゃいけないと思うんですが、町のほうはどのように考えておられるのか、

ちょっとそういう悪い材料に対して町のほうはどのように考えておられるのか、

ちょっとお聞きしたいなというふうに思っております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（内田） きのうもちょっとお答えさせていただいて、中で町長のほうが確かに

そのお話をさせていただいてます。

現実的には、実は過渡期がちょうどございまして、今回が２回目の過渡期になって

らっしゃるんじゃないかと思ってます。というのが、前には職員の方で梶矢さんと古

手の方がいらっしゃいました。今、今回、荒滝さんが６０になられるということで、

このたび定年されるんですね。次の方が今度は女性の方がどうも事務局長になられる

という話は聞いております。

そうした中で、やっぱりいろいろな形の中で行動的なものがちょっと難しいんだとい

うことも含んで、いろいろな事業のほうにちょっと参画ができないことが出てくると

いう形で伺いをしてます。

ただ、町のほうといたしましても、これが今後どういう形で考えてこられるかと。

ちょうど、今、人事的なことを、また組合さんのほうの人事に町のほうがどうのこう

のということもできませんので、今後、こういうような形のものはどうなんだろうか

ということはやっぱりぶつけていかなきゃいけないだろうとは思ってますけど、今、

前から１年くらい、前からちょっと組合のほうからも来年度以降はちょっと形が変

わってきますよという話はいただいておったんですけど、ただ、やってくださいやと

いう形で、もうこれはどういう形でやるのかと、いろいろな形がございますので、そ

こらのこと、どういう形で町のほうも組合のほうへ、町が言って「それならわかりま

した。私たちが腕を振ってまいります。いろいろなイベントをします」というのは、

ちょっとできませんので、そこらのこと、どういう形が、組合員さんのほうでも考え
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ていただけるかなというのをまた話をしていかなきゃいけないことだろうとは思って

おります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○諏訪本委員 私はだから、きのうはピンチをチャンスにと、活性化させるということで

言ったつもりなんですけども、だけど、そういうような悪い材料が町長さんのほうか

ら発言がある中で、私もちょっとショックやったんですけど。やはり、現実的にはそ

ういういい材料ではありませんよね。だから、それをやっぱりそこに至るまでの間に

町のほうと組合とでの話というのはなかったんですか、どうなんですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 私ももう筆組合、スランプによるのも非常に長いので、歴史的経緯も

知ってます。

以前からやはり景気のいいときにできた組合なので、親睦会の要素が強かったんです

ね、どっちかと言えば。お互いがもうかった時代につくって、売れんから組合をつく

ろうというんじゃなくて、何か団体をつくろうというんじゃなくて、もう各店が、う

ちもそうなんですが、もうかった時代に親睦会的なものでスタートしてるので、なか

なかその体質が、私もはっきり覚えてます。もう約１６年間やったわけですが、その

歳出がなかなか私も現役の筆屋としていろいろな会合に参加しました、これは。筆の

日の制定も議員提案で十何年前につくりましたが、これも私は組合側の委員として実

質、携わっております。だから、そのときはやる気があったんですよ。我々も何かや

ろうじゃないかと、いう状態だったんです。これを町だけに全部、お任せするという

意識は、私はそのときはありませんでした。これは当然、自分らが筆の歴史あるいは

文化によって生計を立ててると。幾分かでも共通事項をやろうじゃないかと。この機

運がないと、なかなか町がお金を出しても、これ、はっきり言って死に金になる可能

性があるんですよ。そこをよく考えないと、もう何とか調査費とか、もう私が現役の

ときでも何回、調査があったかわかりません。国の補助金をもらってきて。どれだけ
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活かされたか。はっきり言って補助金の消化に近い状態でございました。

そういうことを踏まえながら、そういう現状があるということを認識していただいて、

町としても私としても努力はいたします。やはりどこにも筆組合としていろいろなイ

ベントに参加しないということは非常に、筆のＰＲから言ってもおかしなことで、町

のＰＲはやります。

ただ、筆組合が今までやってきた、実に全国各地で年間、何回もやってます。これは

全部、町に上がってきてるわけではないんですが、これは組合という団体がやってる

ということですから、そこら辺も踏み込んで話を１回して、従来どおり、もしくはも

う少し活発になるように努力はいたします。この分はお約束いたします。

ただ、そういう事情があるということをあれしてください。本当にね、行政がどうの

こうのやっていくような、歴史が古いだけに余計、難しいんですよ。物すごい歴史が

ありますから、今まで。その意識を変えていくというのは非常に大変な作業でありま

すが、努力はしてみます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○諏訪本委員 「よろしくお願いしたい」としか言いようがないんですけども、こうして

１,０００万円ものほかのことも含めれば筆産業の振興事業として約１,０００万円も

の金を使うわけですから、ぜひ有効にお願いしたいというふうに思います。気持ちは

一緒なので、一つよろしくお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。

沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○沖田委員 １８３ページ、６款商工費と消費者啓発事業なんですが、この消費生活相談

員、昨日の話では、現在、週に２日、来ていらっしゃってて、きのうのお話では週２

日ではなくて。

○総務厚生分科会進行役（時光） ここ。これ、民生費。

○沖田委員 ごめんなさい、済みませんどうも。
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○総務厚生分科会進行役（時光） 民生費です。よろしいですか。

ほかにございませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようですので、商工費、消防費、公債費、諸支出

金、予備費についての質疑を終わります。

以上で、総務部門について質問が終わりました。

暫時休憩いたします。

（休憩 １６時２２分）
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平成３１年 予算特別委員会 総務厚生分科会

（会議録 第２号）

１．招集年月日 平成３１年３月１３日

２．招集の場所 第１委員会室

３．開会年月日 平成３１年３月１４日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．出席委員（１５名）

１番 尺 田 耕 平 ２番 竹 爪 憲 吾

３番 立 花 慶 三 ４番 諏訪本 光

５番 沖 田 ゆかり ６番 片 川 学

７番 時 光 良 造 ８番 民 法 正 則

９番 荒 瀧 穂 積 １０番 大瀬戸 宏 樹

１２番 山 野 千佳子 １３番 久保隅 逸 郎

１４番 中 原 裕 侑 １５番 馬 上 勝 登

１６番 山 吹 富 邦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．欠席委員（なし）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明のために出席した者の職氏名

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 内 田 充

教 育 長 林 保

民 生 部 長 時 光 良 弘

総 務 部 長 宗 條 勲

危 機 管 理 監 貞 永 治 夫

総 務 部 次 長 堀 野 辰 夫

高齢者支援課長 西 村 ゆ り

住 民 課 長 佛 圓 至 裕

税 務 課 長 須 賀 雅 彦
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子育て・健康推進課長 立 花 太 郎

生 活 環 境 課 長 宗 像 雅 充

財 務 課 長 桐 木 和 義

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 西 村 隆 雄

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．会議に付した事件

議会費

総務費

民生費

衛生費

商工費

消防費

公債費

諸支出金

予備費

教育費の一部

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．議事の内容

（開会 ９時２９分）

○総務厚生分科会進行役（時光） 皆さん、おはようございます。昨日に引き続き予算特

別委員会総務厚生分科会を再開します。

きのう、その５については、説明が終わりましたので、きょうは民生部門のほうへ移

りたいと思います。

まず、総務費の一部と民生費についての説明をお願いいたします。

宗像生活環境課長。



－57－

○生活環境課長（宗像） 平成３１年度一般会計予算案の民生部門の説明をさせていただ

きます。

それでは、まず、７４、７５ページをお願いします。

２款総務費、１項総務管理費、５目交通安全対策費、交通安全対策事業でございます。

この事業は、年４回の交通安全運動期間中に、街頭啓発活動を実施するなど、交通事

故の防止、減少を図るための諸経費を計上しています。事業費は、７４万１,０００円

で、本年度より８万９,０００円、１３.７％の増となっています。

増額の主な要因は、２年に１度の車検によるものでございます。

主な事業費は、街頭啓発活動で使用するのぼり旗の購入や、公用車の燃料費など、需

用費２２万５,０００円、交通安全運動推進隊熊野支部への補助金３７万円でございま

す。

７６、７７ページをお願いします。

上段、６目防犯対策費、防犯対策事業でございます。

この事業は、犯罪のない安全で安心して暮らせるまちの実現のため、町民一人一人の

防犯意識を高める啓発活動や、自主防犯組織に対する支援、夜間の犯罪防止のための

防犯灯の設置補助など、町内の犯罪件数の減少を目的とした 経費を計上しています。

事業全体で、３９３万８,０００円、本年度より１７万８,０００円、４.７％の 増と

なっています。

増額の要因は、電気料金の値上げに伴う防犯灯設置補助金の増加によるものでござい

ます。

特定財源、その他は、公益財団法人広島県市町村振興協会からの助成金１１０万円で

ございます。

主な事業費は、各自治会が管理する防犯灯の設置 維持管理に対する助成と、海田警

察署管内防犯組合連合会負担金の合計３８１万９,０００円でございます。

○住民課長（佛圓） 少し飛びまして、９８、９９ページをお願いします。

４項戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳等事業でございます。この事業は、戸籍、住

民基本台帳及び印鑑登録原票の記載・登録・管理または諸証明の交付事務のほか、個

人番号カードや旅券の交付などの事務に係る諸経費を計上しています。事業費は３,０

３６万３,０００円、本年度より３,６６７万７,０００円、５４.７％の減となってい

ます。特定財源として、個人番号カード交付事務費補助金など、国・県支出金が５１
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４万円と、諸証明の交付に伴う手数料収入などのその他収入を９０３万円計上してお

ります。

減額の主な要因は、住民票等のコンビニ交付システムの導入が完了したことによる、

システム導入経費の減でございます。

主な事業費は、臨時職員の賃金３３２万１,０００円、機器保守及び電算処理等の委

託料が●●●●●●●●●円、電算機器・ソフトウエア等に係る使用料及び賃借料が

６６１万６,０００円、地方公共団体情報システム機構等負担金５５５万７,０００円

です。

次の５項、選挙費以降の総務費は、総務部により説明しております。

○民生部長（時光） また、少しページを飛んでいただきまして、１１２ページ、１１３

ページをお開きください。

１１３ページ下段の３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の社会福祉一

般事務事業は、民生委員や町民を対象とした弁護士相談に関する事務などに要する経

費を計上しております。

事業費は８２９万円、本年度より１万５,０００円、０.２％の増となっております。

増額の主な要因は、民生委員・児童委員の一斉改選により、定員が満たされた場合を

想定し、民生委員児童委員の謝金を増額したことによるものです。

歳入の特定財源、国県支出金は、民生委員の権限委譲事務費など３１８万４,０００

円でございます。

主な経費としては、生活指導員報酬４８９万６,０００円、１１５ページになります

が報償費でございます。民生委員謝金２６５万１,０００円でございます。

次に、同じく１１５ページの福祉団体助成事業は、熊野町社会福祉協議会など社会福

祉３団体に対する活動助成金を計上しております。事業費は、３,８７５万円、本年度

より５８８万４,０００円、１７.９％の増となっております。

増額の主な要因は、社会福祉協議会補助金のうち、職員１名の増員に係る人件費の増

によるものです。

主な経費は、社会福祉協議会３,８１３万７,０００円、民生委員児童委員協議会５８

万３,０００円、母子寡婦会３万円の補助金でございます。

○子育て・健康推進課長（立花） 続いて、１１６、１１７ページをお願いします。

原爆被爆者健康管理・医療事業でございます。この事業は、被爆者援護法に基づく保
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健分野の援護対策といたしまして、年２回の健康診断、その記録の保存、結果に基づ

く健康相談等を行うもので、事業費は８万９,０００円、本年度より２万６,０００円、

２２.６％の減となっております。

減額の主な要因は、職員手当の減、対象者の減員によるものです。県から移譲された

事務ではありますが、健診業者との契約や支払いは、引き続き県が直接行っておりま

すので、主な事業費は、健康診断の案内に要する役務費の通信運搬費８万９,０００円

でございます。

○民生部長（時光） 次の生活困窮者自立支援事業は、生活保護に至る前の段階の自立支

援策として、生活困窮者に対し自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給等を行う

もので、事業費７５万８,０００円、本年度より２万６,０００円、３.６％の増となっ

ています。

増額の主な要因は、学習支援事業負担金と一時生活支援事業負担金の単価の増額を見

込んだことによるものです。特定財源の国県支出金、４３万４,０００円の内訳は、生

活困窮者自立支援費国庫負担金３３万４,０００円、生活困窮者就労準備支援事業費等

補助金１０万円でございます。

主な経費は、離職等により住宅を喪失または喪失する怖れがある就労意欲のある者に

対し、生活保護基準の住宅扶助費に相当する額を支給する住居確保給付金２２万８,０

００円、子供の学習支援事業負担金１０万４,０００円、一時生活支援事業負担金９万

８,０００円でございます。

次に、プレミアムつき商品券事業でございますが、本年１０月の消費税引き上げによ

る影響を踏まえ、国の施策として、町民税非課税者及びゼロ歳児から２歳児までの子

供がいる子育て世代を対象に、２万円で２万５,０００円分の商品券が購入できるプレ

ミアムつき商品券を発行するものです。

対象者の確定や購入引換券の発行は町が行い、商品券の利用可能商店等の募集、商品

券の販売や換金は熊野町商工会への委託により実施する方向で調整しております。事

業費は、３,９０５万５,０００円で、特定財源の３,８８９万６,０００円は国のプレ

ミアムつき商品券事業補助金で、必要な事務費、プレミアム部分の費用は全て国の補

助金が交付されることになっています。その他の１５万９,０００円は、臨時職員の社

会保険料納付金です。

主な経費は、臨時職員賃金１０７万５,０００円、１１９ページになりますが、商品
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券の印刷製本費７６万２,０００円、委託料は、電算処理業務委託料●●●●●●●●

●●円、販売等の業務委託料●●●●●●●●●●円です。

○高齢者支援課長（西村） 続きまして、２目老人福祉費、老人ホーム等入所措置事業で

ございますが、この事業は、環境上及び経済的理由により、居宅において養護を受け

ることが困難な、おおむね６５歳以上の高齢者の養護老人ホームへの入所委託に係る

経費を計上しています。

事業全体で３,４６０万円、本年度より５４４万円、１８.７％の増となっています。

増額の要因は、委託費の増額によるものです。

主な事業費は、入所委託者１６人分の委託料●●●●●●●●●●円です。その他の

財源５１３万２,０００円は、入所者からの費用徴収金です。

次に、敬老事業です。この事業は、８０歳以上の高齢者を対象とした敬老会の開催や、

長寿祝い金の支給に係る経費を計上しています。

事業全体で４３１万４,０００円、本年度より３２万円、８.０％の増となっています。

増額の要因は、対象者数の増加によるものです。主な事業費は、敬老会を開催するた

めの実行委員会への補助金として２１２万２,０００円、１００歳と８０歳の方に支給

する長寿祝い金の扶助費２０３万円です。

次に、健康づくり・介護予防ポイント事業ですが、この事業は、ボランティア活動へ

の参加や町が開催する健康づくり教室などに参加した場合に、ポイントを付与し、ポ

イントの合計に応じて還元する奨励金や奨励品に係る経費を計上しております。事業

全体で、９８万１,０００円となっております。

主な事業費は、奨励金及び奨励品に係る報償費９６万５,０００円です。

１２０、１２１ページをお願いします。老人福祉一般事業です。この事業は、老人ク

ラブ連合会への補助金、災害時要配慮者把握事業に係る経費を計上しています。

事業全体で２６２万１,０００円、本年度より１８８万円の減額となっています。主

な減額の要因は、在宅介護支援センターの整備費補助金として設置主体の社会福祉法

人成城会が行った借入金償還が終了したことによるものです。

主な事業費は、災害時要配慮者把握事業に係る通信運搬費７１万６,０００円、老人

クラブ連合会補助金１８０万円です。

○民生部長（時光） 次に、３目、障害者福祉費の障害者福祉一般事業は、身体障害者手

帳認定・交付事務、障害者相談員設置事業及び障害者福祉団体助成に係る経費を計上
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しております。

事業費は８４万２,０００円で、本年度より３万６,０００円、４.１％の減となって

おります。

減額の主な要因は、消耗品費の減ですが、来年度の広島県身体障害者福祉大会が、本

町で開催されることから、大会補助金５万円は増額となっています。

次の特別障害者手当等支給事業は、特別障害者手当、障害児福祉手当の２つの手当認

定及び支給と、特別児童扶養手当の認定に係る経費を計上しております。

事業費は、本年度より７万６,０００円、０.７％の増で、１,１３２万９,０００円で

ございます。

増額の要因は、手当支給対象者の若干の増を見込んだことによるものです。１２３

ページをお願いします。

特定財源の国県支出金８６２万７,０００円の内訳は、特別障害者手当等給付費国庫

負担金８４８万１,０００円、特別児童扶養手当事務費交付金１４万６,０００円でご

ざいます。

主な経費としましては、２つの手当の支給費である扶助費１,１３０万９,０００円で

す。

次に、障害者総合支援事業は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの給付等

に係る経費を計上しております。

事業費は、６億２,７１５万７,０００円で、本年度より２,５２０万２,０００円、４.

２％の増となっています。特定財源の国県支出金は、障害福祉サービス給付費に対す

る国及び県からの負担金、補助金等で４億５,６１０万４,０００円でございます。

増額の主な要因は、障害者サービスの相談支援を行う臨時職員の賃金等が減額となっ

たものの、相談支援のモニタリングが追加されることや障害者サービスの利用増加が

見込まれるため、扶助費を増額したことによるものです。

主な経費としましては、役務費の手数料では、サービス等の審査支払手数料、障害者

福祉のシステム利用料等で６４６万２,０００円、１２５ページになりますが、負担金

補助及び交付金の、障害者が就労支援事業所等に通所する際の交通費助成が３２０万

円、障害者福祉サービス等の提供を行う扶助費では、障害者自立支援事業が、障害者

総合支援法に基づき給付するホームヘルパー派遣やあゆみ等の事業所への通いサービ

ス、施設への入所、放課後等デイサービスや就労系のサービスに係る経費で５億６,３
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４７万４,０００円です。

次の障害者医療費事業、２,５８９万２,０００円は、治療効果が確実なものと期待で

きる腎臓や心臓、肢体不自由など身体障害者手帳保持者の医療費の一部を助成すると

いうものです。

障害者地域生活支援事業２,３５７万１,０００円は、障害者総合支援法に基づき、地

域の実情に応じて実施する、ベッドやストマ用具等の支給を行う日常生活用具給付事

業や町単独事業である、重度障害者福祉タクシー利用助成及び腎臓障害者通院助成等

です。

次の広域隣保活動事業と熊野町教育集会所管理事業は、教育部からの説明となります。

○住民課長（佛圓） 続きまして、１２６・１２７ページをお願いします。

５目国民年金費、熊野町国民年金事業でございます。

この事業は、国民年金の資格関係の届け出や、保険料免除申請の受理･審査など、国

からの法定受託事務に係る諸経費を計上しています。

事業費は３０９万７,０００円、本年度より５１万２,０００円、１４.２％の減と

なっています。特定財源としまして、国民年金に係る国庫委託金など国・県支出金を

２８３万８,０００円、その他収入として臨時職員社会保険料納付金２５万９,０００

円を計上しております。事業費の全額を特定財源で賄っております。

減額の主な要因は、今年度、システム改修を終えたことによる、改修経費の減額でご

ざいます。

主な事業費は、臨時職員の賃金１６０万８,０００円、クラウド利用料としての手数

料７５万９,０００円です。

次に、１２８・１２９ページをお願いします。

６目国民健康保険費、熊野町国民健康保険事業でございます。この事業は、国民健康

保険事業特別会計の事務執行体制を設けるための諸経費と特別会計への繰出金を計上

しています。

事業費は１億７,１９９万７,０００円、本年度より１,１５７万１,０００円、６.

３％の減となっています。特定財源として、国民健康保険税の軽減に係る国や県の負

担金など、国・県支出金を１億４１９万９,０００円計上しております。

事業費が減額となった主な要因は、特別会計への繰出金が減少したことによります。

主な事業費は、職員手当等７８万２,０００円、特別会計への繰出金１億７,１１１万
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２,０００円です。繰出金につきましては、後ほど特別会計において説明させていただ

きます。

続きまして、熊野町国民健康保険税事業でございます。この事業は、国民健康保険税

の賦課に係る、時間外手当てを計上しております。事業費は１５万２,０００円、本年

度より９,０００円、５.６％の減となっています。

○子育て・健康推進課長（立花） 次に、７目福祉医療費、福祉医療費公費負担事業でご

ざいます。この事業は、乳幼児、ひとり親家庭、重度心身障害者に対し、医療費の個

人負担額を助成することにより、経済的負担の軽減及び疾病の早期発見、重症化の予

防に努めるもので、事業費は１億３,９８０万７,０００円、本年度より２０９万９,０

００円、１.５％の増となっております。財源の国県支出金６,１６２万６,０００円は、

県支出金の福祉医療費公費負担事業費補助金でございます。

主な経費としましては、扶助費として乳幼児医療３,７３０万円、ひとり親家庭等医

療費９００万円、重度心身障害者医療費８,４５８万２,０００円、児童の入院医療費

３５０万円を計上しています。

○高齢者支援課長（西村） 続きまして、１３０、１３１ページをお願いします。８目介

護保険費、介護保険一般事業ですが、この事業は、介護認定調査員の雇用に係る経費

や介護保険特別会計への繰出金を計上しています。

事業全体で３億１,９８９万７,０００円、本年度より２,４０１万７,０００円、８.

１％の増となっています。

増額の要因は、消費税増税に伴う介護保険料軽減負担金の拡大に伴う町からの繰り出

し金の増によるものです。

主な事業費は、３名の臨時職員賃金６７８万６,０００円と、ページをめくっていた

だいて、介護保険特別会計への繰り出し金３億９８６万１,０００円です。

○民生部長（時光） 同じく１３３ページの中段、９目地域健康センター費の地域健康セ

ンター等運営管理事業は、多世代交流を促進し健康増進・介護予防などの普及啓発を

推進するための地域拠点施設である中央地域健康センター、西部地域健康センター、

東部地域健康センター及び中央ふれあい館の管理運営経費を計上しております。

事業費は４,６７８万３,０００円で、本年度より１１８万７,０００円、２.６％の増

となっております。特定財源のその他は、中央地域健康センター等の行政財産目的外

使用料等で２６１万５,０００円を計上しております。
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増額の主な要因は、各地域健康センターの人件費等の増と中央地域健康センターを指

定管理委託するための事務費の増等でございます。

主な経費としましては、健康センターの修繕料１００万円、と各地域健康センター及

び中央ふれあい館の指定管理料のほか、中央地域健康センターに係る警備・施設整備

保守点検の委託料で、合計４,５５１万６,０００円でございます。

○住民課長（佛圓） １３４、１３５ページをお願いします。

１０目後期高齢者医療費、後期高齢者医療事業でございます。この事業は、後期高齢

者医療特別会計の事務執行体制を設けるための諸経費と、特別会計への繰出金を計上

しています。事業費は３億９,５５０万８,０００円、本年度より２,４９９万７,００

０円、６.７％の増となっています。特定財源として、保険料の軽減に係る県の負担金

など国・県支出金を４,９５６万９,０００円計上しております。

事業費が増額となった要因は、特別会計への繰出金が増加したことによります。

主な事業費は、特別会計への繰出金３億９,５３５万６,０００円です。

なお、繰出金につきましては、後ほど特別会計において説明をさせていただきます。

○高齢者支援課長（西村） 続きまして、地域支え合いセンター事業です。この事業は、

昨年７月の豪雨災害被災者のこころのケアや生活再建と自立を総合的に支援する事業

です。事業全体で２６５万１,０００円。

主な事業費は、訪問のための公用車購入等の備品購入費１６３万１,０００円です。

○民生部長（時光） １３５ページ下段の、２項生活保護費、１目生活保護総務費の生活

保護一般事務事業ですが、生活保護に係る事務経費を計上しています。

事業費は４１５万４,０００円、本年度より４７５万８,０００円、５３.４％の減と

なっております。特定財源の国県支出金、２３万６,０００円は、国の生活困窮者就労

準備支援事業費等補助金でございます。

減額の主な要因は、本年度に生活保護システムの導入が修了したことによる委託料の

減とシステム導入により共同利用しておりましたシステムの利用負担金が不要となっ

たものによるものです。

主な経費といたしましては、生活保護世帯医療扶助の適正化のため行っておりますレ

セプト管理システムの保守や医療券の審査支払い等の手数料が１１３万９,０００円、

生活保護システムの保守料等の委託料●●●●●●●●●●円でございます。

次に、１３９ページをお願いします。



－65－

２目扶助費の生活保護費支給事業は、被保護者に対する扶助費で、事業費３億５７８

万９,０００円、本年度より２,６４６万４,０００円、８.０％の減となっております。

減額の主な要因は、保護世帯の施設入所や世帯の減により生活扶助費、住宅扶助費の

減を、本年度の実績から医療扶助の減を見込んだものでございます。

特定財源の国県支出金は、生活保護費等負担金で、２億３,９３０万４,０００円で、

負担割合は、国が４分の３、町が４分の１となっております。その他は、生活保護費

の返還金の２０万１,０００円です。１月末現在の被保護者は、１２６世帯１７９人で、

昨年の４月末から４世帯４人の減となっております。扶助費の内訳としましては、医

療扶助費が全体の５９％、次いで、生活扶助費が２７％を占めています。

○子育て・健康推進課長（立花） 続いて、３項児童福祉費、１目児童福祉総務費の児童

関係諸手当支給事務事業でございます。

この事業は、児童手当・児童扶養手当の認定及び支給事務に要する経費を計上してい

ます。

事業費は３７６万３,０００円、本年度より２１９万３,０００円、１３９.７％の増

となっております。

主な経費としては、児童扶養手当システム改修にかかる委託料の●●●●●●●●●

円でございます。

１４０、１４１ページをお願いします。

次に、保育所運営一般事務事業でございます。

この事業は、保育所入所申請、保育所利用料の収納、保育所入所委託等に係る事務経

費を計上しています。事業費は５３２万４,０００円、本年度より１１９万円、２８.

８％の増となっております。

増額の主な要因は、クラウド利用料の収納管理システムによるものです。財源の国庫

支出金は、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金１万４,０００円、その

他は、公共施設等整備基金繰入金１００万円でございます。

主な経費としては、保育所利用決定通知書等に係る郵送料等の通信運搬費２０万円及

び電算クラウドサービス手数料３０４万８,０００円でございます。

続いて、母子家庭等自立支援事業でございます。

この事業は、母子家庭の母や家庭の人間関係の悩みを抱える家庭の相談等に応じ、そ

の支援に必要な情報提供や指導を行うもので、事業費は３８８万８,０００円、本年度
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よ４０７万７,０００円、５１.２％の減となっております。

減額の主な要因は、母子・父子自立支援員報酬の減額によるものです。財源の国庫支

出金は、母子家庭等対策総合支援事業補助金１９５万円でございます。

主な経費としては、母子家庭自立支援給付金２６０万円でございます。

続いて、くまの・こども夢プラザ管理運営事業でございます。１４２、１４３ページ

をお願いします。

この事業は、くまの・こども夢プラザにおいて実施している子育て支援センター事業

を中心とし、定住促進拠点としての施設の施設維持管理費を計上するもので、事業費

は１,６５３万４,０００円となっております。

財源の国県支出金は、国庫・県費の子ども・子育て支援交付金７１５万４,０００円、

その他は、臨時職員等社会保険料納付金１３９万円、くまの・こども夢プラザ使用料

６万円、行政財産目的外使用料１,０００円でございます。

主な経費としては、臨時職員の賃金９０４万６,０００円、社会保険料２９０万１,０

００円でございます。

１４４、４５ページをお願いします。次世代育成支援対策事業でございます。

この事業は、子ども・子育て支援事業計画の策定や計画の進行管理等を行い、また、

県のモデル事業として採択された（仮称）熊野町子ども地域見守りネットワークを実

施します。事業費は５１３万６,０００円、本年度より２３８万４,０００円、８６.

６%の増となっております。

増額の主な要因は、県のモデル事業である（仮称）熊野町子ども見守りネットワーク

を新規事業として実施するものです。

主な経費としては、臨時職員賃金及び子ども・子育て支援事業計画の次期計画策定に

係る業務委託料でございます。

財源の県支出金は、県費のひろしま版ネウボラ構築モデル事業補助金２５２万５,０

００円、その他は、臨時職員等社会保険料納付金２０万１,０００円でございます。

続いて、２目児童措置費の児童手当支給事業でございます。１４６、１４７ページを

お願いします。

この事業は、中学校卒業までの児童を養育する家庭に手当を支給することにより、家

庭の生活の安定と次代の社会を担う子どもの健全育成を図るものでございます。支給

額は、３歳未満と小学生以下の第３子以降が１万５,０００円、その他は１万円で、事
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業費は３億８,０００万円、本年度より４６９万５,０００円、１.２%の減となってお

ります。

減額の主な要因は、支給対象児童の減少によるものです。財源の国県支出金は、国

庫・県費の児童手当負担金３億２,２０９万１,０００円でございます。

次に、児童扶養手当給付事業でございます。１４８、１４９ページをお願いします。

この事業は、母子や父子家庭等に対して、生活の安定と自立促進を通じ、その児童の

福祉の増進を図るため児童扶養手当を支給するもので、１月末現在で１７７人が受給

しております。

事業費は、９,０００万円、本年度より７３５万７,０００円、７.６％の減となって

おります。財源の国県支出金は、児童扶養手当給付費国庫負担金３,０００万円でござ

います。

続いて児童福祉施設入所委託事業でございます。この事業は、ＤＶ等による帰宅先の

ない母子の保護及び施設入所措置とともに、自立の支援を行うものです。

事業費は、本年度とほぼ同額の２５５万３,０００円となっております。財源の国県

支出金は、国庫・県費の児童入所施設措置費等負担金１８０万円でございます。

次に、３目保育所費の保育所運営事業でございます。

この事業は、町内４つの保育所へ保育を必要とする乳幼児の入所等を行うことにより

保護者の就労と子育てを支援し、乳幼児の健全育成を図るというものです。また、学

校法人猪野学園が運営する 幼稚園及び今年度から開園する認定こども園へ施設型給付

費を給付しております。

事業費は、６億５,９４５万３,０００円、本年度より３,２２５万８,０００円、５.

１%の増となっております。

増額の主な要因は、認定こども園開園による施設型給付費の増額によるものでござい

ます。財源の国県支出金は、国庫・県費の子供のための教育・保育給付費負担金及び

子ども・子育て支援交付金を合わせた２億９,８７６万４,０００円、その他は、利用

者負担の保育所利用料等９,３０８万円でございます。

主な経費としては、保育にかかる委託料●●●●●●●●●●円、延長保育等の特別

保育事業及び施設型給付費として幼稚園に支払う負担金補助及び補助金１億７,１１２

万８,０００円でございます。１５０、１５１ページをお願いします。

４目児童福祉施設費の放課後児童健全育成事業でございます。
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この事業は、昼間、家庭に保護者のいない小学生児童に対して、適切な遊びや生活の

場を与えて、児童の健全育成を図るものです。来年度からは、小学校の全学年を対象

として実施いたします。

事業費は４,６１４万７,０００円、本年度とほぼ同額となっております。財源の国県

支出金は、国庫・県費の子ども・子育て支援交付金２,４０３万円、その他は、保護者

負担金等１,２０５万６,０００円でございます。

主な経費としては、支援員等報酬３,７２７万２,０００円、社会保険料２５７万７,

０００円でございます。

○民生部長（時光） １５２、１５３ページをお願いします。

中段の被災者支援事業は、被災者に対する災害見舞金の給付を行うもので、事業費は、

１１万円でございます。

現時点で、罹災証明を発行している方につきましては、全て災害見舞金を給付してお

りますが、罹災証明の申請期限を本年３月３１日まで延期したことから、今後、新た

に罹災証明の申請をされる方、再調査により対象者となる場合に備えて、予算を計上

したものです。

次の災害救助事業につきましては、災害救助法に係る予算を計上しており、事業費１

５９万３,０００円でございます。

特定財源のその他は、筆の里づくり基金からの繰入金１２７万８,０００円です。

災害救助法関係の事務処理に係る職員手当４２万５,０００円、住宅の応急修理を支

援するための扶助費１１６万８,０００円を計上しております。

総務費、民生費の説明については、以上でございます。

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。

それでは、ただいま説明がありました７４ページからの総務費の交通安全対策費、防

犯対策費と９８ページからの戸籍住民基本台帳費、１１２ページから１５３ページの

民生費について、質疑を行います。質疑はありませんか。

山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） ９９ページの基本台帳の事業において５４％の減。コンビニでのシステ

ム改良が終了したということだったんですけれども、この印鑑証明をマイナンバーで

とれることになったんですけれども、それがふえてもなおかつこういう状況でできる
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んでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 個人番号カードを使ったコンビニ交付。このシステムを構築するた

めの費用を今年度、当初予算のほうで計上しておりました。その事業のほうは完了し

て、３月２５日からスタートする運びとなっております。来年度はこの費用がなくな

るということで、予算のほうは減額させていただいております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 今回、国からもマイナンバーの普及ということでかなりやっていらっ

しゃるんですけれども、件数はふえたんでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 個人番号カードの普及ですが、直近の数値でいきますと約１３％と

いうことで熊野町は県内で９位というような位置におります。ちなみに、県内では東

広島市が１位ということで１６％の交付率となっております。人数ですが、約３,２０

０人ということになっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） これが例えば、個人情報の漏えいという形はコンビニでするとき。例え

ば、ＡＴＭなんかでも番号を盗撮されるということがあるんですけれども、そういう

ようなことは大丈夫なんでしょうか。どうですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 個人番号カードを使ってコンビニで交付するわけですが、専用回線

というのは、行政専用の回線を使っております。個人番号カードについても暗証番号

で確実に情報を管理しておりますので、情報漏えいのほうは心配ないということで進

めております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） ３款民生費、１項社会福祉費、１１７ページのプレミアムつき商品券事

業なんですけれども、消費税１０％引き上げに伴う事業なんですが、ゼロ歳児から２

歳児のいる家庭と非課税世帯それぞれの対象者の数をまずお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○民生部長（時光）現時点では推計になりますが、住民税非課税世帯３,７００人、それ

から、子育て世帯、ゼロ歳児から２歳児につきましては４４０人で見込んでおります。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 先ほどのお話ですと、この熊野町の商工会のほうに委託して販売してい

ただくということだったと思うんですけれども、このゼロ歳児から２歳児のいる家庭

に関しては、余り心配はないんですが、買いに行かれることに関して、住民税非課税

世帯の方３,７００人と今おっしゃいましたけれども、商工会に買いに行くに当たって、

御自分が非課税世帯だということがわかるので、その辺のところを配慮していく必要

があるのではないかと思うんですがいかがでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



－71－

○民生部長（時光）確かにそういう配慮というのはございますが、一応、非課税世帯の方

につきましては、税務課のほうから、当然、民生部のほうではわからないので、税務

課のほうから非課税者にこういうサービスがありますというのを周知して、まずは申

請をいただいて、うちから引換券をという形にしております。販売につきましては、

確かに販売も使うときもそうだと思いますけれども、やはりそういう心配はあります

が、これは皆さん、国の施策として、そういうものがあるということを理解いただい

て対応していただくしかないかなとは思っております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） この非課税世帯の方に関しては、役場のほうで対応するということは難

しいのでしょうか。商工会となるとはっきりわかりますので、今から考えるのは大変

厳しいとは思いますけれども、最大限の配慮をしていただきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○民生部長（時光） まず、国のほうもこの制度はまだ固まってはいないので、どういう

指示がくるかというのも見据えながら、当然そういうお話があったときに一番にその

ことは町も考えました。幾ら町で販売しても、先ほど言いましたように、買うときに

使われると。やはりわかるという問題も含めて、また、国のほうもまたこれから、作

業を進める中でそういったところでの指導も出てくると思いますので、そういったこ

とも考えながら、適切に対応したいと思っております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 今、課長がおっしゃったように、使うときにもわかるんですよ。それで

他の自治体もそうなんですが、町内ですとはっきりわかりますので、町外とか、いわ

ゆる遠方のところで買い物ができるようなというようなことも考えていただくのは難

しいですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○民生部長（時光）現時点での国からの通達によりますと、地域の消費の拡大も含めて、

町内の事業所でということがきておりまして、そこはちょっとそれで固まるのかなと

言うふうに思っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。

山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 関連で、このプレミアム商戦、以前も２回ほどされて大変な混雑があっ

たんですけれども、そういったことはないのでしょうかということと、時点でゼロ歳

児の方とか。今回は消費税のアップによる考慮ということなんですけれども、ゼロ歳

児に商品券を買ってもらうというのは。以前、並んでいらしたときに、ゼロ歳の数も

数えて４人分とかいうような感じがあって、すごいちょっとあれがあったんですけれ

ども、国がそういうふうにいうからというか。今、まだ決めていないのであったら、

何かほかの方法がないのかなと思うんですけれども。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○民生部長（時光） 前回かなり混雑いたしましたが、今回は対象者の方に申請をいただ

きまして、引換券というものを交付いたします。その引換券をもって今後設定する販

売所へ買いに行ってもらうという形になりますので、その引換券の時点で、例えば、

ゼロ歳児から２歳児の方がいらっしゃる世帯であれば、その子供の人数分の引換券を

出せると、これは申請があればということになっておりますので、それで販売のとき

の混雑の一つは少なくなるというのと。対象者が限定されますので並んで買う必要が

ないということで、前回とはちょっと違ってくるというふうに思っております。

また、求めやすいように、お休みの日とか夜間とか今ちょっと検討しているところで、

それについてまた商工会と話をしていきたいと思っております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） ２万円で２万５,０００円分ということなので、大変お買い得なんです

けれども、これが対象としていたものよりかは、例えば、多く以上になった場合はど

うするのか。

それから、それまで人数分以下の場合はどうなるのかというのを考えていらっしゃい

ますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○民生部長（時光） 今回の商品券につきましては、プレミアム部分も含めまして、事務

費も全て国がもつというふうに言われておりますので、その増減につきましては、国

のほうの補助金で対応していただけるものと考えております。

ちょっと追加ですけれども、２万円で２万５,０００円分ということですが、実は、

引換券の中でこれは販売期間の間に５回に分けて購入できるようになっています。で

すから、１回４,０００円分で５,０００円分をまず買って、１カ月後にまた買うとい

うようなこともありますので、大変な作業にはなるんですが、そういう利便性も含ま

れたものとなっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） いいですか。

尺田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（尺田） それでは、きのうの続きです。１５０ページ、３款民生費、３項児童福

祉費の４目児童福祉施設費でございます。放課後児童クラブ健全育成事業なんですが、

前年度と比較して６,０００円の微減というふうになっておるんですけれども、来年度

から児童クラブの対象児童が小学６年生まで拡大ということなんですが、当然、拡大

するということは利用する児童なり、家庭なり、ある程度ふえる見込みであるんだろ

うと思うんですけれども、この支援員については当然ふえる。ふえておかんといけん

と思うんですが、平成３０年４月の支援員の数と平成３１年度支援員の４月の見込み
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というか。何名増員されるのか。そのあたりを教えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） 平成３０年度４月時点の支援員の数は、今資料を用意

いたします。それから、平成３１年４月については、３名程度の支援員の募集を行う

予定でございます。既に１名、２名については交渉中のところでございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（尺田） ３名ほど増員ということで思っておっていいんですか。人をふやすのに

何で前年度と比べて６,０００円微減になっておるんかなというのと。あと、今回の補

正で児童福祉施設費ですか。マイナス補正がかかっておって、４,１６９万円だったか

な。今回の補正。３月補正。５００万円ほど落ちておって、それと比べると今回の予

算額と比べたら４５０万円ほどふえるような感じにはなっておるんですけれども、ど

うなんでしょうか。そこで人員の報酬というのを調整しておるんか。どうなんでしょ

うか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） 児童クラブの６年生までの拡大ということで、現在、

４月、５月からの時点でふえる人数が６年生が１３人、新しい１年生が９７名。計３

１６名ほど予定しております。昨年度につきましては、利用数が大体申込者数の７割

から８割の利用ということもございまして、申込者の方が全員利用されるわけではご

ざいませんでした。本年度につきましても、７割、８割程度の利用者を見込んでおる

ところでございまして、特に土曜日でありますとか。大型の休み。夏休み、冬休み。

そこら辺も利用者数が若干減るということもございますけれども、６年生までの拡大。

それから、新規１年生の人数がふえるということで、昨年度と比べて若干の増額をし

ているものでございます。
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以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 尺田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（尺田） 要望と言えば、要望なんですけれども、小学６年生まで拡大ということ

で、今現在、いろんな利用者から多数聞くんですけれども、支援員の質とか。逆に支

援員のほうからすれば、人出が足りないとか。直接保護者からもクレームを受けるの

はこのバイトというか。支援員のほうでそれに見合った対価をもらえていないから、

支援員をせっかく引き受けても長続きがしないとか。ああいったことをよく聞くんで

すよね。両方が両方に問題があるのかなというふうに個人的には思うんですけれども、

そのあたりの対価とか、ああいう報酬の額とかも多少また考慮に入れていただいて、

対象学年を６年生まで拡大するのは大変住民のニーズに応えていいこととは思うんで

すが、それによって内容というか。サービスの質を落とさないような方向で来年度も

お願いしたいと思っております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○民生部長（時光） 確かに児童クラブの支援員、なかなか募集しても集まりにくい状況

ではあります。ただ、例えば、質の問題で言いますと保育士でありますとか。教員の

経験のある方、そういう方にお願いしたいところでありますが、そういった方面もや

はり人手不足ということで引っ張りだこということで、なかなか児童クラブを再就職

の場所として選んでいただけにくい状況にはあると思います。そうした中で、議員の

おっしゃるとおり、そういった対価。こういったことも今後は踏まえながら人材確保

に向けて取り組んでいくべきとは思っております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにありませんか。

中原委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（中原） １１９ページ、敬老会の件なんですが、これは２年続けて中止になった
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んですよね。そのままやられるのか。人間が多くなっているのでどういうふうにやれ

るのか。やられるということはやられるということでいいんですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村高齢者支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○高齢者支援課長（西村） 敬老会につきましては、対象者数がどんどんふえてまいって

おります。その件で敬老会の開催につきましても、各近隣市町も見直しがどんどん進

められておりまして、祝い金でありますとか、記念品でありますとか、どんどん見直

しがかかっております。熊野町もことし平成３０年度は中止でしたけれども、敬老祝

金の８８歳を取りやめさせていただいて、８０歳、１００歳の２つの年齢のときに祝

い金を出しております。敬老会の開催につきましては、町民会館の容量の問題という

のがここ二、三年でやってくるかなということを考えております。なので対象者の方

にお聞きしますと、やってほしい。皆さんに会いたいという御意見もあるんですけれ

ども、年齢を区切ったりということもそういう面ではどうなのかなということで、平

成３１年からは本当に、１年先、２年先にそういう問題がありますので、実行委員会

に諮って検討してまいっているところでございます。平成３１年度は開催予定でござ

います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） ２点についてお願いします。１１９ページの健康づくり介護予防ポイン

ト事業。これは総務厚生で推進するようにと進言した事業なんですけれども、現在の

普及状況、あるいは、記念品の内容とかいうのちょっとお聞きしたいと思います。

もう一つは、１４３ページのくまの・こども夢プラザ管理事業なんですけれども、こ

れは子育て定住促進のためにつくられたんですけれども、この中の事業内容。あそこ

に宿泊設備も何人か入れるようになっている。それの利用状況どういったものがわか

りましたら、お願いしたいんです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○高齢者支援課長（西村） 健康づくり介護予防ポイントの現在の状況でございますけれ

ども、ポイント事業に参加していただくために、すこくま手帖というのを皆さんに申

請していただいておりますけれども、現在のところ約１７０冊出ております。登録し

ていただいている団体が１５団体というところでございます。団体におきましては、

ポイントをもらうためにやっているのではないということもお聞きして参加する方も、

参加しない方もいらっしゃいますけれども、ボランティア活動に励んでいただいてい

ると思います。

それから、記念品、奨励金は上限５,０００円ということですけれども、奨励品は皆

さんへの宣伝も兼ねまして、今は健康まつりを考えておりますけれども、時期により

ますけれども、５,０００円の奨励金をもらった方に引換券ということ。抽せん券とい

うものをお出しして、イベント的に１万円程度の商品券であるとか。旅行券を今考え

ておりますけれども、それをイベント的に５名の方に差し上げて、それでさらに知っ

ていただいてというふうなことを考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） 夢プラザの事業内容につきましては、保育士３名によ

ります専門スタッフによって育児の悩みでありますとか。子育てに関する相談対応。

また、子育てのサークルの紹介とか、育児講座などの開催とかを行っております。具

体的には親子がゆったり遊べる場として、自由に参加できるおひさまルームでござい

ますとか、年齢別の親子遊びができるようなもの。毎月１回。それから、親子の触れ

合い体操とかをやっておりますパステルルーム。それから、毎月第２土曜日でありま

すけれども、子育てについてはお母さんだけではないということで、父親と乳幼児の

触れ合いの時間をもてる講座といたしまして、パパとおひさまとかいうのをやってお

ります。それから、御存じのように絵本を通じて、赤ちゃんとゆっくりふれあう初め

ての本をプレゼントするということでブックスタート事業とか、そういうようなこと

をやっております。

それから、２階部分の宿泊施設の利用状況でございますけれども、平成３０年度にお

きましては、災害等がございまして、災害関連の方々が宿泊されたような状況で、一
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般の利用状況については、現在のところないような状況でございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） ５名の方に１万円の旅行券をされるということなんですが、まだ、誰も

とっていらっしゃらない。まだ、そういう記念品を渡していらっしゃらないという状

況なのかどうかをお聞きしたいと思います。

もう一つ、こども・夢プラザなんですけれども、９日、１０日にみらい交流館の祭り

があって、そのときに関連で夢プラザのところのオリエンテーションというか。ポイ

ントかな。そういうなので、筆の駅、３カ所のスタンプラリーというのをやられて、

人が余り行かない。幼児の関係の方だけなので、なかなかそこへ人が集まらないん

じゃないかなと思うので、何かそういうことを。きのう町長が言ってたか。ハーブの

講演会をそこでするとか。そういったものも就労支援のためにやられるというのもい

いんですけれども、以前に産後ケア。町長の施政方針の中にあった産後ケアの宿泊な

んかももしあれだったら、低料金でできるのではないかなと思っておるんですけれど

も、ちょっと民生にかかるから関連でちょっとお聞きしたいんですけれども、そうい

う予定はないですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○高齢者支援課長（西村） ポイント事業のほうの奨励品ですけれども、これはことし１

月１日からポイント付与を開始いたしまして、１２月３１日まで、ことしいっぱいま

で活動していただいて、来年、年を明けまして１月から１月中の間に申請を。奨励金

の申請をしていただきます。それをしていただいた方の中から抽せんでということを

考えておりますので、まだどなたも手にしていらっしゃいません。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○子育て・健康推進課長（立花） ２階の宿泊施設を利用したような産後ケアということ

なんですけれども、今、調査研究段階ではございますけれども、母乳の与え方である

とか。また、お母さんにしっかり休んでもらうような事業というようなことでレスパ

イト事業というものが県を中心にやられておるんですけれども、ベッドなんかでお母

さんと乳児がゆっくり休めるような事業というのも研究をしていっております。

それから、夢プラザではないんですけれども、平成３１年度からは産後ケアの一環と

いたしまして、ショートステイ事業というもの。これは夢プラザではないんですけれ

ども、助産院が開設しております施設等を使ってしっかり産後ケアをしていくような

事業も考えております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 山野議員の御指摘のとおり、昨年災害がありまして、本来地方創生のお

金を使っているので、いろんな町内の方が利用することは想定しておりません。恐ら

く国から指摘を受けるだろうと思います。そういう使い方をずっとやっていけば。災

害が落ちつく平成３１年度はもう少し定住交流に向けた外部の方々。熊野町を本当に

見てみたいとか。そういうショートのあれに活用していきたいと思います。

それから、前の広場もくまの・みらい交流館まつりがあったときに、１日だけイベン

トを行いましたが、ああいうことをもっと開催するように、平成３１年度は改めてま

いりたいと思っております。御指摘のとおり、ちょっと災害が言いわけにはなるんで

すが、ばたばたした面があって、本来の目的が果たせませんでした。平成３１年度か

らしっかりやっていきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 産後ケアというのは助産の施設を使うと１泊が３万円かかる。それに対

する助成金を町が認めれば１,０００円ぐらいかなんかで泊まれるというような状況が

あるんですけれども、そういう認定もされるつもりなんでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） ショートステイ事業につきましては、保護者の方に施

設に使うお金の４分の１程度の個人負担というようなことを今考えております。

それから、認定ということなんですけれども、全ての方ということではないんですけ

れども、出産をされて熊野町のお家のほうに帰っても支援する人がいない。また、里

帰りすることができないような方を対象に産後ケアをしていこうというふうに計画を

しております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 県内では三、四町ぐらいしかまだやっていらっしゃらないと思うんです

けれども、熊野町も名乗りを上げるということなんですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） 近隣では広島市、海田町等がされておったと認識して

おります。それに追随というわけではございませんけれども、特に熊野町につきまし

ては、出産できる施設等がございませんので、産後ケアについては、また十分なケア

をしていくような事業展開をしていこうと考えております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 暫時休憩いたします。

再開は１１時からとします。

（休憩 １０時４３分）

（再開 １０時５８分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 休憩前に引き続き、分科会を再開します。

質疑をお願いします。
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諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） 前からも言うたりもしよんですが、例の補助金のことを。ここのいろ

んな補助金がたくさんあるので、前に聞いたときには資料をもらったら４０ぐらい

あったんですけれども、１１５ページのところで中段より下の福祉団体助成事業とい

うのがありますよね。下に補助金関係が３つほど載っております。平成２８年、２９

年のところあたりの資料で言うたりすると。特に社会福祉協議会の補助金が約１,００

０万円ふえておるんですけれども、ちょっと前に理由を聞いたりしたことがあるよう

な気がするのですが、そのことをちょっと教えてもらいたいのと。

もう一つは、補助金を団体から言えば、行政に申請していただくシステムがあります

よね。補助金の交付要綱があって、それに対して申請して、いろいろなやりとりしな

がら額の確定をしてというのがありますが、一応、私が前から言っている分でいうと。

ある程度少ない額でよりいい事業成果が上がるようにと思ったときに、団体のほうに

してみれば厳しいんですけれども、わしはいつも嫌なことを言ったりして嫌われるん

ですけれども、やっぱりある程度少しの額で多額の成果を上げるようにということを

考えたりしたときに、このたびで言うたら、どれでもいいんですが、このたび申請が

いつあり、それに対していつ決定通知を出し、そして、いつ額の確定があったという

ようなところを一つだけでも結構ですから、その説明をしてもらいたいと思いますが、

よろしくお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 時光民生部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○民生部長（時光） まず、熊野町社協についての補助金でございます。額が１,０００

万円ほどこの数年で伸びているということですが、特に人件費がやはり伸びてまいり

ます。その中でも今回はかけはしという自分でお金の管理ができない方の援助という

のがかなり３０名を超えてふえておりましてということもありまして、１名増員する

ということでまず人件費がかなり伸びました。それに加えまして、社協でいいますと

これまでは社協が積み立てておりました積立金を少しずつ取り崩しながら充てていい

ただいて、町の補助金を減額するということを行っておりましたが、その積立金が底

をついたような状況になっておりまして、ことしからは１７０万円ほどはそれが原因
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で増額ということになっております。そういったことが社協については増額の要因に

なろうかと思います。

それから、補助金の流れでございますけれども、まずは予算を立てますときに、次年

度の要望というのを出していただきます。各団体からこのくらいのお金が来年必要に

なるだろうということで出していただきまして、それをもとにまず予算編成をさせて

いただきます。その予算編成で予算がつきましたら、今度は、また正式な交付申請と

いうのをいただいております。社協もそうなんですが、民生委員は例えば、上限がこ

の５８万３,０００円と決めさせていただいておりまして、その中で事業を計画してい

ただくということになります。社会福祉協議会につきましては、例えば、事務局の運

営については、１０分の１０補助にしますが、向こうでいう役員さん。こういったと

ころについては全て社協の独自の財源でやってくださいとそういうルールを決めてお

りまして、それに合うかどうかということと。事業計画の内容を確認しまして、町の

計画に沿ったものか。社協がすべきことかというのも確認させていただいて交付決定

を行います。今後は執行いただきながら、最終的には実績報告という流れになってお

ります。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） ありがとうございます。

そういう中でいろんなそれぞれ。今のは社協のケースですけれども、その他も含めて

私が前からお願いしているのは、できるだけしっかりした成果があるところには、多

い目にとか。あるいは、成果が上がっていないところは厳しくとかいうことをしっか

りやっていってもらいたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） １４１ページの保育所運営一般事務事業に関して、先ほどいうとクラウ

ドシステムの管理を導入ということで、その内容はどういうメリットがあるのでしょ

うか。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） クラウド手数料でございますけれども、保育料、児童

クラブ等々の収納の管理業務がございます。このシステムをうちのほうに運営をさせ

てもらうというものでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 保育料の収納だけでしょうか。例えば、延長保育とか、早朝保育とか

いったものの管理もそこの中で行われるのかどうかをお聞きします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） 延長保育、朝も夕もなんですけれども、それは各園が

収納するということなのでこれとは別でございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） あれは結構保護者の所得によって時給が違うというような感じで、物す

ごく大変なシステムなんですけれども、ある園なんかはきちんとそういうシステムの

ＣＤを入れて管理をされているんですけれども、保育所とかの管理は町がするのでそ

ういうようなことは変わっていらっしゃらないのか。中央、ひかりとね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） 延長保育のものについては、町のほうが携わってはお

りません。



－84－

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） １４９ページの保育所運営事業なんですけれども、消費税が１０％に上

がるということで幼児教育の無償化ということが国のほうで言われております。それ

について予算が計上されていないようなのでお伺いするんですが、昨年９月の時点で

は負担割合が国が２分の１、都道府県が４分の１、市町村が４分の１ということだっ

たんですが、計上されていないということは全額国費と考えてよろしいですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） 負担割合でございますけれども、これにつきましては、

まだ不確定要素が多くございまして、確定ではございませんけれども、１０月１日以

降については、全額国費が負担するということを聞いております。平成３１年度の予

算につきましては、予算時期にこういうような情報もまだ不確定でございましたので、

昨年と同じ程度で計上はさせていただいております。この制度が確定いたしましたら、

また補正とかをさせていただこうかと考えております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） それでは、次に１２７ページの熊野町国民年金事業なんですが、これも

消費税が１０％に上がるときに、年金の少ない方に年間で最大６万円が加算されると

いうことなんですが、対象者がわかれば教えてください。何人ぐらいいらっしゃるの

か。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） この国民年金事業につきましては、熊野町のほうでは受付申請等し
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かしていないということで、詳細な情報のほうはこちらのほうでは見られないことに

なっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） わかりました。

それでは、１２１ページなんですけれども、老人福祉一般事業の災害時要配慮者の把

握のために、郵送でお手紙をお渡しされていると思うんですが、高齢のお一人世帯の

方は郵送されたものの内容を見てもなかなか把握できなくて、結局お返事ができない

といった現状がございまして、そういった方たちに対して。一緒にお嫁さんとかが住

んでいらっしゃる方はかわりに書いてくださったりできるんですけれども、おひとり

だとなかなか書類を読むということも、書くということも大変困難ということがござ

いまして、そういった方たちに対する配慮というか。フォローというか。そういった

ことはできないのかなということと。現在、把握していらっしゃる人数がわかれば教

えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○高齢者支援課長（西村） ことし２月に実施しました件数ですけれども、高齢者世帯７

５歳以上の高齢者のみの世帯の方、対象が２,７４５世帯ということになっております。

御指摘のとおり、おひとり暮らしでありますとか。認知機能が衰えていらっしゃる方

とかいのはお手紙の内容がよくわからないとか。お電話をくださる方もいらっしゃい

ますし、ケアマネジャーとか、民生委員とかの御支援をいただきながら返していただ

いている状況です。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） よろしくお願いします。
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１４５ページの次世代育成支援対策事業なんですが、県のモデル事業として子供の見

守りネットワーク事業というものを開始されるということで、詳しく教えていただき

たいのでよろしくお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 立花子育て・健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） 県のモデル事業についてなんですけれども、最近では

ないんですけれども、新聞なんかでも子供に関するさまざまな痛ましい事件とかが繰

り返し報道されているところでございます。何らかの理由で社会から切り離されてし

まって、行政の支援とかが届かなくなった家庭でありますとか。また、子育て支援が

必要な家庭。こういうのを見逃さない。ちょっと言葉が適正ではないんですけれども、

全て支援していくということで、地域の事業所等と情報連携をして、全ての子育て家

庭に寄り添って必要な支援をしていくというような仮称ではございますが、子供地域

見守りネットワーク事業というものを計画しております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。

尺田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（尺田） 先ほどの沖田委員と重複するところなんですけれども、１２１ページ、

災害時要配慮者把握事業のことでございますが、一般質問の中でも少し触れさせてい

ただいたんですけれども、この要配慮者の名簿を作成されておったんだけど、それを

災害時にうまく使いきれなかったという話を伺っておるんですが、そのときの反省を

踏まえて来年度どういう事業展開をされるのかお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○高齢者支援課長（西村） 災害時におきましてうまく機能しませんでした。というのは、

うちのほうは名簿は作成しておりましたけれども、自主防災組織でありますとか。自

治会のほうに渡せておりませんでした。というのは、個人情報の取り扱いでございま
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すとか、受け取った団体のほうがどう使ったらいいのか。誰が管理したらいいのかと

いうようなことがありました。そこがうまく整理できておりませんでした。

今年度、このような災害を受けましたので、今、自主防災組織等を組織しております

ので、そちらのほうにおろすようにして、その場合は個人情報の研修などをいたしま

して、また取り扱いのほうを各受け取りの団体のほうと話をしていきながら、早い段

階で渡せていけたらいいなと思っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。よろしいですか。

（「質疑なし」の声あり）

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、続いて衛生費と商工費の一部及び

教育費の一部について説明をお願いいたします。

立花課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て・健康推進課長（立花） 予算書、１５２、１５３ページをお願いいたします。

下段の４款衛生費、１項保健衛生費から御説明させていただきます。

１目保健衛生総務費の保健衛生総務事業でございます。

この事業は、日曜日における在宅当番医制や入院・手術など緊急を要する夜間救急に

対応する病院群輪番制を維持するための経費、県や他の市町、大学や医師会などが連

携し医師や診療科の偏在解消などの課題に取り組む広島県地域医療推進機構の運営に

要する経費の負担金のほか、健康管理システムにかかる役務費、手数料など、保健衛

生諸施策の推進に必要な経費を計上するもので、事業費は２,２２３万２,０００円、

本年度より５５８万９,０００円、３３.６％の増となっております。

増額の主な要因は、電算処理業務委託料ではデータヘルスシステム改修、新元号に伴

うシステム改修、地域保健・健康増進事業報告の変更対応に伴うものや、新天皇即位

に伴う５月の１０連休の医師、歯科医師への在宅当番医制運営事業等委託料救急医療

情報システム負担金、広島地区病院群輪番制運営費補助金となっております。

主な経費は、電算処理業務委託料●●●●●●●●●●円、在宅当番医制運営事業等

委託料●●●●●●●●●●円、救急医療情報システム負担金９３万３,０００円、病

院群輪番制運営費補助金３８４万８,０００円でございます。財源の国県支出金３６２
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万３,０００円は、子ども子育て支援交付金３５３万円、自殺対策関連経費に対する県

補助金９万３,０００円でその他４４万７,０００円は、臨時職員の社会保険料本人負

担分等でございます。

１５６、１５７ページをお願いします。

中段の感染症対策事業でございます。この事業は乳幼児や高齢者に対して各種予防接

種を行うことにより、感染症の発生や蔓延の防止、感染症に対する正しい知識の普

及・啓発を行うとともに、感染症予防法に基づき結核検診を実施する経費を計上する

もので、事業費は５,４７３万４,０００円、本年度より９３６万２,０００円、１４.

６％の減となっております。

減額の主な要因は、少子化に伴う接種見込み者数の減員によるものです。主な経費は、

結核検診や予防接種等の委託料●●●●●●●●●●円でございます。平成３１年度

から、国の指針により成人男性への風疹予防接種を開始するため、受診勧奨を行う役

務費が本年度より１３万９,０００円の増額となっております。

次にその下の生活習慣病予防対策事業でございます。

この事業は、住民健診、健診結果に基づく保健指導や健康相談、広く一般住民を対象

とした健康教育等を実施し、がんをはじめとする生活習慣病の予防や早期発見・治療

による重篤化の防止、保健指導や健康教育等を通じ健康増進に関する普及啓発を行い、

個人の生活習慣の改善を支援する経費を計上するもので、事業費は４,６５８万７,０

００円となっております。

平成３０年度からは、胃がん検診において、胃部Ｘ線検査に加え胃部内視鏡検査を導

入しております。主な経費は、栄養士嘱託職員に対する報酬１３４万円、住民健診決

定通知書等の通信運搬費１１５万２,０００円、各種健診業務委託料●●●●●●●●

●円でございます。

財源の国県支出金４８４万円は、がん検診推進事業国庫補助金２７万円、健康増進事

業費県費補助金６３万円で、その他３９４万円は、広島県後期高齢者医療広域連合健

康診査事業費補助金３４６万９,０００円、特定保健指導等受託収入３７万３,０００

円等でございます。

１５８、１５９ページをごらんください。下段の３目母子保健費の母子保健事業でご

ざいます。

この事業は、母子健康手帳の交付や妊婦健診、乳幼児健診や育児相談、乳幼児家庭へ
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の訪問事業や母子の歯の健康づくり等を実施し、母性を育むとともに、妊産婦や乳幼

児の健康の保持及び増進にかかる経費を計上するもので、事業費は２,２０３万９,０

００円となっております。

平成３１年度においては、新規事業として産後ショートステイ事業の補助を開始しま

す。主な経費は、乳児健診などにかかる医師等出務手当てなどの報償費２１１万４,０

００円、妊婦乳幼児等検査業務の委託料●●●●●●●●●●円、扶助費の未熟児養

育医療費７１万５,０００円、不妊治療費等助成金１１５万円でございます。

財源の国県支出金７２万９,０００円は、未熟児養育医療にかかる国庫及び県費補助

金３５万８,０００円、支援ヘルパー派遣事業に係る国庫補助金１３万１,０００円、

乳幼児全戸訪問事業にかかる国庫及び県費補助金１３万４,０００円で、その他２８万

３,０００円は未熟児養育医療にかかる本人負担金２３万５,０００円、保健事業参加

費１万６,０００円でございます。

なお、未熟児養育医療にかかる本人負担分は、乳幼児医療費として町から支給されま

す。

○生活環境課長（宗像） １６０、１６１ページをお願いします。

下段、４目環境衛生費、環境衛生事業でございます。

この事業は、環境衛生活動を行う団体や浄化槽設置整備などに取り組む住民への支援、

また、火葬場使用料の一部を助成することによって、環境衛生上の危害発生防止や、

公衆衛生の向上に努めることを目的とした 事業経費を計上しています。

事業全体で１,１９８万８,０００円、本年度より４０万９,０００円、３.３％の減と

なっています。減額の主な要因は、呉市火葬場以外の火葬場の利用見込み者の減員に

よるものです。

特定財源、国県支出金、３０９万３,０００円の内訳は、国庫補助金１８７万円、県

補助金１２２万３,０００円で、その他は県の受託事業収入１３６万５,０００円でご

ざいます。

主な事業費は、環境衛生活動を行う団体、葬祭費、浄化槽設置整備などの各補助金１,

１６８万６,０００円でございます。浄化槽設置整備補助金は２０基分の助成を予定し

ています。

１６２、１６３ページをお願いします。

中段、狂犬病予防事業でございます。
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この事業は、狂犬病の感染、発症を防ぐため、飼い犬の狂犬病予防注射の接種を促し、

接種率向上を図るとともに、野犬からの狂犬病感染や、人的被害防止に努め、安心し

て生活できる環境づくりに努めることを目的とした経費を計上しています。

事業全体で６５万１,０００円、本年度より５万４,０００円、９.１％の増となって

います。増額の主な要因は、イエローチョーク作戦に係るチョークの購入費用など需

用費の増額によるものです。

特定財源、その他は、犬の登録手数料等の６３万７,０００円でございます。主な事

業費は、畜犬管理システム利用の手数料３９万３,０００円でございます。

１６４、１６５ページをお願いします。

中段、５目公害対策費、公害対策事業でございます。

この事業は、環境騒音等測定、大気簡易測定、河川水質調査を行い、大気汚染、水質

汚濁、騒音振動、悪臭等の公害抑制及び防止に努め、快適な環境づくりを行うものの

経費を計上しています。

事業全体で３７０万４,０００円、本年度より２０万２,０００円、５.２％の減と

なっています。

減額の要因は、公用車の車検が終了したことによるものでございます。

特定財源「国県支出金」は、騒音規制事務に係る県の事務委託金９万２,０００円で

ございます。

主な事業費は、環境測定等の業務委託料●●●●●●●●●●円でございます。

それぞれの環境測定の箇所数は、環境騒音等測定が５カ所、大気簡易測定２カ所、河

川水質調査６カ所の調査を行うこととしております。

下段、２項清掃費、１目清掃総務費、清掃事務事業でございます。

この事業は、循環型社会形成の推進に係る事務経費を計上しています。事業全体で７

１２万７,０００円、本年度より６９１万９,０００円、３,３２６.４％の増となって

います。

増額の要因は、災害廃棄物処理基本計画策定に係る経費を計上したことによる委託料

の増額によるものでございます。

特定財源、国県支出金は、廃棄物対策に係る県補助金３４９万９,０００円でござい

ます。主な事業費は、災害廃棄物処理基本計画策定業務委託料●●●●●●●●●●

円でございます。



－91－

１６６、１６７ページをお願いします。

上段、２目塵芥処理費、廃棄物収集運搬事業でございます。

この事業は、町内の家庭で発生するごみを適正に収集運搬する業務に必要な経費を

計上しています。事業全体で８,１９１万３,０００円、本年度より３１９万８,０００

円、４.１％の増となっています。

増額の要因は 委託料の算出に用います燃料費や労務単価の上昇などによるものでご

ざいます。

特定財源、国・県支出金は、廃棄物対策に係る県補助金３０１万４,０００円、その

他は、紙などの資源物の売却益７００万５,０００円でございます。

主な事業費は、収集運搬業務等の委託料●●●●●●●●●●円、ごみボックスの設

置等工事費●●●●●●●●●●円、資源回収団体補助金５０万円、ごみステーショ

ン整備事業補助金３０万円でございます。

続きまして、下段、廃棄物、中間処理・最終処分事業でございます。

この事業は、熊野町から発生した一般廃棄物を業者委託によって適正に中間処理・最終

処分を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るものでございます。

事業全体で２億４,１７６万３,０００円、本年度と比べて１,０３６万円、４.５％の

増となっています。

増額の要因は、広域ごみ焼却場安芸クリーンセンターの平成２７年度借入金元金の償

還開始に伴う、負担金の増額によるものです。

特定財源、国県支出金は、廃棄物対策に係る県補助金が４０万円、その他１,３９４

万４,０００円の内訳は、紙などの資源物売却益７６０万７,０００円、容器包装リサ

イクル協会の拠出金１５０万円、安芸地区衛生施設管理組合の廃プラリサイクル補助

金４２２万９,０００円、廃棄物処理手数料６０万円、行政財産目的外使用料８,００

０円でございます。主な事業費は、中間処理業務等の委託料●●●●●●●●●●円

でございます。

１６８、１６９ページをお願いします。

下段、環境センター事務所棟維持管理事業でございます。

この事業は指定管理者に環境センターの施設及び設備の維持管理、搬入された一般廃

棄物の一時保管、廃棄物処理手数料の徴収などの業務を委託することにより、住民

サービスの向上、経費の節減、効果的かつ効率的な運営を期待するとともに、廃棄物
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を衛生的かつ適正に処理して、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、循環型社会

の構築を推進するものでございます。

なお、本事業は、平成２８年度から５年間の債務負担行為を議決していただいており、

新年度が４年目となります。事業全体で、１,３９５万７,０００円、本年度と比べて

１１３万５,０００円、８.９％の増となっております。

増額の要因は、作業環境改善のため、環境センターのストックヤードに、換気用の窓

を設置するための工事費を計上したことによるものでございます。

１７０、１７１ページをお願いします。

上段、３目し尿処理費、し尿処理事業でございます。

この事業は、広島市と安芸郡４町が安芸地区 衛生施設管理組合で、し尿及び浄化槽

汚泥を共同で処理し、効率的な施設運営を図るものです。

事業全体で、４,１５７万９,０００円、本年度より３０３万３,０００円、７.９％の

増となっています。

増額の要因は、衛生センターにおいて凝集沈殿槽及び配管修理が必要となったことか

ら、これに伴う負担金が増額となるものでございます。

続きまして、４目豪雨災害対応費、災害廃棄物処理事業でございます。

この事業は、平成３０年７月豪雨災害により、町内で発生した災害廃棄物の収集運搬、

処理、処分及び国庫補助事業に係る費用を計上しています。事業全体で、２１９万９,

０００円、本年度より皆増となっています。

事業費は、職員手当等の２１９万９,０００円でございます。

なお、その外の事業費につきましては、本年度の予算を来年度に繰り越し、事業を実

施してまいります。

中段、３項上水道費、１目上水道費、上水道会計繰出金でございます。

これは、一般会計から企業会計へ繰り出す児童手当負担金５５万２,０００円でござ

います。

次に ページを少し飛びますが、１８２、１８３ページをお願いします。

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費中段の消費者啓発事業でございます。

この事業は、消費生活相談窓口において、消費生活に関するトラブルや特殊詐欺に関

する相談に対する助言やより専門的な機関の紹介等を実施するとともに、広報・啓発

活動を行うことにより、被害の未然防止に努め、住民が安全・安心して生活できる消
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費環境の推進を図るための経費を計上しています。

事業全体で１７２万４,０００円、本年度より３,０００円、０.２％の減となってい

ます。

減額の要因は、委託料の減によるものでございます。

特定財源、国県支出金は、県の消費者行政に関する補助金４９万９,０００円でござ

います。

主な事業費は、消費生活相談員の報酬１１４万３,０００円でございます。

○子育て・健康推進課長（立花） ２６０、２６１ページをお願いいたします。

９款教育費、５項幼稚園費、１目幼稚園費の幼稚園就園奨励等事業でございます。こ

の事業は、幼稚園教育の振興と保護者の負担軽減のため、私立幼稚園に対し助成を行

うものでございます。

事業費は、２,５６０万６,０００円、本年度より１１４万円、４.７％の増となって

おります。財源の国県支出金６７９万１,０００円は、国庫補助金の私立幼稚園就園奨

励費補助金でございます。

以上で、一般会計の説明を終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） それでは、１５２ページから１７１ページの衛生費と

１８２ページから１８５ページの消費者啓発事業、２６０ページから２６１ページの

幼稚園就援奨励等事業について、質疑を行います。質疑はありますか。

山吹委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山吹） １６５ページの５目公害対策費、１３節の委託料、環境騒音等測定です

が、５カ所と言われましたか。あれと場所がわかれば教えてほしいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗像課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（宗像） 環境騒音測定等の５カ所の場所ですけれども、まず旧安芸農協。

中溝の旧役場の上のあたりが１カ所と新宮の向田団地の中が１カ所。コスモ石材の福

垣内さんというお宅の敷地をちょっとお借りするんですけれども、ここが道路沿いと

後背地ということで１カ所で２点です。
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それから、あすなろという喫茶店の前のあたりの庄賀さん宅というところをお借りし

まして、以上５カ所で行うとしております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山吹委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山吹） 平谷のトンネルのほうでは測定はやっておられませんか。ちょっとあの

辺で苦情等をちょっと聞いていますので、最近はやってはおられない。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗像課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（宗像） 熊野町といたしましては、今の５カ所で今までトンネルのほう

でもしたことはございません。県のほうでトンネルの付近で調査をしているように

伺っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） １６７ページの廃棄物収集運搬事業なんですけれども、これは昨年も聞

いたのですが、ごみボックスの申請をされているのに、まだ設置をされていない箇所

は何カ所ぐらいあるのかというのと。何基分のボックスを見込んでいるのかというこ

とを教えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗像課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（宗像） 今年度の予算でごみボックスが設置できていない箇所というこ

とですけれども４カ所ほどございます。新年度につきましては、修繕も含めて１５０

万円組ませていただいておりますので、新設のみで計算しますと約８基分ということ

になろうかと思います。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） ４カ所の場所がわかれば教えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 宗像課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（宗像） 現在、申請を受けておりますものが萩原地区が３カ所、東山地

区が１カ所ということで、萩原のほうの３カ所につきましては、１カ所は従前の箇所

なんですけれども、２カ所につきましては、宅地造成等進められております箇所で、

今後といいますか。家が建つ見込みの場所という４カ所です。東山を含めまして４カ

所の申請がございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかにございませんか。よろしいですか。

（「質疑なし」の声あり）

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、衛生費、消費者啓発事業、幼稚園

就援奨励等事業についての質疑は終わります。

暫時休憩いたします。

再開は、１３時半からとします。

（休憩 １１時４３分）

（再開 １３時２７分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 休憩前に引き続き、分科会を再開します。

初めに、国民健康保険事業特別会計について、説明をお願いいたします。

佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） それでは、国民健康保険事業特別会計について御説明いたします。

冊子のちょうど中ほど、薄い緑色の紙の仕切りがございますが、そこからが国民健康

保険事業特別会計の予算案となっております。

国民健康保険事業は制度改革により、今年度から県が財政運営の責任主体となり、県

単位化による新体制での運営が始まっております。被保険者数は、３月１日現在、５,
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１３５人で減少傾向が続いております。

それでは、予算案のうち、主だった内容について説明させていただきます。

まず歳入ですが、１０、１１ページをお願いします。

１款の、国民健康保険税は、現年課税分と滞納繰越分を計上しておりまして、その総

額は１枚めくっていただき、１２ページの上段にございますように、４億６,８８６万

１,０００円。本年度より２,０３４万７,０００円、４.２％の減となっております。

減額の主な要因は、被保険者数の減によるものでございます。

１２ページの下段をお願いします。

４款県支出金、１項県補助金において、保険給付費等交付金は、医療費等に充てる財

源として交付されるもので、２１億９５６万５,０００円。本年度より２,６５８万１,

０００円、１.２％の減となっております。

１４、１５ページをお願いします。

中段の６款繰入金、１項他会計繰入金の一般会計繰入金でございますが、一般会計が

収入する国庫負担金や地方交付税を特別会計に財源移転する、いわゆる法定繰り入れ

ですが、説明欄に記載しております保険基盤安定繰入金、出産育児一時金等繰入金及

び財政安定化支援事業繰入金で、これらの合計は、１億５,１５３万２,０００円。

次のその他一般会計繰入金は、法定外の任意の繰入金で、事務費分や、町の医療費助

成事業の実施に伴う給付費増額相当分の補償措置及び予備費の財源とするものとして、

１,９５８万円。これらの総額で１億７,１１１万２,０００円。本年度より１,１３２

万９,０００円、６.２％の減となっております。

次に、主な歳出でございます。２０、２１ページをお願いします。

１款総務費の１項総務管理費は、被保険者の資格管理などを行う電算処理関連の経費

などを計上する一般管理費と被保険者数に応じて国保連合会の運営経費を負担する連

合会負担金で構成し、総額９２６万６,０００円。本年度より５６万円、５.７％の減

となっております。

減額の主な要因は、システム改修経費の減額によるものでございます。

次の２項徴税費の賦課徴収費は、保険税の賦課徴収に伴う経費として、主に納税通知

書などの郵送料や電算処理関連経費などで、合計５０１万４,０００円。本年度より２

１９万５,０００円、７７.９％の増となっております。

増額の主な要因は、保険税の滞納整理システムの導入によるものでございます。
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２２、２３ページをお願いします。

３項趣旨普及費は、国保制度を周知・説明するために被保険者などに配布する国保の

しおりの印刷製本費１７万５,０００円を計上しております。

以上、総務費は１,４４５万５,０００円。本年度より１６１万５,０００円、１２.

６％の増となっております。

次の２款保険給付費の、１項療養諸費は、通院や入院に伴う医療費を医療機関に支払

う療養給付費、柔道整復やコルセット等の治療用装具などの費用を給付する療養費と、

２４、２５ページにございます、国保連合会に支払う審査支払手数料で構成し、総額

としまして、１８億７０６万８,０００円。本年度より１,７２１万１,０００円、０.

９％の減となっております。

続いて２４、２５ページの下段をごらんください。

２項高額療養費は、窓口での患者負担額について、一定の負担上限額を超えた場合に

給付を行う高額療養費。健康保険と介護保険の両方に自己負担がある場合、その１年

分を合算して、一定の負担限度額を超えた場合に給付する高額介護合算療養費で構成

し、総額２億６,４６５万２,０００円。本年度と同額としております。

２６、２７ページをお願いします。

下段、４項出産育児諸費は、出産育児一時金として、１件当たり４２万円を給付する

もので、国保連を通じて、医療機関へ直接支払いを行うことから、国保連への支払手

数料を含め、２０人分、８４０万５,０００円を見込んでいます。

２８、２９ページをお願いします。

中段、５項の葬祭諸費は、被保険者が死亡した場合、葬祭費として３万円を給付する

もので、４０人分、１２０万円を見込んでいます。

次の６項国民健康保険事業費納付金は、保険給付費等の財源として県に支払うもので、

６億２,４３１万４,０００円。本年度より４,８２９万２,０００円、７.２％の減と

なっております。

以上、保険給付費は２７億５６４万１,０００円。本年度より６,１３０万１,０００

円、２.２％の減となっております。

次に、３０、３１ページをお願いします。

３款保健事業費、１項特定健康診査等事業費は、４０歳以上の被保険者に健康診査を

実施しあわせて、内臓脂肪症候群いわゆるメタボリックシンドロームに該当する方な
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どに保健指導を行うもので、主な経費としては、栄養士報酬１８７万５,０００円、受

診券や結果通知などの郵送料等として役務費１１６万６,０００円、健診等委託料●●

●●●●●●●●円など、総額で２,９６２万５,０００円。本年度より８７６万３,０

００円、４２％の増となっております。

増額の主な要因は、新たに実施しますＡＩを用いた未受診者勧奨事業に係る委託料の

増でございます。

３２、３３ページをお願いします。

２項の保健事業費は、医療費通知に要する郵送料、後発医薬品差額通知作成業務に係

る委託料など、総額４０２万４,０００円。本年度より４３万５,０００円、９.８％の

減となっております。

以上、保健事業費は３,３６４万９,０００円。本年度より８３２万８,０００円、３

２.９％の増となっております。こうした内訳により、歳入歳出合計額は、２７億５,

８３４万９,０００円。本年度より５,８３５万８,０００円、２.１％の減となってお

ります。

以上で国民健康保険事業特別会計の説明を終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） はい、ありがとうございました。

それでは、国民健康保険事業特別会計について質疑を行います。

質疑はありませんか。

山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） せんだって、一般質問であったんです。受診率が非常に熊野町は高いと

いうことで、それは何か要因があるのでしょうか。ほかの市町に比べて。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 熊野町の病院受診率ということですが、広島県のほうが公表してお

りますデータによりますと、本町の受診率は平成２９年度県内でも１位となっており

ます。非常に高くなっているということで、その要因については、レセプトのデータ

等の分析をしてみました。そうしたところ、本町の国保の高齢化率というのが非常に
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高くなっているというふうな結果が出ております。国保の被保険者の高齢化というこ

とで、熊野町が３３.２％の高齢化率。同規模の自治体でいいますと２６.８％。県の

平均が２７.５％というような数字になっておりますので、熊野町が飛び抜けて高く

なっておるということで、高齢化の影響というか。高齢に起因するような持病をもっ

たような方がふえているのかなということで、そういった定期的な通院というのが多

くなっているのではないかということです。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 同じ規模のところでそんなに受診率が上がっていないのにうちだけが上

がるというのは何かほかに原因はあるんですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 先ほど言いましたレセプトのデータ分析です。その結果を見ますと、

やはり病気の種類でいいますと糖尿病でありますとか、高血圧症、また、緑内障、白

内障といった病気での受診が多くなっているという結果が出ております。ということ

はやはり高齢を起因としたそういう病気での受診ということがふえているということ

が伺えます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） こう言っては何なんですけれども、高齢化になると必ず白内障ですね、

手術しましょうとかいって、かなりの方が片目、両目なさって、かなりの医療費がか

かっているんだと思う。そういったことに対する何か手当というか。下げるような何

か策は考えていらっしゃいますか。白内障だけではなくて、糖尿病もあるでしょうけ

れども。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 確かに受診率は高くなっております。ただ、一方では、受診の１件

当たりの費用額というのもありまして、それは県内では２０位と安いというような結

果が出ておりますので、軽微な受診といいますか。定期的な受診というのが多くなっ

ているのではないかと。個人、個人がかかりつけの医師をもたれるということ。定期

的な通院をされるということは本人の健康維持であるとか。病気の重症化を防ぐとい

う意味ではある程度は必要なことではないかなと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 早期治療、早期発見で高額医療がほかの市町に比べると少ないんでしょ

うか。その辺は調べていらっしゃいますか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 高額医療自体での比較というのは。そういった比較するものがない

ものです。その辺は町としてはつかんでおりません。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） いいですか。

山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 調べてみてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 済みません。２点についてお伺いします。２１ページの賦課徴収事業の

滞納整理システムをもう少し詳しく教えていただきたいのと。３１ページの特定健康
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診査の受診率を教えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 須賀税務課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○税務課長（須賀） 滞納整理システムのことでございますが、この経費は一般会計の収

納事務事業のほうにも計上させていただいておるんですけれども、収納促進室では町

税のほうと国保税のほうの収納をしております。この国保会計に挙げているシステム

導入の経費については、導入経費にかかるものについて県の調整交付金の対象経費と

して認められるということになりますので、そちらのほうを活用するということで、

町税、国保税。経費を案分して、導入経費についてをこちらの国保会計のほうに計上

しているということになっております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 特定健診の受診率ですが、まだ今年度終了してませんが、途中経過

でございます。１月２５日現在でいきますと、２２.３％の方が受診をされている受診

率です。目標としては４０％の目標を掲げて行っておりますが、まだそこには至って

いないというような状況です。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） もう一点、同じページなんですけれども、ＡＩで未受診者というのを先

ほど言われてたと思うんですけれども、もう少し詳しく教えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 佛圓住民課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 今年度国保連のほうに委託して行う事業なんですが、ＡＩを使って

受診をされていない方のデータ等を分析しまして、その人の特性に応じた分類分けを
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します。それを人間の力ではなくＡＩの力を使ってということで、その分類分けをし

て、その方たちに応じたより効果的な案内、通知、そういったものを作成して送ると

いうことで、通常どおりのお手紙を送っていたのでは、なかなか見ていただけない。

読んでもすぐ処分されてしまうということがありますので、県のほうもそれに力を入

れておりますので、熊野町も取り組んでいきたいと考えております。

以上です。

○総務厚生分科会進行役（時光） ほかに質疑はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、次に移りたいと思います。

続きまして、後期高齢者医療特別会計について、説明をお願いします。

佛圓課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民課長（佛圓） 後期高齢者医療特別会計について説明いたします。

予算書におきまして、国保特別会計の次は公共下水道事業特別会計ですので、さらに

その次になります。

後期高齢者医療制度は、強制加入となる七五歳以上の方などを被保険者として、県内

の市町が設置した広域連合が保険者となり、保険給付等を行う制度です。町は、広域

連合が賦課した保険料を徴収するとともに、広域連合に対しまして、その徴収した保

険料などを納める保険料負担金、町が負担すべき療養給付費負担金及び事務費分賦金

を納付する事務のほか、被保険者に対する窓口サービスを行っております。被保険者

数は、３月１日現在、４,３７３人で、増加傾向が続いております。

それでは、予算案につきまして、説明させていただきます。

まず、主な歳入ですが、１０、１１ページをお願いします。

１款後期高齢者医療保険料は、広域連合による試算値をもとに合計で、３億２,２７

５万２,０００円。本年度より２０６万９,０００円、０.６％の増となっております。

３款繰入金、１項の一般会計繰入金でございますが、町の特別会計や広域連合におけ

る事務費の財源とする事務費繰入金１,７６７万８,０００円、療養給付費の一部を広

域連合に法定負担する財源とする療養給付費繰入金３億１,１５８万５,０００円、保

険料軽減による減収分に充てる保険基盤安定繰入金を６,６０９万３,０００円として

おります。これらは、一般会計において県負担金として収入したものや地方交付税に
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より措置されたものを、特別会計に財源を移転するもので、総額３億９,５３５万６,

０００円。主に療養給付の支払いに充てるための療養給付費繰入金の増額により、本

年度より２,５０５万２,０００円、６.８％の増となっております。

次に、主な歳出でございます。１４、１５ページをお願いします。

１款総務費の１項総務管理費では、納税通知書等の印刷に係る経費やクラウド利用料、

システム改修委託料などの合計で１０１万４,０００円。本年度より６８万６,０００

円、４０.４％の減となっております。

減額の主な要因は、システム改修経費の減額によるものでございます。

２項の徴収費は、保険料納付書などの郵送料として役務費６３万１,０００円などの

計上により、合計８３万３,０００円を計上し、総務費の合計で１８４万７,０００円。

本年度より５９万円、２４.２％の減となっております。

１６、１７ページをお願いします。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の事務費を負担する事務費分賦金と

して１,５８７万５,０００円、療養給付費の約８％に相当する額を町が広域連合に法

定負担する療養給付費負担金を３億１,１５８万５,０００円、徴収した保険料等を納

める保険料等負担金の３億８,９２５万３,０００円などで、総額７億１,６３２万６,

０００円。本年度より２,７０２万円、３.９％の増となっております。

増額となった主な要因は、被保険者数及び医療費の増加に伴うものでございます。

こうした内訳により、歳入歳出合計額は、７億１,９１７万４,０００円。本年度よ

り２,６４３万円、３.８％の増となっております。

以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。

それでは、後期高齢者医療特別会計について、質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、次に移りたいと思います。

続きまして、介護保険特別会計について、説明をお願いします。

西村高齢者支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○高齢者支援課長（西村） 介護保険特別会計について御説明いたします。

予算書の後期高齢者医療特別会計の次の仕切りからでございます。介護保険特別会計

には、保険事業勘定と介護サービス事業勘定がありますが、まず保険事業勘定から御

説明いたします。４、５ページをお開きください。

保険事業勘定は、歳出の２款介護サービスに係る保険給付や、３款の地域支援事業に

対し、歳入の１款６５歳以上の保険料、３款の４０歳から６４歳までの保険料である

支払基金交付金、そして、４款、５款、６款の国、県、町の負担金で賄う仕組みと

なっております。３年に１回、保険給付費に応じた６５歳以上の保険料を設定してお

ります。なお、歳出の１款総務費に対しては全て町費となるため、一般会計からの繰

入金のみとなります。

事業の歳入歳出予算の総額は、２２億７５６万５,０００円で、本年度より５.３％の

増となっております。

まず、歳入の御説明をいたします。１８、１９ページをお願いします。

１款保険料は、６５歳以上の介護保険料で、年金から天引きを行う特別徴収保険料と、

納付書などで支払う普通徴収保険料などをあわせ、５億６,３４４万７,０００円で、

本年度より２,２２７万４,０００円、３.８％の減となっております。主な減額の要因

は、消費税増税に伴う低所得者の保険料軽減措置の完全実施によるものです。

３款支払基金交付金は、４０歳から６４歳までのいわゆる２号被保険者保険料を支払

基金を通じ、法定負担分として交付を受けるものです。

４款１項の国庫支出金から、次の２０、２１ページの５款の県支出金までは、介護給

付費及び地域支援事業費に対する、国、県からの交付金及び補助金です。

２２、２３ページをお願いします。

６款繰入金は一般会計からの繰入金で、１目から３目は、介護給付費及び地域支援事

業費に対する法定負担分の繰入金です。４目その他一般会計繰入金の事務費繰入金は、

被保険者の資格管理や介護認定事務などの事務費で、介護保険料軽減負担金は、消費

税増税を財源として行われる低所得者に対する保険料軽減措置分の一般会計からの繰

入金です。

続いて、歳出の御説明をいたします。２６、２７ページをお願いします。

１款総務費の一般管理費は、被保険者の資格管理に必要な経費で、事業費は３４０万

５,０００円で、本年度より１４１万８,０００円、２９.４％減となっております。
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減額の要因は、本年度には介護保険法改正に対応するためのシステム改修委託があっ

たことによるものです。主な事業費は、クラウドシステム利用料等の手数料２４０万

１,０００円です。

次の賦課徴収費は、介護保険料の付加及び徴収に必要な経費で、事業費は１５３万８,

０００円です。主な事業費は、保険料の納入通知書等を送付する通信運搬費９６万１,

０００円です。

２８、２９ページをお願いします。

介護認定審査会費は、５人の審査員で構成された審査会を４つ設け、月４回開催する

審査委員２０人に対する報酬で事業費は３３６万円で、本年度より３０万８,０００円、

８.４%減となっています。減額の要因は、本年度は、２年ごとの審査会委員交代に伴

う研修会に係る経費を計上していたことによるものです。

認定調査等費は、要介護認定に必要な、調査及び主治医の意見書聴取に係る経費で事

業費は１,００７万５,０００円で、本年度より、６万２,０００円、０.６%の減となっ

ております。主な事業費は、主治医意見書作成手数料として９０８万４,０００円、認

定調査業務委託料●●●●●●●●●●円です。

次に、２款保険給付費についてですが、まず、１項介護サービス等諸費は、要介護１

から要介護５の認定者の居宅及び施設サービス給付費を計上しております。１目居宅

介護サービス給付費は、ヘルパー派遣やデイサービスなどの給付費で、６億９,７３７

万１,０００円です。

２目施設介護サービス給付費は、特別養護老人ホーム等の３施設における施設入所

サービス給付費で８億７,１７０万６,０００円です。

３０、３１ページをお願いします。

３目居宅介護福祉用具購入費は、ポータブルトイレや、入浴用いすなどの購入に係る

経費で２４９万２,０００円、４目居宅介護住宅改修費は、手すりの設置などの住宅改

修に係る経費で、６７１万４,０００円です。５目居宅介護サービス計画給付費は、ケ

アプラン作成費として、８,４５３万１,０００円で、６目地域密着型介護サービス給

付費は、町が指定し、原則、町民のみが利用できる、認知症高齢者グループホームや、

小規模多機能型などの給付費で、２億５,０２８万５,０００円です。

３２、３３ページの上段をお願いします。

以上、１項介護サービス等諸費の総額は、１９億１,３０９万９,０００円で、本年度
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より１億１,３８４万４,０００円、６.３％増となっています。

次の２項その他諸費、審査支払手数料は、国民健康保険団体連合会による介護給付費

請求に係る審査支払手数料で、事業費は１４２万１,０００円です。

次の、３項高額介護サービス等費は、一定額以上の介護サービス料を負担された方に

対し払い戻しを行うもので、事業費は、１目の介護と２目の介護予防あわせて、３,３

０２万１,０００円です。

３４、３５ページをお願いします。

４項高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険の世帯負担額に年単位で

上限額を設け、その超過額を払い戻すもので、その内の介護保険負担分について計上

しております。事業費は、介護と介護予防あわせて、３６６万６,０００円です。５項

特定入所者介護サービス等費は、住民税非課税世帯者の施設入所やショートステイ利

用時の居住費及び食費を、所得状況に応じて軽減するものです。事業費は、介護と介

護予防あわせて、７,３１７万５,０００円で、本年度より３８１万７,０００円、５.

５％の増となっています。

３６、３７ページをお願いします。

６項介護予防サービス等諸費は、要支援１及び２と認定された要支援者が利用する居

宅サービス給付費を計上しています。事業費は、１目介護予防サービス給付費から、

３８、３９ページの５目地域密着型介護予防サービス給付費までをあわせ、４,３３２

万７,０００円で、本年度より４４２万３,０００円、９.３％減となっています。各目

の事業内容は、先ほど説明しました、１項介護サービス等諸費と同様ですが、要支援

者は特別養護老人ホームなどの施設サービスの利用ができませんので、施設サービス

給付費はありません。

次の、３款地域支援事業費ですが、地域支援事業は、介護保険サービスとは別に、介

護予防事業や認知症施策、また、総合事業など、地域の実情に応じて実施する事業で

す。１項１目一般介護予防事業費ですが、事業費は、１,８８９万１,０００円で、本

年度より４７万１,０００円、２.６％増となっております。シルバーリハビリ体操指

導士の養成や活動支援、介護予防教室の実施に関する経費を計上しております。

主な事業費は、２名の職員人件費と、講師や看護師等の謝金などの報償費５２万２,

０００円です。

４０、４１ページをお願いします。下段、２項包括的支援事業・任意事業費の、１目
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包括的支援事業費ですが、地域包括支援センターの運営に必要な経費で、事業費は、

３,４２８万４,０００円で、本年度より７３万５,０００円、２.１％減となっており

ます。

主な事業費は、専門職の職員人件費と、次のページに続きまして臨時職員の賃金６７

０万２,０００円、相談支援センター委託料●●●●●●●●●●円です。

４４、４５ページをお願いします。２目任意事業費ですが、事業費は４３９万３,０

００円で、本年度より２４万８,０００円、５.３％減となっております。減額の要因

は、緊急時対応業務の廃止によるものです。主な事業費は、成年後見人謝金の８８万

８,０００円、緊急通報体制等整備事業委託料●●●●●●●●●●円、扶助費の要介

護者を介護している低所得者に対し紙おむつを支給する、家族介護用品給付費の６０

万円です。

３目認知症総合支援事業費ですが、この事業は、認知症の早期診断・早期対応するた

めに設置が義務づけられている認知症初期集中支援チームに必要な経費や認知症カ

フェの活動支援に必要な経費を計上しております。

事業費は、２２万円で、本年度より８万９,０００円、２８.８％の減となっておりま

す。減額の要因は、認知症地域支援推進員の県外研修のための特別旅費の減額などに

よるものです。

４６、４７ページをお願いします。主な事業費ですが、研修参加負担金７万８,００

０円、認知症カフェ補助金５万９,０００円です。

４目在宅医療・介護連携推進事業費ですが、医療・介護関係者の研修会や、住民向け

の講演会などに関する経費を計上しており、事業費は１３万１,０００円、本年度より

１５万４,０００円、５４.０％の減となっております。減額の要因は、本年度に、町

制施行１００周年事業として、住民向け講演会の実施に係る経費を計上していたこと

によるものです。主な事業費は、安芸地区医師会に委託する在宅医療相談支援窓口事

業の委託料●●●●●●●●●●円です。

５目生活支援体制整備事業費ですが、この事業は、高齢者支援のための生活支援サー

ビス充実のための課題整理や対応策の検討に係る経費などを計上しており、事業費は

７３万９,０００円、本年度より６,０００円、０.８％減となっております。主な事業

費は、生活支援員養成講座の講師謝金９万２,０００円、ページをめくっていただいて、

協議体運営委託料●●●●●●●●●●万円です。
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６目地域ケア会議推進事業費ですが、この事業は多職種連携による個別事例の検討等

を行い、地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進

するための経費を計上しています。事業費は１５万９,０００円で、主な事業費は、地

域ケア会議開催に伴う講師謝金１１万４,０００円です。

次の３項介護予防・生活支援サービス事業費ですが、要支援者の総合事業に係る経費

で、１目介護予防・生活支援サービス事業費は、要支援者のホームヘルプサービスと

デイサービスに係る経費で、事業費は３,７６２万２,０００円、本年度より２６万５,

０００円、０.７％の減です。主な事業費は、現行相当のホームヘルプサービスとデイ

サービス、西部地域健康センターで実施する基準緩和型通所サービス及びホームヘル

プサービスに係る委託料●●●●●●●●●●円です。

５０、５１ページをお願いします。

２目介護予防ケアマネジメント事業費は、総合事業利用者に対するケアプラン作成費

を、地域包括支援センターから委託された事業所に対し支出するもので、事業費は２

９４万９,０００円です。

保険事業勘定の説明は以上です。

続きまして、介護サービス事業勘定の御説明をいたします。

６１、６２、６３ページをお願いします。

サービス事業勘定は、地域包括支援センターが事業所となり、要支援１及び２の認定

者に対し、センター職員がケアマネジャーとして予防プランの作成を行うものです。

事業の歳入歳出予算の総額は、６８９万２,０００円で本年度より３７万円、５.１％

の減となっております。

６４、６５ページをお願いします。

歳入ですが、１款サービス収入として、要支援１及び２の認定者の予防プランを作成

したことに対する介護予防ケアマネジメント収入として５５２万円、次の２款一般会

計繰入金は人件費に対する一般会計からの繰入金で１０４万２,０００円です。

６６、６７ページをお願いします。

歳出ですが、事業費は６８９万２,０００円で、本年度より３７万円、５.１％減と

なっております。減額の要因は、法改正に伴う支援ソフトの改正費用の減によるもの

です。主な事業費は、予防プラン作成を行う臨時職員賃金２２４万５,０００円、町内

など、居宅介護支援事業所への予防プラン作成などの委託料●●●●●●●●●●円
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です。

介護保険特別会計の説明は、以上です。

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございました。

それでは、介護保険特別会計について質疑を行います。質疑はありませんか。

沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） ４５ページの任意事業なんですけれども、緊急時の対応減によるものと

いうことだったんですが、これは緊急通報体制が整備されたからなのか。もう少し詳

しく教えていただきたい。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 西村課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○高齢者支援課長（西村） 緊急整備体制事業というのは、おひとり暮らしであったり、

病的なものであったりということで、ひとり暮らしで不安ということで、緊急電話の

ようなものを各世帯に置いておりまして、何か心配なこととか、急変があったときに

押してもらうというようなものなんですけれども、それがあったときに、前回は、西

部相談センターにつながって、そこが一回職員が見に行ってということをしておりま

したけれども、ほとんど実績がありませんでした。ということで、何かあれば職員で

あったりがまいりますけれども、緊急通報をされたときに既にコールセンターのほう

でも救急要請をしていいただくということで十分対応できるということでなくしたも

のでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） よろしいですか。

ほかにありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○総務厚生分科会進行役（時光） ないようでしたら、以上で当分科会での審査は全て終

了しました。

それでは、審査報告につきまして、進行役において報告書を作成したいと思います。

報告書作成のため暫時休憩いたします。
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（休憩 １４時１０分）

（再開 １４時１１分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生分科会進行役（時光） 休憩前に引き続き、分科会を再開します。

分科会報告書を作成しましたので、朗読します。

予算特別委員長 沖田ゆかり様

総務厚生分科会進行役 時光良造

平成３１年熊野町議会予算特別委員会総務厚生分科会審査状況報告書

本分科会は、平成３１年予算特別委員会において付託された次の件について、３月１

３日、１４日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。

１ 審査議案。

議案第２０号、平成３１年度熊野町一般会計予算のうち、議会費、総務費、民生費、

衛生費、商工費、消防費、公債費、諸支出金、予備費及び教育費の一部について。

議案第２１号、平成３１年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について。

議案第２３号、平成３１年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について。

議案第２４号、平成３１年度熊野町介護保険特別会計予算について。

以上案です。

それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会に報告することで御異議ありま

せんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○総務厚生分科会進行役（時光） ありがとうございます。

それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会で報告することに決定しました。

以上をもちまして、総務厚生分科会を終了します。

皆さん、御協力ありがとうございました。

（散会 １４時１３分）
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平成３１年予算特別委員会 産業建設分科会

（会議録 第１号）

１．招集年月日 平成３１年３月１４日

２．招集の場所 第１委員会室

３．開議年月日 平成３１年３月１４日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．出席委員（１５名）

１番 尺 田 耕 平 ２番 竹 爪 憲 吾

３番 立 花 慶 三 ４番 諏訪本 光

５番 沖 田 ゆかり ６番 片 川 学

７番 時 光 良 造 ８番 民 法 正 則

９番 荒 瀧 穂 積 １０番 大瀬戸 宏 樹

１２番 山 野 千佳子 １３番 久保隅 逸 郎

１４番 中 原 裕 侑 １５番 馬 上 勝 登

１６番 山 吹 富 邦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．欠席委員（０名）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明のために出席した者の職氏名

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 内 田 充

教 育 長 林 保

建 設 部 長 沖 田 浩

総 務 部 長 宗 條 勲

危 機 管 理 監 貞 永 治 夫

建 設 部 次 長 堂 森 憲 治

建設部技術次長 林 武 史

総 務 部 次 長 堀 野 辰 夫

都 市 整 備 課 長 福 嶋 春 樹
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上 下 水 道 課 長 寺垣内 栄 作

建 設 課 主 幹 桑 垣 誠

財 務 課 長 桐 木 和 義

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．職務のため出席した者の氏名

議 会 事 務 局 長 西 村 隆 雄

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．会議に付した事件

総務費の一部

農林水産業費

土木費

災害復旧費

公共下水道事業特別会計

上水道事業会計

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．議事の内容

（開会 １４時２８分）

○産業建設分科会進行役（民法） ただいまから、平成３１年予算特別委員会産業建設分

科会を開催します。

それでは平成３１年度の事業ごとにおける歳入歳出予算について、各担当から説明を

受けたいと思います。

最初に、総務費の一部と農林水産業費、土木費、災害復旧費について、説明をお願い

します。

福嶋都市整備課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○都市整備課長（福嶋） 建設部及び水道部の予算説明に関しまして、建設課、開発指導

課、上下水道課においては、Ａ４判の資料、事業箇所図をお配りしておりますので、

この資料も御参考にしてください。

それでは、まず初めに７６、７７ページをお開きください。下段の住居表示事業から

でございます。
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この事業は、住宅の建築等に伴う住居表示の設定、その管理に伴う住居表示台帳の整

備などに係る経費を計上するもので、事業全体で２３万６,０００円、本年度より４,

０００円、１.７％の増となっております。

増額の要因は、消費税の増額分でございます。

歳入のその他の１,０００円は、住居表示案内図等の雑入です。

主な事業費は、住居表示台帳修正に係る委託料と街区表示板の購入等、維持管理に伴

う消耗品費５万３,０００円です。

次の７８ページの企画費以降の民生費、衛生費は、総務部及び民生部で説明しており

ますので、少し飛びまして１７０、１７１ページをお願いします。このページの一番

下の欄と次の１７２、１７３ページをごらんください。

５款農林水産業費 １項農業費 １目農業委員会費、農業委員会でございます。

この事業は、熊野町農業委員会に関する経費を計上するもので、事業全体で４９３万

２,０００円、本年度より９万５,０００円、２％の増となっております。

増額の主な要因は、利用状況調査に係る臨時職員の賃金の増によるものでございます。

歳入の国・県支出金１８９万９,０００円は、県の農業委員会交付金１０９万８,００

０円と機構集積支援事業補助金等８０万１,０００円で、その他の７万９,０００円は、

農業者年金業務委託手数料等でございます。

主な事業費は、農業委員と農地利用最適化推進委員１４人の報酬１９２万３,０００

円、電算処理関係の手数料９６万８,０００円です。

続きまして、１７４、１７５ページをお願いします。

２目農業総務費、農業啓発推進事業でございます。

この事業は、農産物の生産実態を住民に深く認識していただき、地域農業の発展と生

産意欲の高揚を図り、住民相互の親睦を図ることを目的に行う農業祭開催に係る経費

を計上するもので、事業全体で７４万６,０００円、本年度より１万４,０００円、１.

８％の減となっております。

減額の要因は、開催準備に係る職員の時間外手当の減によるものでございます。

主な事業費は、農業祭実行委員会補助金４０万円です。

続きまして、３目農業振興費、農業振興対策事業でございます。次の１７７ページの

上段にかけて記載をしております。

この事業は、農業振興に係る事務全般の経費を計上するもので、事業全体で２１６万



－114－

円、本年度より５６万３,０００円、３５％の増でございます。

増額の主な要因は、農業再生協議会交付金の増によるものでございます。

歳入の国・県支出金１４６万１,０００円は、県の農業再生協議会交付金１１５万円、

数量調整円滑化事業補助金等３１万１,０００円です。

主な事業費は、農業生産行政協力員９名の報酬６０万２,０００円、農業再生協議会

交付金１１５万円、各種協議会負担金等２７万９,０００円です。

続きまして、鳥獣被害防止対策事業でございます。

この事業は、農産物に被害を及ぼすイノシシ、ヌートリアなどの有害鳥獣の駆除並び

に防除を目的とし、その被害防止に係る経費を計上するもので、事業全体で２４９万

円、本年度より５万１,０００円、２.１％の増額となっております。

増額の主な要因でございますが、有害鳥獣捕獲報奨金として、イノシシ４０頭分を増

額したことによるものでございます。

歳入の国・県支出金９万８,０００円は、県の鳥獣被害防止総合対策交付金でござい

ます。

主な事業費は、鳥獣被害対策実施隊員報酬２８万円、有害鳥獣捕獲報奨金６２万円、

有害鳥獣駆除班補助金６０万８,０００円、有害獣防除用施設設置事業補助金６４万５,

０００円、鳥獣駆除対策協議会補助金１０万円でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部次長（堂森） 続きまして、４目農地費、単町農業基盤整備事業でございます。

次の１７９ページにかけて記載しております。

この事業は、農業基盤の保全を図るため、農業用施設の維持補修を行うもので、事業

全体で７７４万７,０００円、本年度より３１３万７,０００円、２８.８％の減となっ

ております。

減額の主な要因は、災害復旧事業を優先するため、熊野北農道舗装補修工事を取りや

めたことによるものでございます。

主な事業費は、水路等の農業基盤整備の工事請負費でございます。

歳入のその他５０万円は、受益者負担金でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○都市整備課長（福嶋） 続きまして、ごらんのページから１８１ページにかけて記載を

しております、２項林業費 １目林業振興費、林業振興対策事業でございます。
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この事業は、ひろしまの森づくり事業交付金を活用し、里山の荒廃を防ぎ、自然との

ふれあい等を目的とした森林整備を行い、その自然環境及び景観の保全を図る事業に

係る経費を計上するものでございます。事業全体で１,０７４万９,０００円、本年度

より７４０万円、２２１％の増額となっております。

増額の主な要因は、平成３０年７月豪雨で被災したゆるぎ観音付近の森林を地元と一

体となって整備する、ひろしまの森づくり事業の特認事業７００万円によるものでご

ざいます。

歳入の国・県支出金１,０３０万円は、県のひろしまの森づくり交付金です。

主な事業費は、里山林整備事業の委託料と、先ほどのゆるぎ観音一帯を整備する森づ

くり活動補助金の７００万円でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部次長（堂森） 続きまして、小規模崩壊地復旧事業でございます。

この事業は、人家２戸以上に隣接する荒廃林地の復旧事業で、事業全体で１,８５６

万３,０００円で本年度より皆増となっております。

増額の主な要因は、３０年７月豪雨災害により被災した荒廃林地の復旧事業として、

委託料、工事請負費によるものでございます。

歳入の国・県支出金９０６万円は国庫交付金で、地方債４５０万円、その他４５３万

円は受益者負担金でございます。

続きまして中段、林道維持管理事業でございます。

この事業は、林道施設の利用者の安全を確保するため、維持補修等を実施するもので、

事業全体で１０４万２,０００円、本年度より２,０００円、０.２％の増となっており

ます。

主な事業費は、林道維持補修の工事請負費でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） 続く１８２ページから１８７ページの商工費は総務部、民生部

で説明しておりますので、少し飛びまして、１８８、１８９ページをごらんください。

７款土木費 １項土木管理費 １目土木総務費、道路管理事務事業について御説明し

ます。

この事業は、道路・河川の管理や占用物の許認可、官民境界の確定事務を行うもので、

事業全体は２３７万４,０００円で、本年度より２２万７,０００円、８.７％の減でご
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ざいます。

減額の主な要因は、公用車の車検に要する費用の減額です。

主な事業費は、道路台帳の修正などに要する委託料で、合わせて２１２万３,０００

円です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部次長（堂森） 続きまして、ごらんのページ下段から１９１ページの中段にかけ

て記載されております、２項道路橋梁費 １目道路橋梁総務費の、県営事業及び土木

一般事業でございます。

この事業は、県が施工した県単独事業に係る事業負担金等を計上するもので、事業全

体で１,４１６万１,０００円、本年度より３７万５,０００円、２.７％の増となって

おります。

具体的には、県道矢野安浦線バイパス事業、県道瀬野呉線バイパス事業の工事負担金

でございます。

歳入のその他５４万８,０００円は、臨時職員等社会保険料納付金でございます。

主な事業費は、県道改良事業負担金の９００万円でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） 続きまして、ごらんのページから１９３ページにかけて記載し

ております、２目道路維持費、道路維持管理事業でございます。

この事業は、日常的な道路や河川の維持管理を行うもので、事業全体は４,１７８万

３,０００円で、本年度より１４６万４,０００円、３.４％の減となっています。

減額の要因は、災害復旧を優先させるため、修繕工事を縮減したことによる工事請負

費の減額でございます。

歳入は、地方債９００万円、その他の５７０万７,０００円は、道路占用料３９８万

２,０００円、屋外広告物許可手数料５６万５,０００円、臨時職員等社会保険料納付

金６５万８,０００円、水道工事復旧負担金など５０万２,０００円です。

主な事業費は、臨時職員２名の賃金４２９万７,０００円、道路照明の電気料などの

光熱水費２４０万円、町道の街路樹管理事業などの委託料、道路維持に要する工事請

負費でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部次長（堂森） 続きまして、町内一円道路維持事業でございます。ごらんのペー
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ジから１９５ページにかけて記載しております。

この事業は、住民の道路交通の安全性を確保するため、町道及び権限委譲された県道

３路線について維持補修を行うもので、事業全体で１,２５６万円、本年度より５３０

万円、２９.７％の減となっております。

減額の主な要因は、災害復旧事業を優先するため、町道側溝整備工事及び町道出来中

溝線側溝整備工事を取りやめたことによるものでございます。

歳入の国・県支出金１,０２６万円は、県の分権改革推進移譲事務交付金でございま

す。

主な事業費は、権限委譲された県道の維持修繕業務委託料と、町内一円の道路維持修

繕の工事請負費でございます。

次に、道路維持事務事業でございます。

この事業は、町道施設の維持管理等に必要な事務的経費を計上するもので、事業全体

で１０３万円、本年度より１４６万４,０００円、５８.７％の減となっております。

減額の主な要因は、公用車の購入が完了したことによるものでございます。

続きまして、中段、３目道路新設改良費、町道局部改良事業でございます。

資料の、図面ですけども、平成３１年度建設課主要事業実施箇所図を御参照ください。

実施箇所図では、１番で実施予定の５カ所を表示しております。

それぞれの箇所の詳細は２ページから６ページになります。

この事業は、町道の部分的な拡幅や交差点の改良など、局部的な改良工事を実施する

もので、平成３１年度は萩原、中溝、城之堀、呉地、平谷地区で各１カ所、改良事業

を予定しております。

事業全体で２,６５０万円、本年度と比べ１,９７５万円、４２.７％の減となってお

ります。

減額の主な要因は、災害復旧事業を優先するため、通常事業を縮小したことによるも

のでございます。

歳入のその他の１,８００万円は基金繰入金でございます。

主な事業費は、改良工事を実施するために必要な調査測量設計業務委託料、工事請負

費及び用地購入費が合わせて１,８００万円、物件移転補償費１５０万円でございます。

続きまして、ごらんのページから次のページにかけて記載しております道路新設改良

事務事業でございます。
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この事業は、町道施設の新設、改良に伴い発生する事務的経費を計上するもので、事

業全体で２７６万８,０００円、本年度より７０万２,０００円、３４％の増となって

おります。

増額の主な要因は、県土木協会負担金の増額によるものでございます。

主な事業費は、工事の設計に必要な積算システム使用料３４万１,０００円と、県土

木協会負担金１０４万７,０００円でございます。

次に、町道深原公園線（鞘ノ河内工区）新設事業でございます。

実施箇所図では２番で、詳細は７ページになります。

この事業は、町道深原公園線を深原地区準工業地域方面へ延伸するための道路を施工

するもので、事業全体で４,９５０万円、本年度より１,６７０万円、２５.２％の減と

なっております。

減額の主な要因は、事業に必要な用地買収が完了したことによるものでございます。

歳入の国・県支出金２,２５０万円は国庫交付金で、地方債は２,０２０万円、その他

の２３０万円は基金繰入金でございます。

主な事業費は、町道の橋梁下部工事の工事請負費でございます。

続きまして、ごらんのページ下段から１９９ページにかけて記載のあります町道呉萩

線（呉地・萩原工区）改良事業でございます。

実施箇所図では３番で、詳細は８ページになります。

この事業は、町道呉萩線のうち呉地工区として広南工作所から宝尺寺池までの見通し

の悪い区間の拡幅工事を行い、熊野東中学校の生徒の通学の安全性を向上させる事業

でございます。事業全体で３,３５０万円、本年度より２,７５０万円、４５８.３％の

増となっております。

歳入の国・県支出金１,８１５万円は国庫交付金で、地方債は１,３３０万円でござい

ます。

主な事業費は、拡幅工事に必要な工事請負費と用地購入費７００万円となっておりま

す。

続きまして、町道福垣内二反田前地線改良事業でございます。

実施箇所図では４番で、詳細は９ページになります。

この事業は、萩原地区の中心部に位置する直線の道路でございますが、緊急車両の通

行ができない狭隘な路線であり、２０２０年度から拡幅工事に着手するものでござい
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ます。

事業全体で９００万円、本年度より皆増となっております。

増額の主な要因は、調査測量設計委託料によるものでございます。

歳入の国・県支出金４５０万円は国庫交付金で、地方債は４００万円でございます。

次に、ごらんのページ下段の４目橋梁維持費、(国庫)橋梁維持修繕事業でございます。

実施箇所図では５番で、詳細は１０ページになります。

この事業は、平成２５年度に策定しました橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化の

著しい橋梁の補修工事を計画的に実施するもので、来年度は補修工事３橋と設計業務

２橋を予定しております。

事業全体で１,３００万円、本年度と同額となっております。

歳入の国・県支出金７１０万円は国庫交付金で、地方債は５３０万円でございます。

事業費は、補修工事に係る調査測量設計委託料と工事請負費でございます。

続きまして、２００ページ、２０１ページをごらんください。

３項河川費 １目河川管理費、町内普通河川改修事業でございます。

この事業は、町内一円の普通河川の災害を防止し、地域住民の安全を確保することを

目的として、改修、しゅんせつ、維持補修等を実施するもので、事業全体で９００万

円、本年度より３００万円、５０％の増となっております。

増額の主な要因は、昨年の災害に伴う河川しゅんせつ工事の増で、事業費は河川補修

工事に係る工事請負費のみとなっております。

歳入のその他８００万円は、基金繰入金でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○都市整備課長（福嶋） 続きまして、ごらんのページから２０３ページにかけて記載の

あります、４項都市計画費 １目都市計画総務費、都市計画一般事業でございます。

この事業は、都市計画審議会等に関する事務、並びに各種協議会への負担金を計上す

るもので、事業全体で７１７万４,０００円、本年度より５８９万５,０００円、４６

１％の増となっております。

増額の要因は、２０２１年度以降の町の将来像や土地利用などの基本方針を明らかに

したまちづくりの指針を定める都市計画マスタープラン策定業務によるものです。

歳入のその他収入５万円は、都市計画総括図販売によるものでございます。

主な事業費は、都市計画審議会委員６人の報酬６万９,０００円と、各種協議会等負
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担金１９万円、広島県都市計画基礎調査負担金２０万３,０００円です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） 続きまして、建築開発一般事業でございます。

この事業は、都市計画法や国土利用計画法等に基づく許認可事務の進達、営繕事務に

係る経費を計上しています。

事業全体で１５３万２,０００円、本年度より３９万３,０００円、３４.５％の増で

ございます。

増額の主な要因は、空き家の再調査を実施することに伴う委託料の増額です。

歳入の国・県支出金１万１,０００円は、県の土地利用規制等対策費補助金、その他

３,０００円は雑入です。

主な事業費は、空き家調査に係る委託料及び積算システムのソフトウエア使用料２７

万５,０００円です。

次に、ごらんのページの下のほうから２０５ページにかけて記載のあります、木造住

宅耐震診断補助事業でございます。

この事業は、耐震改修促進法に基づき、地震による被害から住民の生命・財産を保護

することを目的に、民間の木造住宅に対し、耐震診断費の補助を行う事業です。

事業費は、木造住宅耐震診断費補助金２０万円で、本年度と同額となっております。

歳入の国・県支出金１０万円は、国の住宅・建築物安全ストック形成事業補助金です。

次に、子育て世代「住むならくまの」応援事業でございます。

この事業は、本年度に引き続き行う事業で、子育て世代の定住を促進し、人口の維

持・地域の活性化を図るため、住宅を新築または中古住宅を購入する際の支援措置と

して、助成金を交付する事業です。

事業費は、本年度と同額で、子育て世代「住むならくまの」応援助成金の１,５００

万円です。

続きまして、建築物土砂災害対策改修促進補助事業でございます。

この事業は、本町に土砂災害警戒区域が指定されたことに伴い、特別警戒区域内の既

存建築物に対し、土砂災害対策のための改修費を一部補助するものでございます。

事業費は、本年度と同額の建築物土砂災害改修促進費補助金の１５１万８,０００円

で、歳入の国・県支出金１１３万８,０００円は、国からの補助金、住宅・建築物安全

ストック形成事業補助金７５万８,０００円と、県費補助の建築物土砂災害対策改修促
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進事業費補助金の３８万円です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○都市整備課長（福嶋） 続きまして、ごらんのページから２０７ページにかけて記載の

あります、２目公園費、都市公園緑地管理事業でございます。

この事業は、公園・緑地の適正な維持管理に係る経費を計上するもので、事業全体で

１,７１６万６,０００円、本年度より７３万８,０００円、４.５％の増となっており

ます。

増額の主な要因は、防主山公園内道路側溝改修工事等の工事請負費の増によるもので

ございます。

歳入のその他６万９,０００円は、緑地や公園内の電柱設置等の行政財産目的外使用

料です。

主な事業費は、植栽管理業務や草刈り業務の委託料及び公園敷地の土地借り上げ料１

５３万３,０００円、全国都市緑化ひろしまフェア負担金５９万３,０００円です。

続きまして、深原地区公園管理運営事業です。

この事業は、深原地区公園の管理運営を指定管理者のＮＰＯ法人きらら会に委託する

ための費用を計上するもので、事業費は５２９万２,０００円、本年度より５万７,０

００円、１.１％の増となっております。

歳入のその他１６万８,０００円は、自動販売機設置負担金です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部次長（堂森） 次に、ごらんのページから２０９ページにかけて記載のあります、

筆の里工房周辺整備事業でございます。

実施箇所図では６番で、概要は１１ページになります。

この事業は、平成２９年に策定された熊野町観光交流拠点整備構想に基づき、筆の里

工房に隣接した４.３ヘクタールの計画地内に芝生広場、こもれびの広場、せせらぎの

広場、冒険広場の４つの広場で構成する公園部分と、体験交流・研修施設、情報発信

施設、屋根つき広場、産直市・特産品販売施設、飲食施設を整備するもので、整備期

間を第１期と第２期に分けて整備することとし、第１期分の整備としまして、平成３

０年度から測量・調査、設計、用地買収に着手し、４つの広場で構成する公園及び駐

車場などの利便施設を３２年度から３４年度までの３年間で整備し、平成３５年度に

一部を供用開始した後に、第２期として体験交流・研修施設、情報発信施設などの整
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備を段階的に行う予定で、本来であれば、既に測量・調査を終え、用地買収に着手し

ている段階でございましたが、３０年７月の豪雨災害により一時作業が中断したこと

により、大半の作業を次年度に繰り越し実施することとなりました。

このことから、完成時期も当初計画からずれ込むことになりましたが、順次事業を進

めてまいりたいと考えております。現在、現地の調査・測量を再開しており、境界測

量の完了次第、用地買収に着手し、あわせて基本計画等業務を進めていくこととして

おります。

図面１２ページの赤色に着色した部分が用地買収区域で、土地登記簿上の合計面積は

６７筆、約３万３,１００平方メートルでございます。

測量業務が完了し、面積、金額が決まりましたら、改めて議会の皆様にもお示しをし

たいと考えております。

また、計画地の背後で土石流が発生しておりますが、こちらにつきましても県のほう

へ砂防施設の設置を要望しているところでございます。

事業全体で、１億１,１０５万３,０００円。本年度より７７４万１,０００円、６.

５％の減となっております。

歳入の国・県支出金４,３００万円は国庫交付金で、地方債は５,８５０万円、その他

の５７０万円は基金繰入金でございます。

主な事業費は、工房側の駐車場と歩道橋の工事請負費と用地購入費５,０００万円、

及び物件移転補償費１,０００万円でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○都市整備課長（福嶋） 次に、３目公共下水道費、熊野町公共下水道事業繰出金でござ

います。

この事業は、一般会計から公共下水道事業特別会計への繰出金を計上するもので、事

業費は３億４,６２３万２,０００円、本年度より１,１６１万円、３.５％の増となっ

ております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） ２１０、２１１ページをごらんください。５項住宅費 １目住

宅管理費、町営住宅管理事業でございます。

この事業は、町内の公営住宅９団地６９戸の維持管理を行うもので、事業全体は１,

１７２万２,０００円で、本年度より２１４万５,０００円、１５.５％の減でございま
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す。

減額の主な要因は、町営住宅の長寿命化計画の見直しが終わったことによる委託料の

減額です。

歳入の国・県支出金５４万円は国の公営住宅等ストック総合改善事業補助金、その他

１,１１８万２,０００円は家賃収入です。

主な事業費は、土地借り上げ料４５８万４,０００円、施設の保守点検や維持管理に

要する委託料及び町営住宅の修繕を行うための工事請負費です。

次に、２１２、２１３ページをごらんください。コーポラス熊野管理事業でございま

す。

この事業は、コーポラス熊野住宅３９戸の維持管理を行う事業で、事業全体で３１４

万２,０００円、本年度より３万９,０００円、１.２％の減となっています。

減額の主な要因は、委託料及び工事請負費の精査による減額でございます。

歳入のその他３１４万２,０００円は、家賃収入です。

主な事業費は、簡易的な修繕料８６万４,０００円、消防設備の保守点検等の委託料、

及び住宅の応急的な修理を行うための工事請負費でございます。

続きまして、２目豪雨災害対策費、応急仮設住宅事業でございます。

この事業は、昨年７月の豪雨災害で被災し、住宅に困窮する世帯に再建までの間、県

が行う応急的に民間住宅を借り上げ提供する事業を補完する事業で、事業全体は１,５

８１万７,０００円、主な事業費は、借り上げた住宅の使用料１,５５０万円です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○都市整備課長（福嶋） ごらんのページの下段から２１５ページにかけて記載のありま

す、６項地籍調査費 １目地籍調査費、地籍調査事業でございます。

この事業は、土地行政の基礎資料となる地籍を明確にするための費用を計上するもの

で、事業全体で１６１万８,０００円、本年度より１１万９,０００円、６.９％の減と

なっております。

減額の主な要因は、土地情報管理システム保守業務委託料の減によるものでございま

す。

歳入のその他収入１,０００円は、コピー代等の雑入です。

主な事業費は、地籍測量業務委託料でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○建設部次長（堂森） ページを少し飛びまして、２８４、２８５ページをお開きくださ

い。

１０款災害復旧費 １項農林水産施設災害復旧費 １目現年度耕地災害復旧費、農地

及び農業用施設災害復旧事業でございます。

この事業は、新たに災害が発生した場合に備え、費目をあらかじめ設けております。

続きまして、ごらんのページから２８７ページに記載のあります、２目過年度耕地災

害復旧費、農地及び農業用施設災害復旧事業でございます。

図面は１３ページ、平成３１年度建設課災害復旧事業実施計画箇所図を御参照くださ

い。図面上、赤い印が農地の実施予定箇所、青い印が農業用施設の予定実施箇所でご

ざいます。

この事業は、３０年７月豪雨災害により被災した農地、農業用施設の災害復旧を行う

事業で、事業全体で３億２,６２６万８,０００円、主な事業費は復旧に係る工事請負

費でございます。

歳入の国・県支出金２億８,５００万円は国庫補助金で、地方債は９００万円、その

他５００万円は受益者負担金でございます。

次に、３目過年度林道災害復旧費、林道災害復旧事業でございます。

図面では、新宮地区の緑の印になります。

この事業は、同様に３０年７月豪雨災害により被災した林道の災害復旧を行う事業で、

事業全体で１,０４２万３,０００円、主な事業費は復旧に係る工事請負費でございま

す。

歳入の国・県支出金８００万円は国庫補助金で、地方債は１８０万円でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） 続きまして、ごらんのページの下のほう、２項土木施設災害復

旧費 １目現年度土木災害復旧費、土木施設災害復旧事業でございます。

これは、平成３１年度に新たに災害が発生した場合に備え、費目をあらかじめ設けて

おります。

次に、２８８、２８９ページをごらんください。

２目過年度土木災害復旧費、土木施設災害復旧事業でございます。

復旧箇所の図面は１４ページの平成３１年度公共土木施設災害復旧事業実施計画箇所

図を御参照ください。
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赤い印が道路で、青い印が河川でございます。

この事業は、昨年の豪雨災害により被災した道路・河川の復旧事業を行う事業で、事

業全体は７億１,５５４万９,０００円で、主な事業費は復旧に係る工事請負費です。

歳入の国・県支出金は国庫補助金で４億４,１７６万円で、地方債は２億１,０４０万

円でございます。

一般会計については以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） それでは、７６ページから７９ページの住居表示費、

１７０ページから１８１ページの農林水産業費、１８８ページから２１５ページまで

の土木費、２８４ページから２８９ページまでの災害復旧費について、質疑を行いま

す。

質疑はございますか。

山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） １８１ページに小規模崩壊地復旧事業費というのがあるんですけど、大

体何カ所で改修されるのか。

もう一つは、１９３ページに臨時職員、道路橋梁費の中で、維持管理のところで臨時

職員を２人かな、１人か。これは何、専門の職員か、それか一般職員かどうなのか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 堂森建設部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部次長（堂森） お尋ねの小規模災害崩壊地復旧事業の箇所ということでございま

すけども、一応今、町内のほう昨年の災害の中で７カ所予定いたしておりますけども、

これ、地元負担金等の絡みもございまして、場合によっては実施をされないというこ

ともあるので地元調整が伴うんですが、町内で一応７カ所予定をしております。

以上でございます。

○産業建設分科会進行役（民法） 林技術次長。

○建設部技術次長（林） 臨時職員でございますけども、道路の補修とか草刈りとかをし

て、今現在来ていただいております臨時職員２名のものでございます。

以上でございます。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 今までやってらした臨時職員がですか。新たにと言われたのような気も

するんですけど。というのと、さっき７カ所のこの箇所は、もうほかにはないんです

か。把握してらっしゃいますか、ほか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 堂森建設部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部次長（堂森） 小規模崩壊地復旧事業なんですけど、一応この事業に乗っかるの

は７カ所というように認識しております。そのほかの堰堤であるとかいうものは別事

業になりますので、このメニューに該当するのは、先ほど言いました人家２戸以上に

対象になるところで行けばこの７カ所ということで今考えております。

○産業建設分科会進行役（民法） 林技術次長。

○建設部技術次長（林） さっき臨時職員でございますけれども、これは以前からずっと

来ていただいております職員でございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。ほか。

沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） １９５ページの町道局部改良事業なんですけれども、道路改良に関して

も道路維持に関しても、災害復旧が優先されるということで減額をされていらっしゃ

いますけれども、用地買収のときには地権者の了解を得ることが大変で、その辺をす

ごく慎重に考えていらっしゃるんだと思うんですが、町内の町道局部改良に関して、

地権者の了解が得られているのに、災害復旧が優先されるので、二、三年先になると

いった場所もございます。この件につきまして、地権者の方は高齢のために、二、三

年先になったら自分が果たして存命かどうかということを心配されたりもしてるんで

すけれども、了解のあるうちにやっていただけるように考えていただきたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 堂森建設部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部次長（堂森） そのあたり、用地が提供いただけるうちに早目に実施をしたらと

いう御質問だと思います。これにつきましても地権者のほうの意向を確認しながら、

その辺で急ぐもの、そうでないものというのはいろいろすみ分けてやっていきたいと

いうように考えております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。

山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） ２１３ページにおける応急仮設住宅事業における仮設住宅使用料が、１,

５００万出てるんですけれども、今現在、何軒分が補助されてるのか。何年を、最大

２年という話も聞いたんですけど、いつまで補助をされるのかというのを。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 林技術次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） 現在の入居でございますけれども、現在、応急仮設のほう、計

８８件、当初、８８世帯申し込まれまして入っておられました。ところが現在、もう

退去された方もおられるので、６４世帯が入っておられます。

それから、期間でございますけれども、今、大原ハイツに限ってでは、今の堰堤の工

事がありまして、それが第１期が終わるまで、ですから来年の、今の計画では１月ぐ

らいまではという予定にしております。それ以降は住宅が壊れた人で、それ以降に直

すとかいう方があれば、２年間までは行けるということになってます。２年です。

トータルで２年間です。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○委員（山野） 例えば堰堤ができて、その後にまた家を建てる、建てるか、また違うと

ころに行くか、そういったところの延長の場合には何か考慮されることはあるんです

か。すぐ建てるのも半年はかかる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 済みません、お静かにお願いしたいんですが。

林技術次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） 現在のところは考えておりません。ですから一応２年というこ

とで今のところはおりておしまいということになります。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） 大原ハイツの第一堰堤の完成予定、もう一度教えてください。聞き取れ

んかった。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 林技術次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） 来年の１月ぐらい、ことしの１２月に一応完成の予定でござい

ます。ですから、応急仮設のほうは大体７月の終わり、８月ぐらいに入居されました

ので、来年の１月ぐらいまで入居できるということでございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。ほかございませんか。

竹爪委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（竹爪） ２０３ページの木造住宅耐震診断補助事業というのがあるんですが、こ

の２０万円ですか、これはどういったものにお使いになられるんですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 林技術次長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） これは旧耐震、昭和５６年以前に建てた木造住宅に関しまして、

これは耐震基準に現在には合ってませんので、それの耐震診断をする費用、耐震性が

あるかどうかを判断する費用の一部を補助するという事業でございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 竹爪委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（竹爪） それで、そういう部分で、この木造住宅が一般住宅ということでもある

んですか。個人ではない。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 林技術次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部技術次長（林） そうですね、一般の木造の住宅でございます。在来工法の木造

住宅でございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） ほかないですか。

片川委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） 私、聞き逃がしたのかもわからんのですが、２８５ページの農地及び農

業用施設災害復旧事業と、それから公共土木施設災害復旧事業、この２,０００円、わ

ざわざ上げておられるんだが、２,０００円で何をされるんか、ちょっとお伺いしたい。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 堂森建設部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設部次長（堂森） 先ほどの、現年度の災害の件なんですが、費目として災害が起

こった場合にということで上げさせていただいております。予算費目上、あらかじめ

設けさせていただいております。費目を設けさせてもらってるということでございま

す。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 片川委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） それでは、今の違うことで、筆の里工房周辺整備事業ですね。前回と

違ってかなり絵が描いてあるんですが、要するに、前向きにやっておられることはい

いことだと思うんですが、これによって完成した年度から順を追って、どのぐらいの

売り上げ、集客を見込んでおられるのか。どの程度の計画をしておられるのか。

ちょっとだけでも、今あるだけでも教えていただければと思うんですが。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 内田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（内田） このたびのこの事業については建設部のほうでやっていくということ

だったんですけど、中のソフト的な問題につきましては総務部のほうで担当しており

ますので、ちょっと今資料のほう持ってあがってきてないんで、また後ほど提供させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） 片川委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） 逐次、御説明いただければということを常に思うております。精いっぱ

い考えてやっておられることはわかっておりますが、お金を使うだけで、後、できて

からの集客がどのくらいある、熊野町に対してどのくらいの相乗効果が毎年こういう

ふうに見込まれるんだというのをしっかり提示していただいた上で進めるべきだろう

と思うんで、その辺、考慮していただきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） よろしいですか。ほか、ございませんか。

それでは暫時休憩いたします。再開は３時３０分から、よろしくお願いします。

（休憩 １５時１８分）

（再開 １５時２７分）

○産業建設分科会進行役（民法） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

特別会計へと移りたいと思います。
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初めに、公共下水道事業特別会計について、説明をお願いいたします。

寺垣内上下水道課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○上下水道課長（寺垣内） それでは、公共下水道事業特別会計予算(案)について、御説

明いたします。

予算書中ほどにある緑色の仕切りの２枚目をお開きいただき、１６、１７ページから

１８、１９ページをお願いいたします。

まずは、１款総務費 １項総務管理費 １目一般管理費でございます。

この事業は、公共下水道の普及促進や維持管理経費を計上しております。

事業費全体で、２億１,０７５万１,０００円、本年度より１,１１４万７,０００円、

５.６％の増となっております。

増額の主な要因は、地方公営企業法適用移行支援業務の増や、流域下水道維持管理負

担金の増によるものでございます。

財源は、公営企業会計適用債７００万円、その他として繰入金等２０万７,０００円、

一般財源として下水道使用料２億３５４万４,０００円を充てております。

主な事業費といたしましては、まず中段にございます、維持管理に必要な業務等の委

託料合わせて●●●●●●●●●●円で、主に下水道使用料徴収委託料や、マンホー

ルポンプ場管理委託料及び地方公営企業法適用移行支援業務の委託料でございます。

また、工事請負費といたしまして●●●●●●●●●●円で、公共ます及び管渠補修

工事費、及び７月豪雨により被災した出来庭地区の慶神橋災害復旧に伴う下水道施設

の移設工事費等を計上しております。

１９ページ中段の流域下水道維持管理負担金９,７９９万７,０００円は、熊野町で発

生した下水道汚水を、広島市南区の広島県東部浄化センターで広域処理するために必

要な維持管理負担金でございます。

続きまして、下段の２款事業費 １項下水道事業費 １目公共下水道整備費でござい

ます。

ごらんのページから２３ページにかけて記載をいたしております。

事業費全体で８,０６７万１,０００円、本年度より３,７０６万５,０００円、３１.

５％の減となっております。

減額の主な要因は、公共下水道の大きな面的整備がおおむね終了したことにより、汚
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水管渠の工事延長が減じたことによるものです。

財源は、汚水管渠工事に係る国庫交付金１,３５０万円、下水道事業債５,０５０万円、

その他として受益者負担金等１,６６７万１,０００円を充てております。

主な事業費といたしましては、設計業務等の委託料が合わせて●●●●●●●●●●

円、また工事請負費が合わせて●●●●●●●●●●円で、国庫交付金事業として公

共下水道未普及地域の管渠整備、及び老朽管路の改築更新費用を計上しております。

事業実施箇所につきましては、お手元にお配りしております資料の１５ページ、平成

３１年度公共下水道主要事業実施計画箇所図及び詳細図は１６から１８ページに表示

しておりますので、ごらんください。

まず、実施計画箇所図①の中溝地区下水道実施設計業務ですが、中溝地区における下

水道未普及区域を整備するため、計画面積０.１５ヘクタールの実施設計を行うもので

す。

次に②の呉地地区汚水管渠工事でございますが、呉地地区の下水道未普及地域におき

まして、管渠計画延長１９９.２メートル、整備面積０.４６ヘクタールの下水道整備

を予定しております。

なお、①の実施設計業務と②の汚水管渠工事につきましては、当初、平成３０年度に

施工を予定していたものですが、災害の影響により当該年度の実施が不可能となり、

平成３１年度の実施とさせていただいたものでございます。

最後に、③の熊野団地汚水管渠改築更新工事でございますが、修繕・改築計画に基づ

き、緊急順位の高い老朽管路１９０メートルについて改築更新工事を行うものです。

公共下水道事業特別会計予算案の説明は、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） それでは、公共下水道事業特別会計について、質疑を

行います。

質疑はございませんか。

ないようでしたら、次に移りたいと思います。

続きまして、上水道事業会計について、説明をお願いいたします。

寺垣内上下水道課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○上下水道課長（寺垣内） それでは、上水道事業会計予算(案)について、御説明いたし
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ます。

なお、上水道事業会計予算につきましては、地方公営企業法施行規則第４５条におき

まして、予算書の様式が定められております。したがいまして、一般会計などの予算

書のような事業ごとの予算編成になっておりませんので、例年どおり資料の平成３１

年度歳入歳出予算説明資料の中にございます主要事業一覧表の内容に沿って御説明さ

せていただきます。

それでは、説明資料１３の最後のページ、２４ページをお開きください。

上段の項目番号６、上水道事業会計の表をごらんください。

また、事業実施箇所につきましては、お手元にお配りしております資料の１９ページ、

平成３１年度上水道主要事業実施計画箇所図及び詳細図は２０ページから２３ページ

に表示しておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。

初めに、営業費用の受託工事費でございますが、事業費として●●●●●●●●●●

円を計上しております。

事業実施箇所図では、①として広島県が実施する県道矢野安浦線改良事業に伴い、支

障となる水道管の移設工事を行うもので、出来庭地区におきまして延長３００メート

ルの配水管布設替工事を予定しています。

また、②として７月豪雨災害により被災した出来庭地区の慶神橋災害復旧に伴い、延

長３０メートルの配水管布設替工事を予定しています。

次に、建設改良費の上段、未給水地区解消事業でございますが、事業費として９４０

万円を計上しております。

事業実施箇所図では、③として萩原地区で合計延長２５０メートルの配水管布設工事

を予定しております。

最後に、建設改良費の下段、老朽管路更新事業でございますが、事業費として６,０

２０万円を計上しております。

事業実施箇所図では④として、計画的に実施しております熊野団地内の柿迫地区にお

きまして、延長合計７２０メートルの老朽管路の布設替工事を予定しております。

上水道事業会計予算案の説明は、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） それでは、上水道事業会計について、質疑を行います。

質疑はございませんか。
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ないようでしたら、以上で当分科会の審査は全て終了いたします。

それでは審査報告につきまして、進行役において、報告書を作成したいと思います。

報告書作成のため、暫時休憩いたします。

（休憩 １５時３９分）

（再開 １５時４０分）

○産業建設分科会進行役（民法） 休憩前に引き続き、分科会を再開します。

分科会報告書を作成しましたので、朗読いたします。

予算特別委員長 沖田ゆかり様

平成３１年３月１４日

産業建設分科会進行役 民法正則

平成３１年熊野町議会予算特別委員会産業建設分科会審査状況報告書

本分科会は、平成３１年予算特別委員会において付託された次の件について、３月１

４日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。

１、審査議案 議案第２０号、平成３１年度熊野町一般会計予算のうち、農林水産業

費、土木費、災害復旧費及び総務費の一部について。議案第２２号、平成３１年度熊

野町公共下水道事業特別会計予算について。議案第２５号、平成３１年度熊野町上水

道事業会計予算について。

以上です。

それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会に報告することで御異議ござい

ませんか。

（「なし」の声あり）

○産業建設分科会進行役（民法） それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会

で報告することに決定いたしました。

以上をもちまして、産業建設分科会を終了します。

皆様、御協力ありがとうございました。

それでは、文教分科会は片川委員長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会委員長（片川） あす、９時半からで。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設分科会進行役（民法） そういうことでよろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。

（散会 １５時４１分）
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平成３１年 予算特別委員会 文教分科会

（会議録 第１号）

１．招集年月日 平成３１年３月１５日

２．招集の場所 第１委員会室

３．開会年月日 平成３１年３月１５日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．出席委員（１５名）

１番 尺 田 耕 平 ２番 竹 爪 憲 吾

３番 立 花 慶 三 ４番 諏訪本 光

５番 沖 田 ゆかり ６番 片 川 学

７番 時 光 良 造 ８番 民 法 正 則

９番 荒 瀧 穂 積 １０番 大瀬戸 宏 樹

１２番 山 野 千佳子 １３番 久保隅 逸 郎

１４番 中 原 裕 侑 １５番 馬 上 勝 登

１６番 山 吹 富 邦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．欠席委員（０名）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明のため出席した者の職氏名

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 内 田 充

教 育 長 林 保

教 育 部 長 横 山 大 治

総 務 部 長 宗 條 勲

危 機 管 理 監 貞 永 治 夫

教 育 部 次 長 隼 田 雅 治

総 務 部 次 長 堀 野 辰 夫

生 涯 学 習 課 長 榎 並 正 和

教 育 指 導 監 田 中 眞 樹
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教 育 指 導 監 元 永 圭 一

財 務 課 長 桐 木 和 義

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 西 村 隆 雄

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．会議に付した事件

民生費の一部

教育費

災害復旧費の一部

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．議事の内容

（開会 ９時３８分）

○文教分科会進行役（片川） ただいまから、平成３１年予算特別委員会文教分科会を開

催いたします。それでは、平成３１年度の事業ごとにおける歳入歳出予算について担

当から説明を受けたいと思います。

それでは、民生費の一部と教育費、災害復旧費の一部について説明をお願いいたしま

す。

榎並生涯学習課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生涯学習課長（榎並） まず、民生費部分から説明させていただきます。

１２４ページ、１２５ページをお願いいたします。

３款、民生費、１項、社会福祉費、４目、人権推進費、広域隣保活動事業でございま

す。

この事業は、人権教育集会所を拠点に生活相談員を配置し、さまざまな生活相談を行

うための経費を計上しております。

事業全体で、２９４万５,０００円、本年度と同額でございます。

歳入の国県支出金９８万円は、県補助金の隣保館運営費等補助金です。

主な事業費は、生活相談員報酬１８０万円、熊野町人権推進事業補助金１１１万円で

す。
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次に、１２５ページの下段、熊野町教育集会所管理事業でございます。

この事業は、川角地区にあります生活相談や学習事業、啓発事業等を行う教育集会所

の管理運営に係る経費を計上しています。

事業全体で、１８８万３,０００円、本年度より７３万９,０００円、６４.６％の増

となっています。増額の主な要因は、敷地内ブロック塀改修に係る工事請負費の増額

でございます。

歳入の特定財源その他は、行政財産目的外使用料３,０００円です。

主な事業費は、光熱水費３１万２ ,０００円、修繕料１７万円と工事請負費

●●●●●●●●●●円です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（隼田） 続きまして、２２２、２２３ページをお願いします。

９款、教育費、１項、教育総務費、１目、教育委員会費、教育委員会活動事業でござ

います。この事業は、教育委員会の活動に必要な委員報酬や旅費、研修負担金などを

計上しております。

事業全体で、２３１万５,０００円、本年度より３,０００円の増額となっております。

主な事業費は、教育委員報酬の２１０万８,０００円でございます。

続きまして、２２２ページの下段、２目、事務局費、学校教育一般管理事業でござい

ます。

この事業は、学校教育一般に係る人的経費や教育長及び職員の旅費、緊急連絡用の

メールシステム、学校健診に係る機械器具使用料の費用などの経費を計上しています。

事業全体で、５９９万８,０００円、本年度より１７２万６,０００円、４０.４％の

増となっております。増額の主な要因は、備品購入費の増額で、購入後２４年が経過

した、学校教育課で管理しております公用車の買いかえによるものです。

主な事業費は、臨時職員賃金の７９万６,０００円、耳鼻科検診、歯科検診で使用す

る器具の使用料の１００万円、公用車買いかえによる備品購入費の１４０万円でござ

います。

歳入の特定財源、その他、１０万８,０００円は筆の里づくり基金の繰入金でござい

ます。

続きまして、２２７ページの上段、学校教育振興事業でございます。

この事業は、教育支援委員会や就学時検診に要する経費、外国語指導のための英語指
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導助手派遣業務委託、学力向上対策に係る経費などを計上しています。

事業全体で１,７９５万２,０００円、本年度より２６万７,０００円、１.５％の増と

なっております。

増額の主な要因は、指定寄附として、昨年の７月豪雨により被災した熊野第二小学校

及び熊野中学校に対して交付される、学びの変革推進寄附事業補助金によるもので、

当該補助金の使途は、学校図書、あるいは教育振興備品等の教育活動に資するものに

充当することとなっております。

主な事業費は、英語指導助手派遣業務の委託料●●●●●●●●●●円でございます。

歳入の特定財源国県支出金７１万円は、県、学びの変革推進寄附事業補助金及び道徳

教育改善・充実総合対策事業委託金でございます。

続きまして、２２９ページの上段、学校支援事業でございます。

この事業は、各種印刷業務など、教員の事務支援を行う学校支援員を各校に配置した

り、中学校に不登校や問題行動対策のための生徒指導相談員や家庭教育支援アドバイ

ザー、また、通常学級に在籍する児童の中で、多動や問題行動など配慮を必要とする

児童に対応する配慮児童支援員などの配置に伴う経費、そして施設における簡易な修

繕等に速やかに対応するための学校施設等安全点検業務委託料を計上しております。

事業全体で、２,３６０万円、本年度より４６６万１,０００円、１６.５％の減と

なっております。

減額の主な要因は、学校支援員が４人、家庭教育支援としてスクール・ソーシャル・

ワーカー一人が県費措置されることとなったことによる報酬の減額、それに伴う共済

費の減額です。

なお、今年度まで図書館費として予算計上し、図書館から派遣の形をとっておりまし

た学校図書司書につきまして、来年度から教育総務費で運用することとし、その報酬

を計上しております。

主な事業費は、生徒指導相談員報酬４７９万８,０００円、配慮児童支援員報酬３５

２万２,０００円、学校支援員報酬１９４万４,０００円、家庭教育支援アドバイザー

報酬２７６万円、司書報酬３１３万４,０００円、共済費３７０万７,０００円、学校

施設等安全点検業務の委託料●●●●●●●●●●円でございます。

歳入の特定財源 その他 １７３万２,０００円は、臨時職員等社会保険料納付金でご

ざいます。
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続きまして、２２８ページの下段、２項、小学校費、１目、学校管理費、小学校一般

管理事業でございます。

この事業は、小学校における学校医や用務員の配置、児童生徒及び教職員の検診の実

施や各校のパソコン・ＩＣＴ機器等の経費を計上しています。

事業全体で、３,５９４万６,０００円、本年度より１２５万３,０００円、３.６％の

増となっております。

増額の主な要因は、介助員・用務員の社会保険料、長期使用による劣化、損傷した児

童用の机・椅子の購入に係る備品購入費の増額によるものです。

主な事業費は、学校医報酬３５３万６,０００円、社会保険料５８６万９,０００円、

学校用務員賃金６６４万１,０００円、機械器具使用料１,４００万１,０００円でござ

います。

歳入の特定財源 その他は、臨時職員等社会保険料納付金２７８万２,０００円、行政

財産目的外使用料３３万２,０００円でございます。

続きまして、２３１ページの下段、小学校施設維持管理事業でございます。

この事業は、小学校の施設維持管理、修繕などに係る経費を計上しています。事業全

体で、４,８３５万２,０００円、本年度より２１万９,０００円、０.５％の増となっ

ております。

主な事業費は、修繕料１６０万円、施設警備や電気工作物保安業務、草刈り業務、学

校施設長寿命化計画策定業務などの委託料●●●●●●●●●●円、土地借上料２,３

１８万４,０００円、そして第四小学校体育館の照明工事などの工事請負費●●●●●

●●●●●円でございます。

歳入の特定財源 その他 １,２２６万４,０００円は、公共施設等整備基金及び筆の里

づくり基金繰入金でございます。

続きまして、２３３ページの中段、小学校大規模改造事業でございます。

この事業は、安全・安心な教育環境を整備するために、老朽化した小学校施設の改善

を図る工事実施に係る経費を計上しています。

事業全体で、３,１０５万６,０００円、本年度当初予算より９,３３０万円、７５％

の減額となっております。

主な事業費は、第一小学校、第三小学校のブロック塀改修に係る工事請負費●●●●
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●●●●●●円でございます。

歳入の特定財源 地方債 ３,１００万円は、小学校ブロック塀改修に係る緊急防災・

減災事業債でございます。

続きまして、２３３ページから２４１ページまでの各小学校の一般管理事業は保健管

理や健康指導に要する経費を、施設維持管理事業は学校施設の運営、修繕等に係る経

費を計上しております。なお、維持管理事業の光熱水費の増額については、空調機器

導入に伴う電気代の増額を計上しております。

まず、２３３ページ、下段、小学校一般管理事業、第一小学校は、事業全体で、７５

８万３,０００円、本年度より７万８,０００円、１.０％の減となっております。

主な事業費は、介助員報酬４６９万８,０００円、消耗品費１３８万７,０００円でご

ざいます。

次に、２３５ページ中段、小学校施設維持管理事業第一小学校は、事業全体で、７１

４万３,０００円、本年度より８万３,０００円、１.２％の増となっております。増額

の主な要因は、光熱水費の増額によるものです。

主な事業費は、光熱水費６５６万４,０００円でございます。

次に、小学校一般管理事業第二小学校は、事業全体で、２９７万５,０００円、本年

度より６万３,０００円、２.１％の減となっております。

主な事業費は、介助員報酬１１７万４,０００円、消耗品費９５万７,０００円でござ

います。

続きまして、２３７ページの上段、小学校施設維持管理事業、第二小学校は、事業全

体で、３５１万５,０００円、本年度より１６万９,０００円、５.１％の増となってお

ります。

増額の主な要因は、光熱水費の増額によるものです。

主な事業費は、光熱水費の３０９万７,０００円でございます。

次に、小学校一般管理事業、第三小学校は、事業全体で、６０１万５,０００円、本

年度より５万６,０００円、０.９％の減となっております。

主な事業費は、介助員報酬３５２万２,０００円、消耗品費１４４万４,０００円でご

ざいます。

続きまして、２３９ページの上段、小学校施設維持管理事業、第三小学校は、事業全

体で、５０３万４,０００円、本年度より２５万９,０００円、５.４％の増となってお



－141－

ります。

増額の主な要因は、光熱水費の増額によるものです。

主な事業費は、光熱水費の４２０万７,０００円でございます。

次に、小学校一般管理事業、第四小学校は、事業全体で、５２９万７,０００円、本

年度より６万９,０００円、１.３％の減となっております。

主な事業費は、介助員報酬２３４万８,０００円、消耗品費１６２万２,０００円でご

ざいます。

続きまして、２３９ページから２４１ページの小学校施設維持管理事業、第四小学校

は、事業全体で、５７５万３,０００円、本年度より３９万７,０００円、７.４％の増

となっております。

増額の主な要因は、光熱水費の増額によるものです。

主な事業費は、光熱水費の５１１万６,０００円でございます。

次に、２目教育振興費、小学校教育振興事業でございます。

この事業は、学力調査の実施、問題データベースの活用や教科備品・指導書購入など

の経費を計上しています。

事業全体で、１,４１５万８,０００円、本年度より３９６万円、３８.８％の増と

なっております。

増額の主な要因は、今年度 新たな教科用図書が採択され、来年度から新たな教科書

が使用されることに伴う指導書購入に係る消耗品費、新入学学用品費入学前支給単価

の改定による扶助費の増額によるものです。

主な事業費は、新たに使用する教科用図書の指導書購入等に係る消耗品費７０１万７,

０００円、学力検査業務委託料●●●●●●●●●●円、日本スポーツ振興センター

負担金１２５万３,０００円、新入学学用品費入学前支給分２０２万４,０００円でご

ざいます。

歳入の特定財源 その他 ５２万４,０００円は、日本スポーツ振興センター保護者負

担金でございます。

続きまして、２４１ページから２４７ページまでの各小学校の教育振興事業は、就学

援助や教科用品・図書などの購入、教職員の研修などの経費を計上しております

まず、２４１ページ下段の小学校教育振興事業、第一小学校は、事業全体で、８９５

万４,０００円、本年度より２５万２,０００円、２.７％の減となっております。
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主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費１４４万６,０００円、扶助費の要保護及

び準要保護児童援助費５５８万７,０００円、新入学学用品費の入学前支給分１０３万

４,０００円でございます。

歳入の特定財源国県支出金５０万円は、国庫補助金の要保護児童生徒援助費補助金及

び特別支援教育就学奨励費補助金でございます。

次に、２４３ページ、小学校教育振興事業、第二小学校は、事業全体で、２２３万５,

０００円、本年度より１７２万３,０００円、４３.５％の減となっております。

減額の主な要因は、小学校４校の共通対外活動費の事務局移管による負担金補助及び

交付金、及び要保護及び準要保護児童に係る医療費等の扶助費の減額によるものです。

主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費６８万７,０００円、扶助費の要保護及び

準要保護児童援助費１０７万７,０００円でございます。

続きまして、２４５ページ上段、小学校教育振興事業、第三小学校は、事業全体で、

７０３万４,０００円、本年度より２３万２,０００円、３.２％の減となっております。

減額の主な要因は、要保護及び準要保護児童援助費及び新入学学用品費入学前支給分

対象児童の減員見込みによる扶助費の減額によるものです。

主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費９４万３,０００円、扶助費の要保護及び

準要保護児童援助費４１６万９,０００円でございます。

同じく２４５ページ、下段の小学校教育振興事業、第四小学校は、事業全体で、９１

６万９,０００円、本年度より４１万円、４.７％の増となっております。

増額の主な要因は、要保護及び準要保護児童援助費及び特殊教育就学奨励費の対象児

童数の増による扶助費の増額です。

主な事業費は、教科用品購入等の消耗品費１３２万円、扶助費の要保護及び準要保護

児童援助費６２７万円、新入学学用品費入学前支給分８６万１,０００円でございます。

続きまして、２４７ページの中段、小学校低学年書道科指導事業でございます。

この事業は、小学１年生と２年生を対象に教育課程外で、年間１５時間書道の指導を

通じて、正しい姿勢を身につけ、集中力と持続力を養い、熊野を愛する豊かな心と人

間性の育成を目的として実施しております。

事業全体で、５３０万３,０００円、本年度より２,０００円の減額でございます。

主な事業費は、低学年書道専任指導の臨時職員の賃金３６９万６,０００円、共済費

１２１万５,０００円でございます。
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歳入の特定財源 その他は、筆の里づくり基金繰入金４７１万８,０００円、臨時職員

等社会保険料納付金５８万５,０００円でございます。

続きまして、２４６、２４７ページ下段、３項、中学校費、１目、学校管理費、中学

校一般管理事業でございます。

この事業は、中学校における学校医や用務員の配置、生徒及び教職員の健診などの経

費を計上しています。

事業全体で、２,４２７万５,０００円、本年度より２８万３,０００円、１.２％の増

となっております。

増額の主な要因は、長期使用による劣化、損傷した生徒用の机、椅子の購入に係る備

品購入費の増額によるものです。

主な事業費は、学校医報酬２１０万４,０００円、社会保険料５２７万５,０００円、

学校用務員賃金３３２万１,０００円、機械器具使用料９８７万２,０００円、備品購

入費１４１万３,０００円でございます。

歳入の特定財源 その他 は、臨時職員等社会保険料納付金２５０万５,０００円、行

政財産目的外使用料５万５,０００円でございます。

続きまして、２４９ページ下段、中学校施設維持管理事業でございます。

この事業は、中学校における施設の維持管理、修繕などに係る経費を計上しておりま

す。

事業全体で、４,００８万４,０００円、本年度より７８３万６,０００円、２４.３％

の増となっております。

増額の主な要因は、中学校施設の長寿命化計画策定業務に係る委託料、熊野東中学校

体育館照明改修等の維持・修繕工事に係る工事請負費の増額によるものです。

主な事業費は、施設警備や設備保守点検、学校施設長寿命化計画策定業務などの委託

料●●●●●●●●●●円、土地借上料２,０７１万円、中学校施設の維持・修繕に係

る工事請負費●●●●●●●●●●円でございます。

歳入の特定財源その他１,１５８万５,０００円は、公共施設等整備基金繰入金８７０

万円、筆の里づくり基金繰入金２８８万５,０００円でございます。

続きまして、２５１ページの中段、中学校大規模改造事業でございます。

この事業は、安全・安心な教育環境の整備を目的に、老朽化した学校施設の改善を図

るため、その工事実施に係る経費を計上しております。
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事業全体で、４０５万４,０００円、本年度より２億３,２６９万８,０００円、９８.

３％の減額となっております。

主な事業費は、熊野中学校のブロック塀改修に係る工事請負費●●●●●●●●●●

円でございます。

歳入の特定財源、地方債、４００万円は、中学校ブロック塀改修に係る緊急防災・減

災事業債でございます。

続きまして、２５１ページから２５５ページまでの各中学校の一般管理事業につきま

しては、非常勤講師や介助員に要する経費、保健管理や健康指導に要する経費、文具

等学校維持に要する消耗品、通信運搬費などの経費を、施設維持管理事業は、学校施

設の運営、修繕に係る経費を計上しております。

なお、施設維持管理事業の光熱水費の増額は、空調機器導入に伴う電気代の増額を計

上しております。

まず、２５１ページ 下段、中学校一般管理事業、熊野中学校でございます。

事業全体で、１,３５４万１,０００円、本年度より１２９万２,０００円、８.７％の

減となっております。

減額の主な要因は、熊野東中学校から熊野中学校への講師配置替えに伴う報酬の減額

によるものです。

主な事業費は、介助員報酬２８１万４,０００円、非常勤講師報酬８１６万円、消耗

品費１１８万２,０００円でございます。

続きまして、２５３ページ中段、中学校施設維持管理事業、熊野中学校でございます。

事業全体で、６１１万１,０００円、本年度より９３万５,０００円、１３.３％の減

となっております。

減額の主な要因は、過去実績に基づく光熱水費をさらに精査したことや、施設及び楽

器等の備品修繕の見込みによる需用費の減額によるものです。

主な事業費は、光熱水費５１８万円、修繕料５８万円でございます。

次に、同じく２５３ページ下段、中学校一般管理事業、熊野東中学校でございます。

事業全体で、１,３０１万円、本年度より２８９万６,０００円、２８.６％の増と

なっております。

増額の主な要因は、熊野中学校から東中学校への講師配置替え及び特別支援学級への

非常勤講師の配置予定による報酬の増額によるものです。
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主な事業費は、介助員報酬１７６万１,０００円、非常勤講師報酬８２５万２,０００

円、消耗品費１５８万９,０００円でございます。

続きまして、２５５ページの中段、中学校施設維持管理事業、熊野東中学校でござい

ます。

事業全体で、６１１万２,０００円、本年度より３０万２,０００円、５.２％の増と

なっております。

増額の主な要因は、光熱水費の増額によるものです。

主な事業費は、光熱水費４５８万７,０００円、修繕料６１万３,０００円でございま

す。

次に、２５４ページの中段、２目、教育振興費、中学校教育振興事業でございます。

この事業は、学力調査の実施や問題データベースを活用した学力向上への取り組み、

教科備品・指導書の購入など中学校の教育振興を目的とした諸経費を計上しておりま

す。事業全体で、５２６万７,０００円、本年度より１２３万３,０００円、３０.６％

の増となっております。

増額の主な要因は、今年度、道徳教科用図書が採択され、来年度から使用する道徳の

教科書に沿った指導書購入に係る消耗品費の増額によるものです。

主な事業費は、新たに使用する道徳教科用図書の指導書購入等に係る消耗品費１４３

万円、学力検査業務の委託料●●●●●●●●●●円、ソフトウエアの使用料７７万

円、庁用器具の備品購入費９５万円でございます。歳入の特定財源 その他２６万５,

０００円は、日本スポーツ振興センター保護者負担金でございます。

続きまして、２５７ページから２５９ページまでの各中学校の教育振興事業は、就学

援助や指導資料・図書などの購入、対外活動費や教職員資質向上のための研修などの

経費を計上しております。

まず、中学校教育振興事業、熊野中学校でございます。事業全体で、７４６万４,０

００円、本年度より２２１万９,０００円、２２.９％の減となっております。

減額の主な要因は、今年度実績による対外活動費、対象生徒の減による要保護及び準

要保護生徒援助等、扶助費の減額によるものです。

主な事業費は、教科・部活用品等消耗品費１４５万５,０００円、対外活動費１００

万円、要保護及び準要保護生徒援助費４５４万７,０００円でございます。歳入の特定

財源国県支出金１５万円は、国庫補助金の要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援
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教育就学奨励費補助金でございます。

続きまして、中学校教育振興事業、熊野東中学校でございます。事業全体で、１,０

２９万３,０００円、本年度より４１万４,０００円、４.２％の増となっております。

増額の主な要因は、要保護及び準要保護の給食利用生徒数の増による扶助費の増額で

す。

主な事業費は、教科・部活用品等の消耗品費１４６万２,０００円、対外活動費１５

３万３,０００円、要保護及び準要保護生徒援助費６６６万５,０００円でございます。

続きまして、２５８ページ中段、４項、学校給食費、１目、学校給食費、学校給食事

業でございます。

この事業は、学校給食法に基づき、デリバリー方式による給食を提供し、児童・生徒

の健全な心身の発達、発育及び食育を推進することを目的にした経費を計上しており

ます。

事業全体で、１億３,３９１万２,０００円、本年度より１,１５７万４,０００円、９.

５％の増となっております。

増額の主な要因は、中学校給食利用生徒数の増による給食調理業務委託料の増額です。

主な事業費は、給食容器購入等の消耗品費１５１万５,０００円、給食システムクラ

ウド利用の手数料８５万１,０００円、給食調理業務委託料や給食検査業務の委託料●

●●●●●●●●●円でございます。歳入の特定財源その他７,０１６万１,０００円

は、学校給食保護者負担金７,０１１万９,０００円、学校給食保護者負担金督促手数

料４万２,０００円でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生涯学習課長（榎並） 続きまして、２６２、２６３ページをお願いします。

９款教育費 ６項社会教育費 １目社会教育総務費、社会教育一般事務でございます。

この事業は、生涯学習振興のための庶務及び社会教育関係団体の育成に係る経費を計

上しております。

事業全体で、６８１万円、本年度より２５３万３,０００円、５９.２％の増となって

います。

増額の主な要因は、臨時職員賃金と社会保険料です。

歳入の特定財源、その他は、臨時職員等社会保険料納付金４０万２,０００円です。

主な事業費は、臨時職員賃金２６６万円、職員諸手当８６万９,０００円、負担金補
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助及び交付金１７７万４,０００円でございます。

続きまして、２６５ページの上段、人権啓発事業でございます。

この事業は、人権啓発及び男女共同参画社会の推進を図るための講座や、人権啓発講

演会などを開催するための経費を計上しています。事業全体で、７９万４,０００円、

本年度より３０万２,０００円、６１.４％の増です。

主な事業費は、講師等派遣業務の委託料●●●●●●●●●●円でございます。

続きまして、２６５ページ中段、成人を祝う会事業でございます。

この事業は、ふるさと熊野町の将来を担う、新成人の門出を祝う成人を祝う会開催に

係る経費を計上しています。なお、来年度対象の新成人は、約２５０人の見込みです。

事業全体で、６６万５,０００円、本年度より７万１,０００円、１２％の増です。

主な事業費は、記念品料３５万２,０００円でございます。

続きまして、２６５ページ下段の青少年健全育成事業でございます。

この事業は、青少年の健全育成を目的として組織された団体青少年育成くまの町民会

議の活動に係る経費を計上しています。

事業全体で、１３万円、本年度より７万１,０００円、３５.３％の減です。

主な事業費は、青少年育成くまの町民会議補助金１２万５,０００円でございます。

続きまして２６６、２６７ページをお願いいたします。

２目、町民会館費、町民会館施設管理事業でございます。

この事業は、生涯学習の拠点施設である熊野町民会館の施設維持管理に係る経費を計

上しています。

事業全体で、３,３３９万４,０００円、本年度より１,４６７万３,０００円、７８.

４％の増です。

増額の主な要因は、老朽化したエレベーターの改修工事によるものです。

歳入の特定財源 地方債の１,１７０万円は、防災基盤整備事業です。その他は、老人

福祉センター使用料９０万円、公共施設等整備基金繰越金３９０万円、コピー代４万

円です。

主な事業費は、光熱水費６９４万２,０００円、施設管理等に係る業務の委託料●●

●●●●●●●●円でございます。

続きまして、２６８ページ上段、３目、公民館費、熊野町公民館管理運営事業でござ

います。



－148－

この事業は、町民会館における町公民館部分の施設管理及び主催事業の開催等に係る

経費を計上でございます。

事業全体で、１,６２０万４,０００円、本年度より１,０５６万５,０００円、１８７.

４％の増です。

増額の主な要因は、臨時職員賃金です。

歳入の特定財源、国県支出金は、住宅・建築物安全ストック形状事業補助金８３万３,

０００円です。その他は、熊野町公民館使用料２６２万５,０００円、行政財産目的外

使用料７２万２,０００円、筆の里づくり基金繰入金５万４,０００円、臨時職員等社

会保険料納付金１１１万６,０００円、熊野町公民館受講参加費５２万８,０００円、

自動販売機設置負担金３４万８,０００円、公衆電話料５,０００円です。主な事業費

は、臨時職員賃金７４６万２,０００円、臨時職員社会保険料２３２万６,０００円、

消耗品費６２万４,０００円、施設設備保守点検業務委託料●●●●●●●●●円でご

ざいます。

続きまして、２６９ページ下段、熊野東公民館管理運営事業でございます。

この事業は、熊野東公民館の施設管理及び主催事業開催に係る経費を計上でございま

す。事業全体で、７９４万円、本年度より６万５,０００円、０.８％の増です。歳入

の特定財源その他は、公民館使用料４０万５,０００円、筆の里づくり基金繰入金５万

４,０００円、臨時職員等社会保険料納付金２５万９,０００円、熊野東公民館受講参

加費２５万３,０００円、自動販売機設置負担金８万４,０００円、雑入２万６,０００

円です。

主な事業費は、臨時職員賃金１６６万１,０００円、光熱水費８５万９,０００円、施

設管理等に係る業務の委託料●●●●●●●●●●円でございます。

続きまして、２７３ページの中段、公民館一般事務でございます。

この事業は、公民館全般に係る経費及び放課後子ども教室の運営に係る経費を計上し

ています。事業全体で、３,２９５万７,０００円、本年度より２,９２０万３,０００

円、７７７.９％の増です。

増額の主な要因は、旧中公民館解体に係る工事請負費です。歳入の特定財源、国県支

出金は、放課後子ども教室推進事業補助金３８万７,０００円、その他は、放課後子ど

も教室推進事業参加負担金３万円、行政財産目的外使用料４,０００円です。

主な事業費は、土地借上料１３７万６,０００円、町民文化祭実行委員会補助金８２
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万４,０００円でございます。

続きまして、２７４ページ中段、４目、文化財保護費、文化財保護事業でございます。

この事業は、文化財の保護・保存とその活用を図るとともに、郷土館の管理運営に係

る経費を計上しています。

事業全体で、２１１万８,０００円、本年度より３万８,０００円、１.８％の減です。

歳入の特定財源その他５,０００円は、町史等販売代金４,０００円、行政財産目的外

使用料１,０００円です。

主な事業費は、施設管理に係る業務の委託料●●●●●●●●●●円、町指定文化財

補助金２５万円でございます。

続きまして、２７６ページ、上段、５目、図書館費、町立図書館運営事業でございま

す。

この事業は、町立図書館の管理運営に係る経費を計上しています。

事業全体で、５,４２８万４,０００円、本年度より３５４万５,０００円、６.１％の

減です。

歳入の特定財源、その他は、広島県市町村振興協会交付金４０６万５,０００円、臨

時職員等社会保険料納付金２３０万５,０００円、公共施設等整備基金繰入金２２０万

円、行政財産目的外使用料１１万９,０００円、公衆電話料２,０００円、雑入５,００

０円です。

主な事業費は、司書報酬６０９万７,０００円、臨時職員賃金１,０５４万２,０００

円、図書等購入に係る消耗品費１,０４９万８,０００円、光熱水費４８７万２,０００

円でございます。

続きまして、２７８ページ下段、６目、交流館費、くまの・みらい交流館管理運営事

業でございます。

この事業は、住民の生涯学習及び多世代交流事業を推進する、くまの・みらい交流館

の管理運営に係る経費を計上でございます。

事業全体で、１,４２０万８,０００円、本年度より４４３万６,０００円、４５.４％

の増です。

増額の主な要因は、臨時職員賃金と社会保険料の増です。歳入のその他収入は、くま

の・みらい交流館使用料１９６万５,０００円、筆の里づくり基金繰入金２万円、臨時

職員等社会保険料納付金５４万８,０００円、くまの・みらい交流館受講負担金３７万
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５,０００円、自動販売機設置負担金１６万８,０００円、公衆電話料１,０００円、雑

入９万６,０００円の計３１７万３,０００円です。

主な事業費は、臨時職員賃金３５３万円、光熱水費２２９万５,０００円、消耗品費

１１５万６,０００円、施設管理に係る業務の委託料●●●●●●●●円でございます。

続きまして、２８２ページ、上段、７項、保健体育費、１目、保健体育総務費、社会

体育一般事務でございます。

この事業は、生涯スポーツ振興の活動拠点となる、町民グラウンド、町民体育館等の

施設管理に係る指定管理料及び遊びと学びの交流学校事業などの各種事業委託料を計

上しています。

事業全体で、４,３４６万円、本年度より１２６万１,０００円、３％の増です。

主な事業費は、指定管理に係る委託料●●●●●●●●●●円、熊野健康スポーツ振

興会補助金２,２９７万１,０００円でございます。

続きまして、２８２ページ、下段、２目、体育施設費、社会体育施設管理事業でござ

います。

この事業は、町民グラウンド、町民体育館等の維持・修繕等に係る経費を計上してい

ます。

事業費全体で、７,５１３万３,０００円、本年度より７１万円、０.９％の減です。

歳入の特定財源、その他 は、公共施設等整備基金繰入金５,５００万円、

行政財産目的外使用料６万９,０００円です。

主な事業費は、土地借上料１,７８４万３,０００円、町民グラウンド改修に係る工事

請負費●●●●●●●●●●円でございます。

続きまして、２９０ページ、上段、１０款、災害復旧費、４項、文教施設災害復旧費、

１目、過年度社会教育施設災害復旧費、社会教育施設災害復旧事業でございます。

これは、町民グラウンド南側高台部の多目的グラウンドと町民グラウンド内に流出し

てきた土砂撤去及び処分に係る経費を計上しています。

事業費全体で、１,１００万円です。歳入の特定財源、国県支出金７３３万３,０００

円は、公立社会教育施設災害復旧費補助金、地方債３６０万円は、公立社会教育施設

災害復旧事業債でございます。

教育部については、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○文教分科会進行役（片川） それでは、１２４ページから１２７ページの人権推進費と、

２２２ページから２８５ページまでの教育費、２９０ページから２９１ページの過年

度社会教育施設災害復旧費について質疑を行います。

質疑はございませんか。

大瀬戸委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（大瀬戸） まず、学校給食です。２５９ページ。先ほどの説明では、中学校の給

食希望者が増加したということでした。その詳細と小学校の状況を教えていただきた

いと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 隼田教育部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（隼田） 中学校の学校給食の喫食率でございます。年度当初というか、昨

年度、３６.７％の喫食率でございました。平成３０年度、１月現在なんですけれども、

４７.２％と伸びております。次年度の予算につきましては、５５％の喫食率を見込ん

で予算計上をさせていただいております。小学校につきましては、昨年度、平成２９

年度７８.７％。平成３０年度１月現在、７７.７％というような状況です。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 大瀬戸委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（大瀬戸） 別項目ですが、青少年健全育成事業、２６５ページ、わずかな補助金

なんですけれども、７万円程度のかなりの削減ということですが、これの理由をお願

いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 榎並生涯学習課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生涯学習課長（榎並） 青少年健全育成事業の中の需用費の中で啓発事業で、タペスト

リーとか、子供を守る家の案内をするところとか、そういったステッカーが今年度は

まだ在庫がございまして、来年度はまだつくる必要がないということで減にさせてい
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ただいております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 大瀬戸委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（大瀬戸） ということは、またこれが必要になったら補助金を上げる可能性があ

るということでいいんですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 榎並生涯学習課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生涯学習課長（榎並） そのようです。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 大瀬戸委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（大瀬戸） また別です。中公の解体に２７５ページ。

今後、中公はどのような方向になっていくのか。あらましを教えていただきたい。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 宗條総務部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部長（宗條） 中公につきましては、これまでは全国書画展の事務所がおかれてお

りましたが、このたび、移転をされております。今後の利用については、まだ利用す

るのか、借地を解消するのかといったところの判断は今現在ではついておりません。

今後、半年程度をかけてどのようにしていくのか。周辺の道路の整備といったような

こともございますので、そこらも整理をしながら、半年をかけて方向性を見出してい

きたいということで借地料についても計上しておりますし、解体費についても計上さ

せていただいているということでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） 以前、聞いたことがあるかもわからんですが、指導書の話が随分、こ

のたび教科書が変わる関係で出てきましたが、指導書についての一定のルールを教え

てもらいたいというように思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 元永教育指導監。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育指導監（元永） 小・中学校の指導書についてですが、教職員がその選択している

教科書についての各教科の指導書を使って、日々の、日常の授業をしております。指

導書については、例えば、学習指導要領の改訂時には内容が大きく変わりますので、

指導書が全ての教科で新しく購入することが考えられます。それから、教科書の主な

改訂は４年に１度ありますので、４年に１度その内容が少しずつ変わる場合もありま

す。また、新たに新学習指導要領を目指して、新しい項目が入る場合がありますので、

若干４年間の中で購入するということは考えられます。そういうふうにして、各学校

が日々の授業に取り組んでいる状況でございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） 個人に与えられるのか。そこを確認したいのですが。要するに、転勤

されたら持って行かれることもあったり、昔いろんな記憶があるものですから。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 元永教育指導監。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育指導監（元永） それについては、個人ではなくて学校にということでございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） ありがとうございます。だから、転勤されたり、先生が増員になった
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りした場合には購入ということになりますよね。よろしくお願いします。

もう一つ、２８３ページですが、女子サッカーを育てる会の補助金というのがついて

おりますけれども、余りいい話も聞かなかったり、あるいは、女子サッカーをされて

いる関係で、熊野中学校に女子サッカー部ができたりしたことがあったように思うの

ですが、今はどういう状況なのか。今のアンジュの関係も含めて教えてもらいたいと

思うのですが。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 榎並生涯学習課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生涯学習課長（榎並） 女子サッカーの件でございますが、女子サッカーの町熊野の会

というのがございます。補助団体として社会教育の補助団体として、昨年度から１０

万円の補助をつけております。今年度につきまして、予算計上する前で来年度の一応

要望という形で、要望書を各補助団体にとりました。その段階では今の状況とは違っ

た状況でございまして、通常どおり女子サッカーに関する活動を通じた熊野町ににぎ

わいを創造し、青少年健全育成や社会の推進を図るという目的の内容でございました

ので、本日ここに計上させていただいております。今実際に、熊野中学校における女

子サッカー部現在の部員は４名というふうに聞いております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） 熊野中学校に女子のサッカー部ができて５年ぐらいになるんですか。

ちょっと私の記憶では。だから、その間、活動はしてきたんだと思いますけれども、

どうですか。やはりあのときの私の記憶では、かなり町、あるいは、学校の校長等を

中心にして、かなり強引にぱっとできたような記憶があるんですけれども、やはり普

通でいえば、こういった学校での部活動については、同好会あたりをつくって、順に

ある程度温めていって、そして、機が熟していって部になるというのが通常だと思う

のですが、そこら辺についてはいかがでしょうか。昔の話で申しわけないですが。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 榎並生涯学習課長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生涯学習課長（榎並） こちらの資料にございますと、熊中に女子サッカーができたの

が平成２５年というふうにお聞きしております。それから、だんだんと人数が減って

きたということは事実らしいです。生涯学習課のほうとして女子サッカーの町熊野の

会という分の補助金の中で、もちろん女子サッカーの支援もあると思うのですが、特

に保育園の子供たち等そういった交流、また、以前はアンジュヴィオレの応援にも行

かれたということも聞いておりますが、この辺を来年度どういう形でされるかという

ことについては、未定でございます。今度、実際に補助金を交付するに当たりまして、

新たに４月以降に申請をしていただいた段階で、町のほうで精査させていただいた段

階で事業補助金を交付するか、また考えさせていただこうと考えております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） やはり部ができて一時は活発に活動したというのは記憶にあるんです

けれども、その後、尻すぼみになったりするのを見たりすると、やはりもうちょっと

という。機が熟してからがよかったのではないかなというふうに思ったりしてますけ

れども、子供らが今度中学校へ行って、女子のサッカーがやりたいなと思ったときに、

もうなくなったんじゃげなということがあったのでは、これは一番教育的にも、子供

たちの期待を裏切ってしまうので、こういったことはないようにしてもらいたいとい

うように思います。この後、答えは要りませんけれども、そういうのが私の思いでご

ざいますので、ぜひとも、子供たちのサッカー部を出ていったら、自分たちの後輩が

いなかったとかいうようなことがあったのでは、やっぱり子供たちの本当の、先ほど

健全育成という言葉がありますが、まさに子供たちを裏切ってしまうことになります

ので、そこら辺は慎重にお願いしたいというように思います。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 暫時休憩します。再開は１０時５５分。

（休憩 １０時３９分）

（再開 １０時５３分）
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○文教分科会進行役（片川） 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。

質疑はございますか。

立花委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（立花） 文化財の保護事業というところ。２７５ページです。先ほど筆の里工房

の周辺整備ということで聞かせていただいて、町なかの魅力的な観光コンテンツを整

えるということで、町内の観光コース。そうしたことを思うときに、郷土館の活用と

いうか。もっと活用していただいて、あそこだけを目的にこられる人は少ないと思い

ますけれども、観光の中の一つの拠点としてもっと盛り上げてもらえるような方法は

ないものか。あるいは、また、町民の方のああしたらいい、こうしたらいいというよ

うなアンケートとかそういったものもとってもらって、少しでも盛り上げてもらえれ

ばいいと思うのですが、そこらあたりのことを教えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 榎並生涯学習課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生涯学習課長（榎並） 郷土館でございますが、現状、今、土日祝日のみしか開館して

おりません。展示物につきましては、坊田かずまさんの展示、各時期によりますけれ

ども、２階を企画展示という形で熊野高校の書道部の書を展示したり、絵画を展示し

たり、また、地域の公民館活動をされているグループの作品を展示したりというよう

な形のみ事業を行っております。郷土館自体は、子供たちが３年生のときに昔の暮ら

しを知ろうという授業の中で郷土館を訪れていただいて、いろいろな昔の民具と生活

用品等を実際に手に取って授業をそこでやっていただくような形の郷土館の活用をさ

せていただいております。今後につきましては、郷土館がどこにあるかまだ知らない

という方も中にはいらっしゃるということをよくお聞きしますので、郷土館のいろい

ろなＰＲをさせていただきながら、いろんな展示物につきましても、高級なものとい

うか、かなり価値のあるものはなかなか展示するには、セキュリティーの関係があり

ましてできませんので、徐々にそういった展示をしながら、また、地域の方にも訪れ

ていただけるような何か市みたいなものを郷土館の敷地の中でやっていったり、そう

いった形の活用ができないかなというふうなことを模索しながら、文化財保護委員が

８名いらっしゃいます。そういう方にもいろいろ意見をいただきながら、今後も郷土
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館の活用について、いろいろと詰めていきたいと考えております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。

山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） ２４１ページからなんですけれども、小学校の各４校に対する要保護及

び準要保護の扶助費の増加。大体が１、２、３校は減っているみたいなんですけれど

も、第４小学校が特にまたここ去年ぐらいからか、急激に上がったということを以前

にも言ったことがあったんですけれども、これに対する何なのか。人数がふえるのは

わかるんですけれども、第３小学校の区域の近辺なら理解ができるんだけれども、第

４小学校でなぜこういうふうな状況が起こってきているのかという原因とか。考えら

れたことがあるのかどうか。

それから、要保護、準要保護の基準。といったものがきちんと精査されているのかど

うかをお聞きしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 隼田教育部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（隼田） 第４小学校が急激にふえた理由なんですけれども、特にこれと

いった確定できておるわけではございません。もともと第４小学校は率的にかなり低

く推移しておりました。その制度の周知であるとか、そういった面が以前は足りな

かったのかなというふうに考えております。

それから、基準なんですけれども、要保護につきましては、生活保護が基準となって

おりまして、それに準じた所得が低いということで、あと児童扶養手当。この支給者

に対しては認定をかけておるような状況です。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 生活保護の場合、かなり民生の方も厳しく収入に対して、あるいは、そ
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ういったアルバイトのことに対して厳しくチェックされていると思うんですけれども、

その要保護、あるいは、準要保護の場合にはその辺まで一度申請すれば、そのままと

いうようなことがあるのかどうか。民生と相談されたことがあるのかどうかをお聞き

しいたいです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 隼田教育部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（隼田） 児童扶養手当であるとか、生活保護につきましては、民生部と連

携を図っております。準要保護、所得が低いというところにつきましては、本人に所

得証明をとっていただいて、提出していただいて、それで判断をさせてもらっている

ような状況です。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 横山部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（横山） 認定につきましては、毎年６月末に税が確定した時点で、それをも

ちまして、所得に応じてということで審査をするようにしております。

毎年、その申請を出していただきますので、そのまま継続ということではなく、年度

ごとに申請をしていただいて、そのような審査をした上で要保護の認定をするという

状況でございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） 生活保護はもっと厳しいと思うんですよね。３カ月ごととか、半年ごと

か何かやっていらっしゃるのではないでしょうか。それぐらい厳しいということも考

えながらしていかないと。こんなのゆるいから一度出せば、ずっと１年間は大丈夫な

んだというふうな思いがあって、じゃアルバイトに行って稼いでこようかというよう

なそんなのになる可能性もないと思いますので、ぜひとも、その辺をしっかりとして

いかないとほかの三つの学校は下がってきているのに、第４小学校だけが上がってく
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るというのは、正常にはちょっとそぐわないのではないかなと思います。気をつけて

チェックをしていただきたいと思います。

もう一つ。みらいのところなんですけれども、臨時職員が一人ふえたというんですけ

れども、今まで臨時職員がいらっしゃったんですけれども、それはどうなったので

しょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 榎並生涯学習課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生涯学習課長（榎並） 今現在、臨時職員１名、女性の方がいらっしゃるんですが、あ

の方は西出張所の職員ということで、住民課のほうで予算をつけていただいておりま

して、公民館のこの１というのは館長でございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 山野委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（山野） ３人いらっしゃらなかったですか。男性２人と女性が１人といらっ

しゃったんですけれども。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 榎並生涯学習課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生涯学習課長（榎並） もう一人が町の職員。男の子が一人おります。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。

沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） ２８３ページ、社会体育施設管理事業なんですけれども、町民体育館に

は、災害時に経産省から空調設備が届いていて、それが今、町のほうで２階へ移動す

るということでお伺いしているのですが、この管理事業の中に水道光熱費が入ってい

ないというので、クーラーの電気代は計上されていないのかなというのと。上の段に
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ある熊野健康スポーツ振興会の補助金というのがありますが、そこに入っているのか

どうなのか。ちょっとその辺を教えてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 横山部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（横山） 町民体育館にありますあの空調機器でございますが、こちらが今の

ところ危機管理課の所管ということになっておりますので、教育部のほうにそういっ

た光熱水費は計上していないという状況でございます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） そちらのほうには計上されているということですね。危機管理のほうに。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 貞永危機管理監。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理監（貞永） 町民体育館のエアコン。クーラーも暖房もできるんですけれども、

これにつきましては、基本的に何か一日中行うような大きなイベントのときだけに使

うようなことになっておりまして、常時使うということは想定しておりませんので、

電気代については計上しておりません。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 体育館はさまざまなグループが使われていると思うんですけれども、そ

の方たちが使いたいということに関しては、もう一切断るということですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 貞永危機管理監。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理監（貞永） 体育館の使用というのは、普通の公民館の部屋の使用とはちょっ
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と違いまして、全部を使うという場合もありますし、３分の１、２分の１、６分の１

という使い方がありまして、それにあったような空調がなかなかできにくいというこ

とがございます。

ですので、全部を使うときにはよろしいんですけれども、６分の１、２分の１を１時

間だけ使うとどういうような料金設定をできるのかというような課題もございますの

で、そこら辺については、今後、どのようにするのかも考えながら進めさせていただ

きたいとなと考えております。ということで、一日中使うようなイベントの大きなと

きだけ使わせていただくということを今原則としております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 常時使われているグループにお貸しする場合は、非常に今おっしゃった

ように、体育館の半分だけ冷やすということはできないので難しいと思うんですけれ

ども、大きな大会をされるときには、全てのフロアを使われると思いますので、そう

いうときにだけはお貸しできるようには検討できないですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 貞永危機管理監。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○危機管理監（貞永） 料金等の設定というのもございますので、今後、教育部のほうと

協議しながら、進めさせていただきたいなというふうに考えております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 横山部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（横山） 先ほどもありましたように、フロア全体を使うというようなケース

ならいいんですけれども、３分の１、６分の１というような使用が大変多ございます。

そうした中で、今後、主要団体等の意向調査。そういったものもして、実際、全面フ

ロアを使うようなことになるという場合に、いわゆる使用料の設定でありますとか、

その前に冷房機器の使用の有無、希望の有無について、そういったものを含めて意向

調査等を行って今後検討してまいりたいというふうに考えております。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） よろしくお願いします。

続きまして、２４１ページ、先ほど諏訪本委員も聞かれたんですけれども、教科指導

書のための消耗品費が計上されているんですが、広島県が西日本豪雨を受けて、防災

教材、手引書をことしの５月ぐらいには各市町へというようなお話がございました。

この手引書に関しては、購入するのではなく、県から配布していただけるのかどうか

ということをお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 元永教育指導監。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育指導監（元永） これについては、購入ではなくて、配付というふうに聞いており

ます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） それでは、教育長にお伺いしたいのですが、県のほうでは西日本豪雨を

受けて、広島県が土砂災害の全国で一番、ワーストワンであるということで、教員が

防災教育をするための手引書というものを考えられているんですが、熊野町は熊野町

で独自に、各市町、県内、地形も違いますし、起きうる災害も違うと思うんですが、

このたびの災害を受けて熊野町独自の防災教材みたいなものをつくろうというお考え

があるのかないのかというところをお伺いしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 教育長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育長（林） 防災教育の必要性につきましては、前回から非常に感じておりますし、

今現実、各学校とも防災教育はやっております。

ただ、熊野町独自の教材をつくるかということについては、今後、また考えていかな
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ければいけないのかなというように思いますが、やっぱり金銭的なものもございます

し、知恵の問題もございますので、協議してみたいというように思っております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 平川教育長もおっしゃっていますけれども、子供が教育を受ければ、お

のずと大人のほうにも伝わっていくということもございますし、釜石市でも、子供た

ちが率先して大人を避難させたということもありますので、やはり本当に災害を受け

た町として、それを本当に子供たちに継承していくということは重要なことだと思い

ますので、しっかり検討していただきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） ほかにございますか。

荒瀧委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） 山野先生のお話を伺いながら、私の別の視点が必要なのかなというのが

ございます。最近統計データがございました。雇用統計とか、賃金統計、国会、まだ

まだうみは出ておりませんが、実は、熊野の多分所得が伸びていないんです。これも

クラウドのデータを見れば、格差ができているということです。お金持ちの方がおら

れる。その方らはそういう感覚があるんだろうと。厳しく生活保護をチェックしなさ

い。大瀬戸先生前に一般質問されましたけれども、保護者同士の中でいろいろ情報が

流れつつ、こういう手続をすればより公費がいただけるんじゃないかというのを感じ

られた質問をされたと思うのですが、そんな中、御存じのとおり、外国人の労働者を

どんどん入れてまいります。国とすれば安い労働力をとって、大企業は残そうという

発想でございます。私も町なかをあがりよると、アメリカは時給１,５００円の時代に

入っておりますが、あのぐらいなら私も働きたいなという意欲は十分あるんですが、

もっと安いほうに走っているわけです。そんな中で、今、子育て世代の収入というの

は、随分厳しいものがあろうかと思うんです。マツダさんなんかは満額が出るよとい

う勢いを出していますが、ブレグジットの状態を見たら、いつどうなるかわかりませ

んよ。これも。本社が府中にあるのがどこかないようなるかわかりません。そうなっ
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たら、私らの地方は随分疲弊してまいります。そんな中で、ちょうど総務もいらっ

しゃいます。民生もいらっしゃいます。教育の中でもしそういうデータが分析できる

ものであれば、本当に今の子育て世帯がいかに苦労されていらっしゃるかというのも

整理して見ていただきたいなと。そんな中、教育というこの場所でございますので、

子供というのは化けます。苦しい中でなにくそと勉強して私もやっていきたいという

人材を育てて、今の時代からしますと熊野の中、土地の問題、水の問題がありますが、

ハイテクの本社も呼べんことはないんです。人材さえおれば。そういうためにも子供

は宝でございますので、子供を諦めさせないような教育。チャンスを与える意味での

教育、そういう扶助は十分必要だと思っておりますから、そこも今後、次期の選挙後

のもし、私も残れるとすれば、もっと中身の濃いデータをもとに熊野の教育の根っこ

をつかんでいきたいなと思っておりますので、そこらを整理いただきたいとお願いで

ございます。よろしくお願いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。答弁は要りませんか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（荒瀧） はい。以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） ほかにございますか。

諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） 町長の施政方針演説にもありましたが、要するに、子供たちの学力に

ついて、ちょっと気になっておるのは、広島市、あるいは、廿日市市の一部のほうで、

子供たちに朝食を賄っておるというのが出ておりますけれども、私の町内でも私の

知っている方の中には、そういったおむすびとか、パンを用意しておるんよというよ

うな話も聞いたことがありますけれども、熊野でのある意味は最初は実態調査から始

まるんだと思いますが、そういうようなことがあるというようなことについて、調査

というか。ある程度資料をもっておられるのかお聞きしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 横山部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○教育部長（横山） 広島県は、平成３０年度から、県内の全ての子供たちが朝食を食べ

ることができる環境を目指して、学力に必要な生活習慣を身につけてもらうため、平

成３０年度からモデル事業に取り組んで事業に要する経費や運営方法、成果などを検

証するというふうにしております。モデル事業として、今、申されました廿日市市、

そして、府中町で２月から既に実施されているというふうに伺っております。希望す

る児童に毎週水曜日に朝食を提供しているということのようです。２０１９年度につ

きましては、新たに実施箇所を８カ所程度ふやしまして、効率的な運営方法や効果を

検証するというふうになっております。そこで効果が見られれば、２０２０年度以降

に県内全域での実施を検討するということになっております。

町といたしましては、広島県の動向等を注視しながらということになろうかと思いま

すけれども、実施に当たっては提供する場所でございますとか、手法なども検討する

必要が出てこようかと思います。町教育委員会といたしましては、民生部局とも十分

に連携協議をしながらということで、今後検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） 私はやっぱり食べてない、寝ていない子供を学校で預かってもなかな

か教育の成果というのは上がらないと思っております。そこら辺は、また、今のよう

な進め方がいいのか、悪いのかは私も迷うところがあります。食べて学校に行くとい

うのは当たり前だという考え方もありますし、いや、そういう環境ではないという考

え方もありますし、そこら辺について、ある程度しっかり協議して、議論して、進め

ていかなければならないなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教分科会進行役（片川） よろしいですか。ほかにございますか。

ないようでしたら、以上で当分科会の審査は全て終了といたします。

それでは、審査報告書につきまして、進行役において報告書を作成したいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

文教分科会進行役（片川） 報告書作成のため、暫時休憩します。
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（休憩 １１時１５分）

（再開 １１時１６分）

○文教分科会進行役（片川） 休憩前に引き続き、分科会を再開いたします。

分科会報告書を作成しましたので、朗読いたします。

（案）

平成３１年３月１５日

予算特別委員長 沖田ゆかり様

文教分科会進行役 片川 学

平成３１年熊野町議会予算特別委員会文教分科会審査状況報告書

本分科会は平成３１年予算特別委員会において付託された次の件について３月１５日

に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。

１．審査議案、議案第２０号、平成３１年熊野町一般会計予算のうち教育費及び民生

費の一部、災害復旧費の一部について。

それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会に報告することで御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

○文教分科会進行役（片川） それでは、ただいまの分科会報告書を予算特別委員会で報

告することに決定しました。

以上をもちまして、文教分科会を終了いたします。

皆さんの御協力に感謝いたします。ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（散会 １１時１７分）
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平成３１年 予算特別委員会

（会議録 第２号）

１．招集年月日 平成３１年３月１３日

２．招集の場所 熊野町議会議場

３．開会年月日 平成３１年３月１５日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．出席委員（１５名）

１番 尺 田 耕 平 ２番 竹 爪 憲 吾

３番 立 花 慶 三 ４番 諏訪本 光

５番 沖 田 ゆかり ６番 片 川 学

７番 時 光 良 造 ８番 民 法 正 則

９番 荒 瀧 穂 積 １０番 大瀬戸 宏 樹

１２番 山 野 千佳子 １３番 久保隅 逸 郎

１４番 中 原 裕 侑 １５番 馬 上 勝 登

１６番 山 吹 富 邦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．欠席委員（０名）

な し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明のために出席した者の職氏名

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 内 田 充

教 育 長 林 保

総 務 部 長 宗 條 勲

危 機 管 理 監 貞 永 治 夫

民 生 部 長 時 光 良 弘

建 設 部 長 沖 田 浩

教 育 部 長 横 山 大 治

総 務 部 次 長 堀 野 辰 夫
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建 設 部 次 長 堂 森 憲 治

建設部技術次長 林 武 史

教 育 部 次 長 隼 田 雅 治

財 務 課 長 桐 木 和 義

危 機 管 理 課 長 西 岡 隆 司

地 域 振 興 課 長 西 川 伸一郎

税 務 課 長 須 賀 雅 彦

高齢者支援課長 西 村 ゆ り

住 民 課 長 佛 圓 至 裕

子育て・健康推進課長 立 花 太 郎

生 活 環 境 課 長 宗 像 雅 充

都 市 整 備 課 長 福 嶋 春 樹

上 下 水 道 課 長 寺垣内 栄 作

生 涯 学 習 課 長 榎 並 正 和

会 計 課 長 穂 坂 俊 彦

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 西 村 隆 雄

議会事務局書記 永 谷 望

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．会議に付した事件

議案第２０号 平成３１年度熊野町一般会計予算について

議案第２１号 平成３１年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について

議案第２２号 平成３１年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について

議案第２３号 平成３１年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について

議案第２４号 平成３１年度熊野町介護保険特別会計予算について

議案第２５号 平成３１年度熊野町上水道事業会計予算について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．議事の内容

（開会 午前１１時２８分）
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○予算特別委員長（沖田） ただいまの出席委員は１５名です。定足数に達していますの

で、ただいまから予算特別委員会を再開いたします。

まず、各分科会での審査について、各分科会進行役から報告を受けたいと思います。

３つの分科会におきまして、それぞれ慎重に審査していただきました。各分科会の報

告をお手元に配付いたしておりますので、御確認ください。

それでは総務厚生分科会の報告をお願いいたします。

総務厚生委員長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務厚生委員長（時光） 平成３１年３月１５日 予算特別委員長 沖田ゆかり様。

総務厚生分科会進行役 時光良造。

平成３１年熊野町議会予算特別委員会総務厚生分科会審査状況報告書。

本分科会は、平成３１年予算特別委員会において付託された次の件について、３月１

３日、１４日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。

１、審査議案

議案第２０号 平成３１年度熊野町一般会計予算のうち、議会費、総務費、民生費、

衛生費、商工費、消防費、交際費、諸支出金、予備費及び教育費の一部について。

議案第２１号 平成３１年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について。

議案第２３号 平成３１年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について。

議案第２４号 平成３１年度熊野町介護保険特別会計予算について。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） ありがとうございました。

続いて、産業建設分科会の報告をお願いします。

産業建設委員長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業建設委員長（民法） それでは、御報告いたします。

平成３１年３月１５日 予算特別委員長 沖田ゆかり様。

産業建設分科会進行役 民法正則。

平成３１年熊野町議会予算特別委員会産業建設分科会審査状況報告書。

本分科会は、平成３１年予算特別委員会において付託された次の件について、３月１
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４日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。

１、審査議案

議案第２０号 平成３１年度熊野町一般会計予算のうち、農林水産業費、土木費、災

害復旧費及び総務費の一部について。

議案第２２号 平成３１年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について。

議案第２５号 平成３１年度熊野町上水道事業会計予算について。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） ありがとうございました。

続いて、文教分科会の報告をお願いします。

文教委員長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○文教委員長（片川） 平成３１年３月１５日 予算特別委員長 沖田ゆかり様。

文教分科会進行役 片川学。

平成３１年熊野町議会予算特別委員会文教分科会審査状況報告書。

本分科会は、平成３１年予算特別委員会において付託された次の件について、３月１

５日に分科会を開催し、慎重に審査した状況を報告する。

１、審査議案

議案第２０号 平成３１年度熊野町一般会計予算のうち、教育費及び民生費の一部、

災害復旧費の一部について。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） ありがとうございました。

以上で３分科会からの報告を終わります。

これより議案第２０号平成３１年度熊野町一般会計予算から、議案第２５号平成３１

年度熊野町上水道事業会計予算までを一括して、総括質疑を行いたいと思いますが、

御異議ございませんか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（「異議なし」の声あり）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） 異議なしと認めます。よって、議案第２０号から議案第２５

号までを一括して、総括質疑を行うことに決定いたしました。
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それでは質疑はありませんか。

ないようでしたら、総括質疑を終了いたします。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

これをもって、討論を終結いたします。

これより、議案第２０号「平成３１年度熊野町一般会計予算」から、議案第２５号

「平成３１年度熊野町上水道事業会計予算」までを、一括して採決いたします。

本案については、原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ございません

か。

（「異議なし」の声あり）

○予算特別委員長（沖田） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号から議案第２５号までについては、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。

これより、議案第２０号から議案第２５号までを、原案のとおり決定することとする、

委員長報告書を作成したいと思います。

暫時休憩します。

（休憩 午前１１時３５分）

（再開 午前１１時３７分）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。

報告書を作成しましたので、朗読します。

平成３１年３月１５日 熊野町議会議長山吹富邦様。

予算特別委員長 沖田ゆかり。

平成３１年熊野町議会予算特別委員会審査報告書（案）。

本委員会は、平成３１年第２回熊野町議会定例会において付託された次の件について、

それぞれ慎重に審査した結果、いずれも原案のとおり可決されるべきと決定したので、

会議規則第７７条の規定により報告します。

議案第２０号 平成３１年度熊野町一般会計予算について。

議案第２１号 平成３１年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について。

議案第２２号 平成３１年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について。
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議案第２３号 平成３１年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について。

議案第２４号 平成３１年度熊野町介護保険特別会計予算について。

議案第２５号 平成３１年度熊野町上水道事業会計予算について。

ただいまの委員長報告書について、採決いたします。

お諮りします。ただいまの委員長報告書を、本会議に報告することに御異議ございま

せんか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（「異議なし」の声あり）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○予算特別委員長（沖田） 異議なしと認めます。

よって、ただいまの委員長報告書を本会議に報告することに決定いたしました。

皆さん、御協力ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（閉会 午前１１時３９分）
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上記の記録の内容が正確であることを証するため署名する。

熊野町議会予算特別委員長

熊野町議会予算特別副委員長


